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○福井県指定介護予防サービス等の事業の人員、設備および運営に関する基準 

条例 規則 解釈通知 

○福井県指定介護予防サービス等の事業の人員、設備およ

び運営の基準等に関する条例 
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  第三節 設備に関する基準（第八条） 

  第四節 運営に関する基準（第九条―第三十九条） 

  第五節 介護予防のための効果的な支援の方法に関す

る基準（第四十条―第四十二条） 

  第六節 基準該当介護予防サービスに関する基準（第
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  第六節 基準該当介護予防サービスに関する基準（第

六十条―第六十三条） 

○福井県指定介護予防サービス等の事業の人員、設備およ

び運営の基準等に関する条例施行規則 
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条例 規則 解釈通知 

 第四章 介護予防訪問看護 

  第一節 基本方針（第六十四条） 

  第二節 人員に関する基準（第六十五条・第六十六条） 

  第三節 設備に関する基準（第六十七条） 

  第四節 運営に関する基準（第六十八条―第七十五条） 

  第五節 介護予防のための効果的な支援の方法に関す

る基準（第七十六条―第七十八条） 

 第五章 介護予防訪問リハビリテーション 

  第一節 基本方針（第七十九条） 

  第二節 人員に関する基準（第八十条） 

  第三節 設備に関する基準（第八十一条） 

  第四節 運営に関する基準（第八十二条―第八十五条） 

  第五節 介護予防のための効果的な支援の方法に関す

る基準（第八十六条・第八十七条） 

 第六章 介護予防居宅療養管理指導 

  第一節 基本方針（第八十八条） 

  第二節 人員に関する基準（第八十九条） 

  第三節 設備に関する基準（第九十条） 

  第四節 運営に関する基準（第九十一条―第九十四条） 

  第五節 介護予防のための効果的な支援の方法に関す

る基準（第九十五条・第九十六条） 

 第七章 介護予防通所介護 

  第一節 基本方針（第九十七条） 

  第二節 人員に関する基準（第九十八条・第九十九条） 

  第三節 設備に関する基準（第百条） 

 第十三章 特定介護予防福祉用具販売（第九十七条―第

百一条） 

 附 則 
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条例 規則 解釈通知 

  第四節 運営に関する基準（第百一条―第百八条） 

  第五節 介護予防のための効果的な支援の方法に関す

る基準（第百九条―第百十二条） 

  第六節 基準該当介護予防サービスに関する基準（第

百十三条―第百十六条） 

 第八章 介護予防通所リハビリテーション 

  第一節 基本方針（第百十七条） 

  第二節 人員に関する基準（第百十八条） 

  第三節 設備に関する基準（第百十九条） 

  第四節 運営に関する基準（第百二十条―第百二十四

条） 

  第五節 介護予防のための効果的な支援の方法に関す

る基準（第百二十五条―第百二十八条） 

 第九章 介護予防短期入所生活介護 

  第一節 基本方針（第百二十九条） 

  第二節 人員に関する基準（第百三十条・第百三十一

条） 

  第三節 設備に関する基準（第百三十二条・第百三十

三条） 

  第四節 運営に関する基準（第百三十四条―第百四十

三条） 

  第五節 介護予防のための効果的な支援の方法に関す

る基準（第百四十四条―第百五十一条） 

  第六節 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護の

事業の基本方針、設備および運営ならびに介
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条例 規則 解釈通知 

護予防のための効果的な支援の方法に関する

基準 

   第一款 この節の趣旨および基本方針（第百五十二

条・第百五十三条） 

   第二款 設備に関する基準（第百五十四条・第百五

十五条） 

   第三款 運営に関する基準（第百五十六条―第百六

十条） 

   第四款 介護予防のための効果的な支援の方法に関

する基準（第百六十一条―第百六十五条） 

 

  第七節 基準該当介護予防サービスに関する基準（第

百六十六条―第百七十二条） 

 第十章 介護予防短期入所療養介護 

  第一節 基本方針（第百七十三条） 

  第二節 人員に関する基準（第百七十四条） 

  第三節 設備に関する基準（第百七十五条） 

  第四節 運営に関する基準（第百七十六条―第百八十

二条） 

  第五節 介護予防のための効果的な支援の方法に関す

る基準（第百八十三条―第百八十九条） 

  第六節 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護の

事業の基本方針、設備および運営ならびに介

護予防のための効果的な支援の方法に関する

基準 
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条例 規則 解釈通知 

   第一款 この節の趣旨および基本方針（第百九十

条・第百九十一条） 

   第二款 設備に関する基準（第百九十二条） 

   第三款 運営に関する基準（第百九十三条―第百九

十七条） 

   第四款 介護予防のための効果的な支援の方法に関

する基準（第百九十八条―第二百二条） 

 

 第十一章 介護予防特定施設入居者生活介護 

  第一節 基本方針（第二百三条） 

  第二節 人員に関する基準（第二百四条・第二百五条） 

 

  第三節 設備に関する基準（第二百六条） 

  第四節 運営に関する基準（第二百七条―第二百十八

条） 

  第五節 介護予防のための効果的な支援の方法に関す

る基準（第二百十九条―第二百二十五条） 

  第六節 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入

居者生活介護の事業の基本方針、人員、設備

および運営ならびに介護予防のための効果的

な支援の方法に関する基準 

   第一款 この節の趣旨および基本方針（第二百二十

六条・第二百二十七条） 

   第二款 人員に関する基準（第二百二十八条・第二

百二十九条） 
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条例 規則 解釈通知 

   第三款 設備に関する基準（第二百三十条） 

   第四款 運営に関する基準（第二百三十一条―第二

百三十五条） 

   第五款 介護予防のための効果的な支援の方法に関

する基準（第二百三十六条・第二百三十七

条） 

 第十二章 介護予防福祉用具貸与 

  第一節 基本方針（第二百三十八条） 

  第二節 人員に関する基準（第二百三十九条・第二百

四十条） 

  第三節 設備に関する基準（第二百四十一条） 

  第四節 運営に関する基準（第二百四十二条―第二百

四十九条） 

  第五節 介護予防のための効果的な支援の方法に関す

る基準（第二百五十条―第二百五十二条） 

 

  第六節 基準該当介護予防サービスに関する基準（第

二百五十三条・第二百五十四条） 

 第十三章 特定介護予防福祉用具販売 

  第一節 基本方針（第二百五十五条） 

  第二節 人員に関する基準（第二百五十六条・第二百

五十七条） 

  第三節 設備に関する基準（第二百五十八条） 

  第四節 運営に関する基準（第二百五十九条―第二百

六十三条） 
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条例 規則 解釈通知 

  第五節 介護予防のための効果的な支援の方法に関す

る基準（第二百六十四条―第二百六十六条） 

 第十四章 雑則（第二百六十七条） 

 附則 

 

第一章 総則 

 

 （趣旨） 

第一条 この条例は、介護保険法（平成九年法律第百二十

三号。以下「法」という。）第五十四条第一項第二号、第

百十五条の二第二項ならびに第百十五条の四第一項およ

び第二項の規定により、指定介護予防サービスの事業の

人員、設備および運営に関する基準等を定めるものとす

る。 

 

 （定義） 

第二条 この条例で使用する用語の意義は、法および介護

保険法施行令（平成十年政令第四百十二号。以下「令」

という。）で使用する用語の例によるもののほか、次に定

めるところによる。 

一 介護予防サービス事業者 法第八条の二第一項に規

定する介護予防サービス事業を行う者をいう。 

二 利用料 法第五十三条第一項に規定する介護予防サ

ービス費の支給の対象となる費用に係る対価をいう。 

三 介護予防サービス費用基準額 法第五十三条第二項

 

 

 

 

 

第一章 総則 

 

 （趣旨） 

第一条 この規則は、福井県指定介護予防サービス等の事

業の人員、設備および運営の基準等に関する条例（平成

二十四年福井県条例第六十一号。以下「条例」という。）

の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４ 介護予防サービス 

１ 介護予防サービスに関する基準について 

  介護予防サービスに関する基準については、「福井県指

定介護予防サービス等の事業の人員、設備および運営の

基準等に関する条例」および「福井県指定介護予防サー

ビス等の事業の人員、設備および運営の基準等に関する

条例施行規則」において定められているところであるが、

このうち、３に記載する介護予防のための効果的な支援

のための基準については、指定介護予防サービスの提供

に当たっての基本的な指針となるべき基準である（基準

の性格等については、第１および第２を参照されたい。）。

介護予防サービスの事業の運営に当たっては、当該基準

に従った適正な運営を図られたい。 

   なお、(ｱ)人員、(ｲ)設備および(ｳ)運営に関する基準

については、２に記載する事項を除き、その取扱いにつ

いては、基本的には、第３に記載した介護サービスに係

る取扱いと同様であるので、第３の該当部分を参照され

たい。 
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条例 規則 解釈通知 

第一号または第二号に規定する厚生労働大臣が定める

基準により算定した費用の額（その額が現に当該指定

介護予防サービスに要した費用の額を超えるときは、

当該現に指定介護予防サービスに要した費用の額とす

る。）をいう。 

四 法定代理受領サービス 法第五十三条第四項の規定

により介護予防サービス費が利用者に代わり当該指定

介護予防サービス事業者に支払われる場合の当該介護

予防サービス費に係る指定介護予防サービスをいう。 

 

 （指定介護予防サービスの事業の一般原則） 

第三条 指定介護予防サービス事業者は、利用者の意思お

よび人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービ

スの提供に努めなければならない。 

２ 指定介護予防サービス事業者は、指定介護予防サービ

スの事業を運営するに当たっては、地域との結び付きを

重視し、市町村（特別区を含む。以下同じ。）、他の介護

予防サービス事業者その他の保健医療サービスおよび福

祉サービスを提供する者との連携に努めなければならな

い。 

３ 指定介護予防サービス事業者は、利用者の人権の擁護、

虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の

整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施す

る等の措置を講ずるよう努めなければならない。 
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条例 規則 解釈通知 

（申請者の要件） 

第四条 法第百十五条の二第二項第一号の条例で定める者

は、法人とする。ただし、病院等により行われる介護予

防居宅療養管理指導または病院もしくは診療所により行

われる介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーシ

ョン、介護予防通所リハビリテーションもしくは介護予

防短期入所療養介護に係る指定の申請にあっては、この

限りでない。 

 

第二章 介護予防訪問介護 

第一節 基本方針 

第五条 指定介護予防サービスに該当する介護予防訪問介

護（以下「指定介護予防訪問介護」という。）の事業は、

その利用者が可能な限りその居宅において、要支援状態

の維持もしくは改善を図り、または要介護状態となるこ

とを予防し、自立した日常生活を営むことができるよう、

入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる支

援を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図

り、もって利用者の生活機能の維持または向上を目指す

ものでなければならない。 

 

第二節 人員に関する基準 

 （訪問介護員等） 

第六条 指定介護予防訪問介護の事業を行う者（以下「指

定介護予防訪問介護事業者」という。）が当該事業を行う

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二章 介護予防訪問介護 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （訪問介護員等の員数） 

第二条 条例第六条第一項に規定する規則で定める基準

は、訪問介護員等の員数が常勤換算方法（当該事業所の

 

 

 

 

 

２ 介護サービスとの相違点 

 

 

 

(1) 介護予防訪問介護 
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条例 規則 解釈通知 

事業所（以下「指定介護予防訪問介護事業所」という。）

ごとに置くべき訪問介護員等（指定介護予防訪問介護の

提供に当たる介護福祉士または法第八条の二第二項に規

定する政令で定める者をいう。以下この節から第五節ま

でにおいて同じ。）の員数その他の配置の基準は、規則で

定める。 

２ 指定介護予防訪問介護事業者は、指定介護予防訪問介

護事業所ごとに、常勤の訪問介護員等のうち規則で定め

る員数の者をサービス提供責任者としなければならな

い。 

３ 前項のサービス提供責任者は介護福祉士その他指定介

護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指

定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な

支援の方法に関する基準（平成十八年厚生労働省令第三

十五号。以下「基準省令」という。）第五条第四項の厚生

労働大臣が定める者であって、専ら指定介護予防訪問介

護に従事するものをもって充てなければならない。ただ

し、利用者（当該指定介護予防訪問介護事業者が指定訪

問介護事業者（福井県指定居宅サービス等の事業の人員、

設備および運営の基準等に関する条例（平成二十四年福

井県条例第 号。以下「指定居宅サービス等基準条例」

という。）第六条第一項に規定する指定訪問介護事業者を

いう。以下同じ。）の指定を併せて受け、かつ、指定介護

予防訪問介護の事業と指定訪問介護（指定居宅サービス

等基準条例第五条に規定する指定訪問介護をいう。以下

従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業

者が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所

の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法を

いう。以下同じ。）で二・五以上であることとする。 

２ 条例第六条第二項の規則で定める員数は、利用者の数

が四十またはその端数を増すごとに一人以上とする。こ

の場合において、当該員数は、利用者の数に応じて常勤

換算方法によることができる。 

３ 前項の利用者の数は、前三月の平均値とする。ただし、

新規に指定を受ける場合は、推定数による。 
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条例 規則 解釈通知 

同じ。）の事業とが同一の事業所において一体的に運営さ

れている場合にあっては、当該事業所における指定介護

予防訪問介護および指定訪問介護の利用者。以下この条

において同じ。）に対する指定介護予防訪問介護の提供に

支障がない場合は、同一敷地内にある指定定期巡回・随

時対応型訪問介護看護事業所（指定地域密着型サービス

の事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成十八年

厚生労働省令第三十四号。以下「指定地域密着型サービ

ス基準」という。）第三条の四第一項に規定する指定定期

巡回・随時対応型訪問介護看護事業所をいう。）または指

定夜間対応型訪問介護事業所（指定地域密着型サービス

基準第六条第一項に規定する指定夜間対応型訪問介護事

業所をいう。）に従事することができる。 

４ 指定介護予防訪問介護事業者が指定訪問介護事業者の

指定を併せて受け、かつ、指定介護予防訪問介護の事業

と指定訪問介護の事業とが同一の事業所において一体的

に運営されている場合については、指定居宅サービス等

基準条例第六条第一項から第三項までに規定する人員に

関する基準を満たすことをもって、前三項に規定する基

準を満たしているものとみなすことができる。 

 

 （管理者） 

第七条 指定介護予防訪問介護事業者は、指定介護予防訪

問介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理

者を置かなければならない。ただし、指定介護予防訪問
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条例 規則 解釈通知 

介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定介護予

防訪問介護事業所の他の職務に従事し、または同一敷地

内にある他の事業所、施設等の職務に従事することがで

きるものとする。 

 

第三節 設備に関する基準 

 

第八条 指定介護予防訪問介護事業所には、事業の運営を

行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほ

か、指定介護予防訪問介護の提供に必要な設備および備

品等を備えなければならない。 

２ 指定介護予防訪問介護事業者が指定訪問介護事業者の

指定を併せて受け、かつ、指定介護予防訪問介護の事業

と指定訪問介護の事業とが同一の事業所において一体的

に運営されている場合については、指定居宅サービス等

基準条例第八条第一項に規定する設備に関する基準を満

たすことをもって、前項に規定する基準を満たしている

ものとみなすことができる。 

 

第四節 運営に関する基準 

 

 （内容および手続の説明および同意） 

第九条 指定介護予防訪問介護事業者は、指定介護予防訪

問介護の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者ま

たはその家族に対し、第二十七条に規定する重要事項に

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （電磁的方法） 

第三条 指定介護予防訪問介護事業者は、条例第九条第二

項の規定により重要事項を提供しようとするときは、あ

らかじめ、当該利用申込者またはその家族に対し、その
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条例 規則 解釈通知 

関する規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の

利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要

事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開

始について利用申込者の同意を得なければならない。 

２ 指定介護予防訪問介護事業者は、利用申込者またはそ

の家族からの申出があった場合には、前項の規定による

文書の交付に代えて、規則で定めるところにより、当該

利用申込者またはその家族の承諾を得て、当該文書に記

すべき重要事項を電子情報処理組織を使用する方法その

他の情報通信の技術を利用する方法であって規則で定め

るもの（以下この条において「電磁的方法」という。）に

より提供することができる。この場合において、当該指

定介護予防訪問介護事業者は、当該文書を交付したもの

とみなす。 

３ 前項の規定による承諾を得た指定介護予防訪問介護事

業者は、当該利用申込者またはその家族から文書または

電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の

申出があったときは、当該利用申込者またはその家族に

対し、第一項に規定する重要事項の提供を電磁的方法に

よってしてはならない。ただし、当該利用申込者または

その家族が再び前項の規定による承諾をした場合は、こ

の限りでない。 

 

 

 

用いる次に掲げる電磁的方法の種類および内容を示し、

文書または電磁的方法による承諾を得なければならな

い。 

一 電磁的方法のうち指定介護予防訪問介護事業者が使

用するもの 

二 ファイルへの記録の方式 

２ 条例第九条第二項の規則で定める方法は、次に掲げる

方法とする。 

一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイまたはロ

に掲げるもの 

イ 指定介護予防訪問介護事業者の使用に係る電子

計算機と利用申込者またはその家族の使用に係る

電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送

信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられた

ファイルに記録する方法 

ロ 指定介護予防訪問介護事業者の使用に係る電子

計算機に備えられたファイルに記録された前項に

規定する重要事項を電気通信回線を通じて利用申

込者またはその家族の閲覧に供し、当該利用申込者

またはその家族の使用に係る電子計算機に備えら

れたファイルに当該重要事項を記録する方法（電磁

的方法による提供を受ける旨の承諾または受けな

い旨の申出をする場合にあっては、指定介護予防訪

問介護事業者の使用に係る電子計算機に備えられ

たファイルにその旨を記録する方法） 
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条例 規則 解釈通知 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （提供拒否の禁止） 

第十条 指定介護予防訪問介護事業者は、正当な理由なく

指定介護予防訪問介護の提供を拒んではならない。 

 

 （サービス提供困難時の対応） 

第十一条 指定介護予防訪問介護事業者は、当該指定介護

予防訪問介護事業所の通常の事業の実施地域（当該事業

所が通常時に当該サービスを提供する地域をいう。以下

同じ。）等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な指定介

二 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに

準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくこ

とができる物をもって調製するファイルに前項に規定

する重要事項を記録したものを交付する方法 

３ 前項に掲げる方法は、利用申込者またはその家族がフ

ァイルへの記録を出力することによる文書を作成するこ

とができるものでなければならない。 

４ 第二項第一号の「電子情報処理組織」とは、指定介護

予防訪問介護事業者の使用に係る電子計算機と、利用申

込者またはその家族の使用に係る電子計算機とを電気通

信回線で接続した電子情報処理組織をいう。 
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条例 規則 解釈通知 

護予防訪問介護を提供することが困難であると認めた場

合は、当該利用申込者に係る介護予防支援事業者への連

絡、適当な他の指定介護予防訪問介護事業者等の紹介そ

の他の必要な措置を速やかに講じなければならない。 

 

 （受給資格等の確認） 

第十二条 指定介護予防訪問介護事業者は、指定介護予防

訪問介護の提供を求められた場合は、その者の提示する

被保険者証によって、被保険者資格、要支援認定の有無

および要支援認定の有効期間を確かめるものとする。 

２ 指定介護予防訪問介護事業者は、前項の被保険者証に、

法第百十五条の三第二項の規定により認定審査会意見が

記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、

指定介護予防訪問介護を提供するように努めなければな

らない。 

 

 （要支援認定の申請に係る援助） 

第十三条 指定介護予防訪問介護事業者は、指定介護予防

訪問介護の提供の開始に際し、要支援認定を受けていな

い利用申込者については、要支援認定の申請が既に行わ

れているかどうかを確認し、申請が行われていない場合

は、当該利用申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請

が行われるよう必要な援助を行わなければならない。 

２ 指定介護予防訪問介護事業者は、介護予防支援（これ

に相当するサービスを含む。）が利用者に対して行われて
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条例 規則 解釈通知 

いない等の場合であって必要と認めるときは、要支援認

定の更新の申請が、遅くとも当該利用者が受けている要

支援認定の有効期間が終了する三十日前にはなされるよ

う、必要な援助を行わなければならない。 

 

 （心身の状況等の把握） 

第十四条 指定介護予防訪問介護事業者は、指定介護予防

訪問介護の提供に当たっては、利用者に係る介護予防支

援事業者が開催するサービス担当者会議（指定介護予防

支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等

に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基

準（平成十八年厚生労働省令第三十七号）第三十条第九

号に規定するサービス担当者会議をいう。以下同じ。）等

を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、

他の保健医療サービスまたは福祉サービスの利用状況等

の把握に努めなければならない。 

 

 

 （介護予防支援事業者等との連携） 

第十五条 指定介護予防訪問介護事業者は、指定介護予防

訪問介護を提供するに当たっては、介護予防支援事業者

その他保健医療サービスまたは福祉サービスを提供する

者との密接な連携に努めなければならない。 

２ 指定介護予防訪問介護事業者は、指定介護予防訪問介

護の提供の終了に際しては、利用者またはその家族に対
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条例 規則 解釈通知 

して適切な指導を行うとともに、当該利用者に係る介護

予防支援事業者に対する情報の提供および保健医療サー

ビスまたは福祉サービスを提供する者との密接な連携に

努めなければならない。 

 

 （介護予防サービス費の支給を受けるための援助） 

第十六条 指定介護予防訪問介護事業者は、指定介護予防

訪問介護の提供の開始に際し、利用申込者が介護保険法

施行規則（平成十一年厚生省令第三十六号。以下「施行

規則」という。）第八十三条の九各号のいずれにも該当し

ないときは、当該利用申込者またはその家族に対し、介

護予防サービス計画の作成を介護予防支援事業者に依頼

する旨を市町村に対して届け出ること等により、介護予

防サービス費の支給を受けることができる旨を説明する

こと、介護予防支援事業者に関する情報を提供すること

その他の介護予防サービス費の支給を受けるために必要

な援助を行わなければならない。 

 

 （介護予防サービス計画に沿ったサービスの提供） 

第十七条 指定介護予防訪問介護事業者は、介護予防サー

ビス計画（施行規則第八十三条の九第一号ハおよびニに

規定する計画を含む。以下同じ。）が作成されている場合

は、当該計画に沿った指定介護予防訪問介護を提供しな

ければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

介護予防サービス費の支給を受けるための援助（予防

基準条例第１６条） 

予防給付においては、予防基準条例第１６条は、施行

規則第８３条の９各号のいずれにも該当しない利用者

は、提供を受けようとしている指定介護予防訪問介護に

係る介護予防サービス費の支給を受けることができない

ことを踏まえ、指定介護予防訪問介護事業者は、施行規

則第８３条の９各号のいずれにも該当しない利用申込者

またはその家族に対し、指定介護予防訪問介護に係る介

護予防サービス費の支給を受けるための要件の説明、介

護予防支援事業者に関する情報提供その他の介護予防サ

ービス費の支給を受けるために必要な援助を行わなけれ

ばならないこととしたものである。 
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 （介護予防サービス計画等の変更の援助） 

第十八条 指定介護予防訪問介護事業者は、利用者が介護

予防サービス計画の変更を希望する場合は、当該利用者

に係る介護予防支援事業者への連絡その他の必要な援助

を行わなければならない。 

 

 （身分を証する書類の携行） 

第十九条 指定介護予防訪問介護事業者は、訪問介護員等

に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時および利用

者またはその家族から求められたときは、これを提示す

べき旨を指導しなければならない。 

 

 （サービスの提供の記録） 

第二十条 指定介護予防訪問介護事業者は、指定介護予防

訪問介護を提供した際には、当該指定介護予防訪問介護

の提供日および内容、当該指定介護予防訪問介護につい

て法第五十三条第四項の規定により利用者に代わって支

払を受ける介護予防サービス費の額その他必要な事項

を、利用者の介護予防サービス計画を記載した書面また

はこれに準ずる書面に記載しなければならない。 

２ 指定介護予防訪問介護事業者は、指定介護予防訪問介

護を提供した際には、提供した具体的なサービスの内容

等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合

には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を

利用者に対して提供しなければならない。 
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条例 規則 解釈通知 

 

 （利用料等の受領） 

第二十一条 指定介護予防訪問介護事業者は、法定代理受

領サービスに該当する指定介護予防訪問介護を提供した

際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定

介護予防訪問介護に係る介護予防サービス費用基準額か

ら当該指定介護予防訪問介護事業者に支払われる介護予

防サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるもの

とする。 

２ 指定介護予防訪問介護事業者は、法定代理受領サービ

スに該当しない指定介護予防訪問介護を提供した際にそ

の利用者から支払を受ける利用料の額と、指定介護予防

訪問介護に係る介護予防サービス費用基準額との間に、

不合理な差額が生じないようにしなければならない。 

３ 指定介護予防訪問介護事業者は、前二項の支払を受け

る額のほか、利用者の選定により通常の事業の実施地域

以外の地域の居宅において指定介護予防訪問介護を行う

場合は、それに要した交通費の額の支払を利用者から受

けることができる。 

４ 指定介護予防訪問介護事業者は、前項の費用の額に係

るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者ま

たはその家族に対し、当該サービスの内容および費用に

ついて説明を行い、利用者の同意を得なければならない。 

 

 （保険給付の請求のための証明書の交付） 
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第二十二条 指定介護予防訪問介護事業者は、法定代理受

領サービスに該当しない指定介護予防訪問介護に係る利

用料の支払を受けた場合は、提供した指定介護予防訪問

介護の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記

載したサービス提供証明書を利用者に対して交付しなけ

ればならない。 

 

 （同居家族に対するサービス提供の禁止） 

第二十三条 指定介護予防訪問介護事業者は、訪問介護員

等に、その同居の家族である利用者に対する介護予防訪

問介護の提供をさせてはならない。 

 

 （利用者に関する市町村への通知） 

第二十四条 指定介護予防訪問介護事業者は、指定介護予

防訪問介護を受けている利用者が規則で定める要件に該

当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村

に通知しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （利用者に関する市町村への通知） 

第四条 条例第二十四条の規則で定める要件は、次のいず

れかに該当することとする。 

一 正当な理由なしに指定介護予防訪問介護の利用に関

する指示に従わないことにより、要支援状態の程度を

増進させたと認められるときまたは要介護状態になっ

たと認められるとき。 

二 偽りその他不正な行為によって保険給付を受け、ま

たは受けようとしたとき。 
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 （緊急時等の対応） 

第二十五条 訪問介護員等は、現に指定介護予防訪問介護

の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた

場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡

を行う等の必要な措置を講じなければならない。 

 

 （管理者およびサービス提供責任者の責務） 

第二十六条 指定介護予防訪問介護事業所の管理者は、当

該指定介護予防訪問介護事業所の従業者および業務の管

理を、一元的に行わなければならない。 

２ 指定介護予防訪問介護事業所の管理者は、当該指定介

護予防訪問介護事業所の従業者にこの章の規定を遵守さ

せるため必要な指揮命令を行うものとする。 

３ サービス提供責任者（第六条第二項に規定するサービ

ス提供責任者をいう。以下この節および次節において同

じ。）は、規則で定める業務を行うものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （サービス提供責任者の業務） 

第五条 条例第二十六条第三項の規則で定める業務は、次

に掲げる業務とする。 

一 指定介護予防訪問介護の利用の申込みに係る調整を

すること。 

二 利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期

的に把握すること。 

三 サービス担当者会議への出席等介護予防支援事業者

等との連携に関すること。 

四 訪問介護員等（サービス提供責任者を除く。以下こ

の条において同じ。）に対し、具体的な援助目標および

援助内容を指示するとともに、利用者の状況について

の情報を伝達すること。 

五 訪問介護員等の業務の実施状況を把握すること。 

六 訪問介護員等の能力や希望を踏まえた業務管理を実

施すること。 
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 （運営規程） 

第二十七条 指定介護予防訪問介護事業者は、指定介護予

防訪問介護事業所ごとに、事業の運営についての重要事

項であって規則で定めるものに関する規程を定めておか

なければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （介護等の総合的な提供） 

第二十八条 指定介護予防訪問介護事業者は、指定介護予

防訪問介護の事業の運営に当たっては、入浴、排せつ、

食事等の介護または調理、洗濯、掃除等の家事（以下こ

の条において「介護等」という。）を常に総合的に提供す

るものとし、介護等のうち特定の支援に偏することがあ

七 訪問介護員等に対する研修、技術指導等を実施する

こと。 

八 その他サービス内容の管理について必要な業務を実

施すること。 

 

 

 （運営規程に定める事項） 

第六条 条例第二十七条の規則で定める重要事項は、次に

掲げる事項とする。 

一 事業の目的および運営の方針 

二 従業者の職種、員数および職務の内容 

三 営業日および営業時間 

四 指定介護予防訪問介護の内容および利用料その他の

費用の額 

五 通常の事業の実施地域 

六 緊急時等における対応方法 

七 その他運営に関する重要事項 
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ってはならない。 

 

 （勤務体制の確保等） 

第二十九条 指定介護予防訪問介護事業者は、利用者に対

し適切な指定介護予防訪問介護を提供できるよう、指定

介護予防訪問介護事業所ごとに、訪問介護員等の勤務の

体制を定めておかなければならない。 

２ 指定介護予防訪問介護事業者は、指定介護予防訪問介

護事業所ごとに、当該指定介護予防訪問介護事業所の訪

問介護員等によって指定介護予防訪問介護を提供しなけ

ればならない。 

３ 指定介護予防訪問介護事業者は、訪問介護員等の資質

の向上のために、その研修の機会を確保しなければなら

ない。 

 

 （衛生管理等） 

第三十条 指定介護予防訪問介護事業者は、訪問介護員等

の清潔の保持および健康状態について、必要な管理を行

わなければならない。 

２ 指定介護予防訪問介護事業者は、指定介護予防訪問介

護事業所の設備および備品等について、衛生的な管理に

努めなければならない。 

 

 （掲示） 

第三十一条 指定介護予防訪問介護事業者は、指定介護予
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防訪問介護事業所の見やすい場所に、第二十七条に規定

する重要事項に関する規程の概要、訪問介護員等の勤務

の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると

認められる重要事項を掲示しなければならない。 

 

 （秘密保持等） 

第三十二条 指定介護予防訪問介護事業所の従業者は、正

当な理由がなく、その業務上知り得た利用者またはその

家族の秘密を漏らしてはならない。 

２ 指定介護予防訪問介護事業者は、当該指定介護予防訪

問介護事業所の従業者であった者が、正当な理由がなく、

その業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を漏ら

すことがないよう、必要な措置を講じなければならない。 

３ 指定介護予防訪問介護事業者は、サービス担当者会議

等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の

同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家

族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければな

らない。 

 

 （広告） 

第三十三条 指定介護予防訪問介護事業者は、指定介護予

防訪問介護事業所について広告をする場合においては、

その内容が虚偽または誇大なものであってはならない。 

 

 （介護予防支援事業者に対する利益供与の禁止） 
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第三十四条 指定介護予防訪問介護事業者は、介護予防支

援事業者またはその従業者に対し、利用者に対して特定

の事業者によるサービスを利用させることの対償とし

て、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。 

 

 （苦情処理） 

第三十五条 指定介護予防訪問介護事業者は、提供した指

定介護予防訪問介護に係る利用者およびその家族からの

苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付け

るための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければ

ならない。 

２ 指定介護予防訪問介護事業者は、前項の苦情を受け付

けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければなら

ない。 

３ 指定介護予防訪問介護事業者は、提供した指定介護予

防訪問介護に関し、法第二十三条の規定により市町村が

行う文書その他の物件の提出もしくは提示の求めまたは

当該市町村の職員からの質問もしくは照会に応じ、およ

び利用者からの苦情に関して市町村が行う調査に協力す

るとともに、市町村から指導または助言を受けた場合に

おいては、当該指導または助言に従って必要な改善を行

わなければならない。 

４ 指定介護予防訪問介護事業者は、市町村からの求めが

あった場合には、前項の改善の内容を市町村に報告しな

ければならない。 
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５ 指定介護予防訪問介護事業者は、提供した指定介護予

防訪問介護に係る利用者からの苦情に関して国民健康保

険団体連合会（国民健康保険法（昭和三十三年法律第百

九十二号）第四十五条第五項に規定する国民健康保険団

体連合会をいう。以下同じ。）が行う法第百七十六条第一

項第三号の調査に協力するとともに、国民健康保険団体

連合会から同号の指導または助言を受けた場合において

は、当該指導または助言に従って必要な改善を行わなけ

ればならない。 

６ 指定介護予防訪問介護事業者は、国民健康保険団体連

合会からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を

国民健康保険団体連合会に報告しなければならない。 

 

 （地域との連携） 

第三十六条 指定介護予防訪問介護事業者は、その事業の

運営に当たっては、提供した指定介護予防訪問介護に関

する利用者からの苦情に関して市町村等が派遣する者が

相談および援助を行う事業その他の市町村が実施する事

業に協力するよう努めなければならない。 

 

 （事故発生時の対応） 

第三十七条 指定介護予防訪問介護事業者は、利用者に対

する指定介護予防訪問介護の提供により事故が発生した

場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る

介護予防支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措
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置を講じなければならない。 

２ 指定介護予防訪問介護事業者は、前項の事故の状況お

よび事故に際して採った処置について記録しなければな

らない。 

３ 指定介護予防訪問介護事業者は、利用者に対する指定

介護予防訪問介護の提供により賠償すべき事故が発生し

た場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。 

 

 （会計の区分） 

第三十八条 指定介護予防訪問介護事業者は、指定介護予

防訪問介護事業所ごとに経理を区分するとともに、指定

介護予防訪問介護の事業の会計とその他の事業の会計を

区分しなければならない。 

 

 （記録の整備） 

第三十九条 指定介護予防訪問介護事業者は、従業者、設

備、備品および会計に関する諸記録を整備しておかなけ

ればならない。 

２ 指定介護予防訪問介護事業者は、利用者に対する指定

介護予防訪問介護の提供に関する次の各号に掲げる記録

を整備し、第一号および第二号の記録についてはその完

結の日から五年間、その他の記録についてはその完結の

日から二年間保存しなければならない。 

一 介護予防訪問介護計画 

二 第二十条第二項に規定する提供した具体的なサービ
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スの内容等の記録 

三 第二十四条に規定する市町村への通知に係る記録 

四 第三十五条第二項に規定する苦情の内容等の記録 

五 第三十七条第二項に規定する事故の状況および事故

に際して採った処置についての記録 

 

第五節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基

準 

 

 （指定介護予防訪問介護の基本取扱方針） 

第四十条 指定介護予防訪問介護は、利用者の介護予防（法

第八条の二第二項に規定する介護予防をいう。以下同

じ。）に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われ

なければならない。 

２ 指定介護予防訪問介護事業者は、自らその提供する指

定介護予防訪問介護の質の評価を行い、常にその改善を

図らなければならない。 

３ 指定介護予防訪問介護事業者は、指定介護予防訪問介

護の提供に当たり、利用者ができる限り要介護状態とな

らないで自立した日常生活を営むことができるよう支援

することを目的とするものであることを常に意識してサ

ービスの提供に当たらなければならない。 

４ 指定介護予防訪問介護事業者は、利用者がその有する

能力を最大限活用することができるような方法によるサ

ービスの提供に努めなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 指定介護予防訪問介護の基本取扱方針 

予防基準条例第４０条にいう指定介護予防訪問

介護の基本取扱方針について、特に留意すべきとこ

ろは、次のとおりである。 

(ｱ) 介護予防訪問介護の提供に当たっては、介護

予防とは、単に高齢者の運動機能や栄養改善とい

った特定の機能の改善だけを目指すものではな

く、これらの心身機能の改善や環境調整等を通じ

て、１人ひとりの高齢者ができる限り要介護状態

にならないで自立した日常生活を営むことがで

きるよう支援することを目的として行われるも

のであることに留意しつつ行うこと。 

(ｲ) 介護予防の十分な効果を高める観点からは、

利用者の主体的な取組が不可欠であることから、

サービスの提供に当たっては、利用者の意欲が高

まるようコミュニケーションの取り方をはじめ、
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５ 指定介護予防訪問介護事業者は、指定介護予防訪問介

護の提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十

分に図ることその他の様々な方法により、利用者が主体

的に事業に参加するよう適切な働きかけに努めなければ

ならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （指定介護予防訪問介護の具体的取扱方針） 

第四十一条 訪問介護員等の行う指定介護予防訪問介護の

方針は、第五条に規定する基本方針および前条に規定す

る基本取扱方針に基づき、規則で定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （指定介護予防訪問介護の具体的取扱方針） 

第七条 条例第四十一条に規定する規則で定める方針は、

次に掲げるとおりとする。 

一 指定介護予防訪問介護の提供に当たっては、主治の

医師または歯科医師からの情報伝達やサービス担当者

会議を通じる等の適切な方法により、利用者の心身の

状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般

の状況の的確な把握を行うものとする。 

二 サービス提供責任者は、前号に規定する利用者の日

様々な工夫をして、適切な働きかけを行うよう努

めること。 

(ｳ) サービスの提供に当たって、利用者ができな

いことを単に補う形でのサービス提供は、かえっ

て利用者の生活機能の低下を引き起こし、サービ

スへの依存を生み出している場合があるとの指

摘を踏まえ、「利用者の自立の可能性を最大限引

き出す支援を行う」ことを基本として、利用者の

できる能力を阻害するような不適切なサービス

提供をしないよう配慮すること。 

(ｴ) 提供された介護予防サービスについては、介

護予防訪問介護計画に定める目標達成の度合い

や利用者およびその家族の満足度等について常

に評価を行うなど、その改善を図らなければなら

ない。 

 

イ 指定介護予防訪問介護の具体的取扱方針 

(ｱ) 予防基準規則第７条第１号および第２号は、

サービス提供責任者は、介護予防訪問介護計画を

作成しなければならないこととしたものである。

介護予防訪問介護計画の作成に当たっては、利用

者の状況を把握・分析し、介護予防訪問介護の提

供によって解決すべき問題状況を明らかにし（ア

セスメント）、これに基づき、支援の方向性や目

標を明確にし、担当する訪問介護員等が提供する
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常生活全般の状況および希望を踏まえて、指定介護予

防訪問介護の目標、当該目標を達成するための具体的

なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記

載した介護予防訪問介護計画を作成するものとする。 

三 介護予防訪問介護計画は、既に介護予防サービス計

画が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って

作成しなければならない。 

四 サービス提供責任者は、介護予防訪問介護計画の作

成に当たっては、その内容について利用者またはその

家族に対して説明し、利用者の同意を得なければなら

ない。 

五 サービス提供責任者は、介護予防訪問介護計画を作

成した際には、当該介護予防訪問介護計画を利用者に

交付しなければならない。 

六 指定介護予防訪問介護の提供に当たっては、介護予

防訪問介護計画に基づき、利用者が日常生活を営むの

に必要な支援を行うものとする。 

七 指定介護予防訪問介護の提供に当たっては、懇切丁

寧に行うことを旨とし、利用者またはその家族に対し、

サービスの提供方法等について、理解しやすいように

説明を行うものとする。 

八 指定介護予防訪問介護の提供に当たっては、介護技

術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービス

の提供を行うものとする。 

九 サービス提供責任者は、介護予防訪問介護計画に基

サービスの具体的内容、所要時間、日程等を明ら

かにするものとする。なお、介護予防訪問介護計

画の様式については、事業所ごとに定めるもので

差し支えない。 

(ｲ) 同条第３号は、介護予防訪問介護計画は、介

護予防サービス計画（法第８条の２第１８項に規

定する介護予防サービス計画をいう。以下同じ。）

に沿って作成されなければならないこととした

ものである。 

なお、介護予防訪問介護計画の作成後に介護予

防サービス計画が作成された場合は、当該介護予

防訪問介護計画が介護予防サービス計画に沿った

ものであるか確認し、必要に応じて変更するもの

とする。 

(ｳ) 同条第４号から第７号は、サービス提供に当

たっての利用者またはその家族に対する説明に

ついて定めたものである。即ち、介護予防訪問介

護計画は、利用者の日常生活全般の状況および希

望を踏まえて作成されなければならないもので

あり、その内容について説明を行った上で利用者

の同意を得ることを義務づけることにより、サー

ビス内容等への利用者の意向の反映の機会を保

障しようとするものである。サービス提供責任者

は、介護予防訪問介護計画の目標や内容等につい

て、利用者またはその家族に、理解しやすい方法
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づくサービスの提供の開始時から、少なくとも一月に

一回は、当該介護予防訪問介護計画に係る利用者の状

態、当該利用者に対するサービスの提供状況等につい

て、当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画

を作成した指定介護予防支援事業者に報告するととも

に、当該介護予防訪問介護計画に記載したサービスの

提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも一回は、

当該介護予防訪問介護計画の実施状況の把握（以下こ

の条において「モニタリング」という。）を行うものと

する。 

十 サービス提供責任者は、モニタリングの結果を記録

し、当該記録を当該サービスの提供に係る介護予防サ

ービス計画を作成した指定介護予防支援事業者に報告

しなければならない。 

十一 サービス提供責任者は、モニタリングの結果を踏

まえ、必要に応じて介護予防訪問介護計画の変更を行

うものとする。 

十二 第一号から第十号までの規定は、前号に規定する

介護予防訪問介護計画の変更について準用する。 

 

 

 

 

 

 

で説明を行うとともに、その実施状況や評価につ

いても説明を行うものとする。 

また、介護予防訪問介護計画を作成した際に

は、遅滞なく利用者に交付しなければならず、当

該介護予防訪問介護計画は、予防基準条例第３９

条第２項の規定に基づき、５年間保存しなければ

ならないこととしている。 

(ｴ) 同条第８号は、指定介護予防訪問介護の提供

に当たっては、介護技術の進歩に対応した適切な

サービスが提供できるよう、常に新しい技術を習

得する等、研鑽を行うべきものであることとした

ものである。 

(ｵ) 同条第９号から第１１号は、事業者に対して

介護予防サービスの提供状況等について介護予

防支援事業者に対する報告の義務づけを行うと

ともに、介護予防訪問介護計画に定める計画期間

終了後の当該計画の実施状況の把握（モニタリン

グ）を義務づけるものである。介護予防支援事業

者に対する実施状況等の報告については、サービ

スが介護予防サービス計画に即して適切に提供

されているかどうか、また、当該計画策定時から

利用者の状態等が大きく異なることとなってい

ないか等を確認するために行うものであり、毎月

行うこととしている。 

また、併せて、事業者は介護予防訪問介護計画
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 （指定介護予防訪問介護の提供に当たっての留意点） 

第四十二条 指定介護予防訪問介護の提供に当たっては、

介護予防の効果を最大限高める観点から、規則で定める

事項に留意しながら行わなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （指定介護予防訪問介護の提供に当たっての留意点） 

第八条 条例第四十二条の規則で定める事項は、次に掲げ

る事項とする。 

一 指定介護予防訪問介護事業者は、サービスの提供に

当たり、介護予防支援におけるアセスメント（指定介

護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予

防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法

に関する基準（平成十八年厚生労働省令第三十七号。

以下「指定介護予防支援等基準」という。）第三十条第

七号に規定するアセスメントをいう。以下同じ。）にお

いて把握された課題、指定介護予防訪問介護の提供に

よる当該課題に係る改善状況等を踏まえつつ、効率的

かつ柔軟なサービス提供に努めること。 

二 指定介護予防訪問介護事業者は、自立支援の観点か

ら、利用者が、可能な限り、自ら家事等を行うことが

できるよう配慮するとともに、利用者の家族、地域の

に定める計画期間が終了するまでに１回はモニ

タリングを行い、利用者の介護予防訪問介護計画

に定める目標の達成状況の把握等を行うことと

しており、当該モニタリングの結果により、解決

すべき課題の変化が認められる場合等について

は、担当する介護予防支援事業者等とも相談の

上、必要に応じて当該介護予防訪問介護計画の変

更を行うこととしたものである。 
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第六節 基準該当介護予防サービスに関する基準 

 

 （訪問介護員等） 

第四十三条 基準該当介護予防サービスに該当する介護予

防訪問介護またはこれに相当するサービス（以下「基準

該当介護予防訪問介護」という。）の事業を行う者（以下

「基準該当介護予防訪問介護事業者」という。）が、当該

事業を行う事業所（以下「基準該当介護予防訪問介護事

業所」という。）ごとに置くべき訪問介護員等（基準該当

介護予防訪問介護の提供に当たる介護福祉士または法第

八条の二第二項に規定する政令で定める者をいう。以下

この節において同じ。）の員数その他の配置の基準は、規

則で定める。 

２ 基準該当介護予防訪問介護事業者は、基準該当介護予

防訪問介護事業所ごとに、訪問介護員等のうち一人以上

の者をサービス提供責任者としなければならない。 

３ 基準該当介護予防訪問介護の事業と基準該当訪問介護

（指定居宅サービス等基準条例第四十三条第一項に規定

する基準該当訪問介護をいう。以下同じ。）の事業とが、

同一の事業者により同一の事業所において一体的に運営

住民による自主的な取組等による支援、他の福祉サー

ビスの利用の可能性についても考慮しなければならな

いこと。 

 

 

 

 

 （基準該当介護予防訪問介護事業所の訪問介護員等の員

数） 

第九条 条例第四十三条第一項に規定する規則で定める基

準は、訪問介護員等の員数が三人以上であることとする。 
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されている場合については、同項および同条第二項に規

定する人員に関する基準を満たすことをもって、前二項

に規定する基準を満たしているものとみなすことができ

る。 

 

 （管理者） 

第四十四条 基準該当介護予防訪問介護事業者は、基準該

当介護予防訪問介護事業所ごとに専らその職務に従事す

る管理者を置かなければならない。ただし、基準該当介

護予防訪問介護事業所の管理上支障がない場合は、当該

基準該当介護予防訪問介護事業所の職務に従事し、また

は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事す

ることができるものとする。 

 

 （設備および備品等） 

第四十五条 基準該当介護予防訪問介護事業所には、事業

の運営を行うために必要な広さの区画を設けるほか、基

準該当介護予防訪問介護の提供に必要な設備および備品

等を備えなければならない。 

２ 基準該当介護予防訪問介護の事業と基準該当訪問介護

の事業とが、同一の事業者により同一の事業所において

一体的に運営されている場合については、指定居宅サー

ビス等基準条例第四十五条第一項に規定する設備に関す

る基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満

たしているものとみなすことができる。 
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 （同居家族に対するサービス提供の制限） 

第四十六条 基準該当介護予防訪問介護事業者は、訪問介

護員等に、その同居の家族である利用者に対する介護予

防訪問介護の提供をさせてはならない。ただし、規則で

定める場合には、この限りでない。 

２ 基準該当介護予防訪問介護事業者は、前項ただし書の

規定に基づき、訪問介護員等にその同居の家族である利

用者に対する基準該当介護予防訪問介護の提供をさせる

場合において、当該利用者の意向や当該利用者に係る規

則で定める介護予防訪問介護計画の実施状況等からみ

て、当該基準該当介護予防訪問介護が適切に提供されて

いないと認めるときは、当該訪問介護員等に対し適切な

指導を行う等の必要な措置を講じなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （同居家族に対するサービス提供の制限） 

第十条 条例第四十六条第一項ただし書の規則で定める場

合は、同居の家族である利用者に対する介護予防訪問介

護が次のいずれにも該当する場合とする。 

一 当該介護予防訪問介護の利用者が、離島、山間のへ

き地その他の地域であって、指定介護予防訪問介護の

みによっては必要な介護予防訪問介護の見込量を確保

することが困難であると市町村が認めるものに住所を

有する場合 

二 当該介護予防訪問介護が、法第五十八条第一項に規

定する指定介護予防支援事業者または法第五十九条第

一項第一号に規定する基準該当介護予防支援の事業を

行う者の作成する介護予防サービス計画に基づいて提

供される場合 

三 当該介護予防訪問介護が、条例第四十三条第二項に

規定するサービス提供責任者の行う具体的な指示に基

づいて提供される場合 

四 当該介護予防訪問介護が、入浴、排せつ、食事等の

介護をその主たる内容とする場合 

五 当該介護予防訪問介護を提供する訪問介護員等の当

該訪問介護に従事する時間の合計時間が、当該訪問介

護員等が介護予防訪問介護に従事する時間の合計時間

のおおむね二分の一を超えない場合 

２ 条例第四十六条第二項の規則で定める介護予防訪問介
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 （準用） 

第四十七条 第一節、第四節（第十六条、第二十一条第一

項、第二十三条、第二十八条ならびに第三十五条第五項

および第六項を除く。）および前節の規定は、基準該当介

護予防訪問介護の事業について準用する。この場合にお

いて、第二十条中「内容、当該指定介護予防訪問介護に

ついて法第五十三条第四項の規定により利用者に代わっ

て支払を受ける介護予防サービス費の額」とあるのは「内

容」と、第二十一条第二項および第二十二条中「法定代

理受領サービスに該当しない指定介護予防訪問介護」と

あるのは「基準該当介護予防訪問介護」と、第二十一条

第三項中「前二項」とあるのは「前項」と、第二十六条

第三項中「第六条第二項」とあるのは「第四十三条第二

項」と読み替えるものとする。 

 

第三章 介護予防訪問入浴介護 

第一節 基本方針 

第四十八条 指定介護予防サービスに該当する介護予防訪

問入浴介護（以下「指定介護予防訪問入浴介護」という。）

の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、

自立した日常生活を営むことができるよう、居宅におけ

る入浴の支援を行うことによって、利用者の身体の清潔

護計画は、第七条第二号に規定する介護予防訪問介護計

画とする。 

 

 （準用） 

第十一条 第三条から第八条までの規定は、基準該当介護

予防訪問介護の事業について準用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三章 介護予防訪問入浴介護 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 介護予防訪問入浴介護 
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の保持、心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生

活機能の維持または向上を目指すものでなければならな

い。 

 

第二節 人員に関する基準 

 

 （従業員） 

第四十九条 指定介護予防訪問入浴介護の事業を行う者

（以下「指定介護予防訪問入浴介護事業者」という。）が

当該事業を行う事業所（以下「指定介護予防訪問入浴介

護事業所」という。）ごとに置くべき指定介護予防訪問入

浴介護の提供に当たる従業者（以下この節から第五節ま

でにおいて「介護予防訪問入浴介護従業者」という。）は、

次のとおりとする。 

一 看護師または准看護師（以下この章において「看護

職員」という。） 

二 介護職員 

２ 前項各号に掲げる介護予防訪問入浴介護従業者の員数

その他の配置の基準は、規則で定める。 

３ 指定介護予防訪問入浴介護事業者が指定訪問入浴介護

事業者（指定居宅サービス等基準条例第四十九条第一項

に規定する指定訪問入浴介護事業者をいう。以下同じ。）

の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防訪問入浴介護

の事業と指定訪問入浴介護（指定居宅サービス等基準条

例第四十八条に規定する指定訪問入浴介護をいう。以下

 

 

 

 

 

 

 （従業者の員数） 

第十二条 条例第四十九条第二項に規定する規則で定める

基準は、員数が次の各号に掲げる介護予防訪問入浴介護

従業者の区分に応じ、当該各号に定める数であることと

する。 

一 看護職員 一以上 

二 介護職員 一以上 

２ 前項の介護予防訪問入浴介護従業者のうち一人以上

は、常勤でなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人員に関する基準（予防基準条例第４９条第１項、第

６０条第１項） 

  訪問入浴介護（基準該当訪問入浴介護も含む。）では、

介護職員を２人以上配置することとなっているが、介護

予防訪問入浴介護（基準該当介護予防訪問入浴介護も含

む。）では、介護職員を１人以上配置することとしている。 
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同じ。）の事業とが同一の事業所において一体的に運営さ

れている場合については、指定居宅サービス等基準条例

第四十九条第一項および第二項に規定する人員に関する

基準を満たすことをもって、前二項に規定する基準を満

たしているものとみなすことができる。 

 

 （管理者） 

第五十条 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護

予防訪問入浴介護事業所ごとに専らその職務に従事する

常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定介

護予防訪問入浴介護事業所の管理上支障がない場合は、

当該指定介護予防訪問入浴介護事業所の他の職務に従事

し、または同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務

に従事することができるものとする。 

 

第三節 設備に関する基準 

 

第五十一条 指定介護予防訪問入浴介護事業所には、事業

の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設

けるほか、指定介護予防訪問入浴介護の提供に必要な浴

槽等の設備および備品等を備えなければならない。 

２ 指定介護予防訪問入浴介護事業者が指定訪問入浴介護

事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防訪問入

浴介護の事業と指定訪問入浴介護の事業とが同一の事業

所において一体的に運営されている場合については、指
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定居宅サービス等基準条例第五十一条第一項に規定する

設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定す

る基準を満たしているものとみなすことができる。 

 

第四節 運営に関する基準 

 

 （利用料等の受領） 

第五十二条 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、法定代

理受領サービスに該当する指定介護予防訪問入浴介護を

提供した際には、その利用者から利用料の一部として、

当該指定介護予防訪問入浴介護に係る介護予防サービス

費用基準額から当該指定介護予防訪問入浴介護事業者に

支払われる介護予防サービス費の額を控除して得た額の

支払を受けるものとする。 

２ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、法定代理受領サ

ービスに該当しない指定介護予防訪問入浴介護を提供し

た際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定

介護予防訪問入浴介護に係る介護予防サービス費用基準

額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければ

ならない。 

３ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、前二項の支払を

受ける額のほか、規則で定める費用の額の支払を利用者

から受けることができる。 

４ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、前項の費用の額

に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用

 

 

 

 

 

 

 （費用） 

第十三条 条例第五十二条第三項の規則で定める費用は、

次に掲げる費用とする。 

一 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地

域の居宅において指定介護予防訪問入浴介護を行う場

合のそれに要する交通費 

二 利用者の選定により提供される特別な浴槽水等に係

る費用 
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者またはその家族に対し、当該サービスの内容および費

用について説明を行い、利用者の同意を得なければなら

ない。 

 

 （緊急時等の対応） 

第五十三条 介護予防訪問入浴介護従業者は、現に指定介

護予防訪問入浴介護の提供を行っているときに利用者に

病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに

主治の医師またはあらかじめ当該指定介護予防訪問入浴

介護事業者が定めた協力医療機関への連絡を行う等の必

要な措置を講じなければならない。 

 

 （管理者の責務） 

第五十四条 指定介護予防訪問入浴介護事業所の管理者

は、指定介護予防訪問入浴介護事業所の従業者の管理お

よび指定介護予防訪問入浴介護の利用の申込みに係る調

整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行う

ものとする。 

２ 指定介護予防訪問入浴介護事業所の管理者は、当該指

定介護予防訪問入浴介護事業所の従業者にこの節および

次節の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うもの

とする。 

 

 （運営規程） 

第五十五条 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （運営規程に定める事項） 

第十四条 条例第五十五条の規則で定める重要事項は、次
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護予防訪問入浴介護事業所ごとに、事業の運営について

の重要事項であって規則で定めるものに関する規程を定

めておかなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （記録の整備） 

第五十六条 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、従業者、

設備、備品および会計に関する諸記録を整備しておかな

ければならない。 

２ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、利用者に対する

指定介護予防訪問入浴介護の提供に関する次の各号に掲

げる記録を整備し、第一号の記録についてはその完結の

日から五年間、その他の記録についてはその完結の日か

ら二年間保存しなければならない。 

一 次条において準用する第二十条第二項に規定する提

供した具体的なサービスの内容等の記録 

二 次条において準用する第二十四条に規定する市町村

への通知に係る記録 

三 次条において準用する第三十五条第二項に規定する

に掲げる事項とする。 

一 事業の目的および運営の方針 

二 従業者の職種、員数および職務の内容 

三 営業日および営業時間 

四 指定介護予防訪問入浴介護の内容および利用料その

他の費用の額 

五 通常の事業の実施地域 

六 サービスの利用に当たっての留意事項 

七 緊急時等における対応方法 

八 その他運営に関する重要事項 
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苦情の内容等の記録 

四 次条において準用する第三十七条第二項に規定する

事故の状況および事故に際して採った処置についての

記録 

 

 （準用） 

第五十七条 第九条から第二十条まで、第二十二条、第二

十四条および第二十九条から第三十八条までの規定は、

指定介護予防訪問入浴介護の事業について準用する。こ

の場合において、これらの規定中「訪問介護員等」とあ

るのは「介護予防訪問入浴介護事業者」と、第九条およ

び第三十一条中「第二十七条」とあるのは「第五十五条」

と、第三十条中「設備および備品等」とあるのは「介護

予防訪問入浴介護に用いる浴槽その他の設備および備品

等」と読み替えるものとする。 

 

第五節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基

準 

 

 （指定介護予防訪問入浴介護の基本取扱方針） 

第五十八条 指定介護予防訪問入浴介護は、利用者の介護

予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われ

なければならない。 

２ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、自らその提供す

る指定介護予防訪問入浴介護の質の評価を行い、常にそ

 

 

 

 

 

 （準用） 

第十五条 第三条および第四条の規定は、指定介護予防訪

問入浴介護の事業について準用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ア 指定介護予防訪問入浴介護の基本取扱方針およ

び具体的取扱方針 

指定介護予防訪問入浴介護の基本取扱方針およ

び具体的取扱方針については、予防基準条例第５８

条、第５９条および予防基準規則第１６条に定める

ところによるほか、次の点に留意するものとする。 



【3段表】指定介護予防サービス.docx 43/242 

条例 規則 解釈通知 

の改善を図らなければならない。 

３ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、指定介護予防訪

問入浴介護の提供に当たり、利用者ができる限り要介護

状態とならないで自立した日常生活を営むことができる

よう支援することを目的とするものであることを常に意

識してサービスの提供に当たらなければならない。 

４ 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、利用者がその有

する能力を最大限活用することができるような方法によ

るサービスの提供に努めることとし、利用者が有する能

力を阻害する等の不適切なサービスの提供を行わないよ

う配慮しなければならない。 

 

 （指定介護予防訪問入浴介護の具体的取扱方針） 

第五十九条 介護予防訪問入浴介護従業者の行う指定介護

予防訪問入浴介護の方針は、第四十八条に規定する基本

方針および前条に規定する基本取扱方針に基づき、規則

で定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （指定介護予防訪問入浴介護の具体的取扱方針） 

第十六条 条例第五十九条に規定する規則で定める方針

は、次に掲げるとおりとする。 

一 指定介護予防訪問入浴介護の提供に当たっては、主

治の医師または歯科医師からの情報伝達やサービス担

当者会議を通じる等の適切な方法により、利用者の心

身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活

全般の状況の的確な把握を行うものとする。 

二 指定介護予防訪問入浴介護の提供に当たっては、懇

切丁寧に行うことを旨とし、利用者またはその家族に

対し、サービスの提供方法等について、理解しやすい

ように説明を行うものとする。 

三 指定介護予防訪問入浴介護の提供に当たっては、介

(ｱ) 指定介護予防訪問入浴介護の提供に当たって

は、１人ひとりの高齢者ができる限り要介護状態

にならないで自立した日常生活を営むことがで

きるよう支援することを目的として行われるも

のであることに留意しつつ、利用者ごとに目標を

設定の上、計画的に行うこと。 

(ｲ) サービスの提供に当たって、利用者ができな

いことを単に補う形でのサービス提供は、かえっ

て利用者の生活機能の低下を引き起こし、サービ

スへの依存を生み出している場合があるとの指

摘を踏まえ、「利用者の自立の可能性を最大限引

き出す支援を行う」ことを基本として、利用者の

できる能力を阻害するような不適切なサービス

提供をしないよう配慮すること。 

(ｳ) 指定介護予防訪問入浴介護の提供に当たって

は、利用者の心身の状況により、訪問時に全身入

浴が困難な場合は、利用者の希望により、「清し

き」または「部分浴（洗髪、陰部、足部等）」を

実施するなど、適切なサービス提供に努めるこ

と。 

(ｴ) 予防基準規則第１６条第２号に定める「サー

ビス提供方法等」とは、入浴方法等の内容、作業

手順、入浴後の留意点などを含むものであるこ

と。 

(ｵ) 同条第４号に定める「サービスの提供の責任
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第六節 基準該当介護予防サービスに関する基準 

 

護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサー

ビスの提供を行うものとする。 

四 指定介護予防訪問入浴介護の提供は、一回の訪問に

つき、看護職員一人および介護職員一人をもって行う

ものとし、これらの者のうち一人を当該サービスの提

供の責任者とする。ただし、利用者の身体の状況が安

定していること等から、入浴により利用者の身体の状

況等に支障を生ずるおそれがないと認められる場合に

おいては、主治の医師の意見を確認した上で、看護職

員に代えて介護職員を充てることができる。 

五 指定介護予防訪問入浴介護の提供に当たっては、サ

ービス提供に用いる設備、器具その他の用品の使用に

際して安全および清潔の保持に留意し、特に利用者の

身体に接触する設備、器具その他の用品については、

サービス提供ごとに消毒したものを使用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

者」については、入浴介護に関する知識や技術を

有した者であって、衛生管理や入浴サービスの提

供に当たって他の従業者に対し作業手順など適

切な指導を行うとともに、利用者が安心してサー

ビス提供を受けられるように配慮すること。ま

た、同号に定める「主治の医師の意見の確認」に

ついては、利用者または利用者の承認を得て当該

事業者が、利用者の主治医に確認することとし、

併せて、次に確認すべき時期についても確認して

おくこと。 

(ｶ) 同条第５号に定める「サービスの提供に用い

る設備、器具その他の用品」の安全衛生について

は、特に次の点について留意すること。 

ａ 浴槽など利用者の身体に直に接触する設

備・器具類は、利用者１人ごとに消毒した清潔

なものを使用し、使用後に洗浄および消毒を行

うこと。また、保管に当たっても、清潔保持に

留意すること。 

ｂ 皮膚に直に接するタオル等については、利用

者１人ごとに取り替えるか個人専用のものを

使用する等、安全清潔なものを使用すること。 

ｃ 消毒方法等についてマニュアルを作成する

など、当該従業者に周知させること。 
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 （従業者） 

第六十条 基準該当介護予防サービスに該当する介護予防

訪問入浴介護またはこれに相当するサービス（以下「基

準該当介護予防訪問入浴介護」という。）の事業を行う者

（以下「基準該当介護予防訪問入浴介護事業者」という。）

が、当該事業を行う事業所（以下「基準該当介護予防訪

問入浴介護事業所」という。）ごとに置くべき基準該当介

護予防訪問入浴介護の提供に当たる従業者（以下この節

において「介護予防訪問入浴介護従業者」という。）は、

次のとおりとする。 

一 看護職員 

二 介護職員 

２ 前項各号に掲げる介護予防訪問入浴介護従業者の員数

その他の配置の基準は、規則で定める。 

３ 基準該当介護予防訪問入浴介護の事業と基準該当訪問

入浴介護（指定居宅サービス等基準条例第六十条第一項

に規定する基準該当訪問入浴介護をいう。以下同じ。）の

事業とが、同一の事業者により同一の事業所において一

体的に運営されている場合については、同項に規定する

人員に関する基準を満たすことをもって、前項に規定す

る基準を満たしているものとみなすことができる。 

 

 （管理者） 

第六十一条 基準該当介護予防訪問入浴介護事業者は、基

準該当介護予防訪問入浴介護事業所ごとに専らその職務

 （基準該当介護予防訪問入浴介護事業所の従業者の員数） 

第十七条 条例第六十条第二項に規定する規則で定める基

準は、員数が次の各号に掲げる介護予防訪問入浴介護従

業者の区分に応じ、当該各号に定める数であることとす

る。 

一 看護職員 一以上 

二 介護職員 一以上 
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に従事する管理者を置かなければならない。ただし、基

準該当介護予防訪問入浴介護事業所の管理上支障がない

場合は、当該基準該当介護予防訪問入浴介護事業所の他

の職務に従事し、または同一敷地内にある他の事業所、

施設等の職務に従事することができるものとする。 

 

 （設備および備品等） 

第六十二条 基準該当介護予防訪問入浴介護事業所には、

事業の運営を行うために必要な広さの区画を設けるほ

か、基準該当介護予防訪問入浴介護の提供に必要な浴槽

等の設備および備品等を備えなければならない。 

２ 基準該当介護予防訪問入浴介護の事業と基準該当訪問

入浴介護の事業とが同一の事業者により同一の事業所に

おいて一体的に運営される場合については、指定居宅サ

ービス等基準条例第六十二条第一項に規定する設備に関

する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を

満たしているものとみなすことができる。 

 

 （準用） 

第六十三条 第九条から第十五条まで、第十七条から第二

十条まで、第二十二条、第二十四条、第二十九条から第

三十四条まで、第三十五条（第五項および第六項を除く。）

および第三十六条から第三十八条までならびに第一節、

第四節（第五十二条第一項および第五十七条を除く。）お

よび前節の規定は、基準該当介護予防訪問入浴介護の事

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （準用） 

第十八条 第三条、第四条、第十三条、第十四条および第

十六条の規定は、基準該当介護予防訪問入浴介護の事業

について準用する。 
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業について準用する。この場合において、これらの規定

中「訪問介護員等」とあるのは「介護予防訪問入浴介護

従業者」と、第九条および第三十一条中「第二十七条」

とあるのは「第六十三条において準用する第五十五条」

と、第二十条中「内容、当該指定介護予防訪問介護につ

いて法第五十三条第四項の規定により利用者に代わって

支払を受ける介護予防サービス費の額」とあるのは「内

容」と、第二十二条中「法定代理受領サービスに該当し

ない指定介護予防訪問介護」とあるのは「基準該当介護

予防訪問介護」と、第三十条中「設備および備品等」と

あるのは「基準該当介護予防訪問入浴介護に用いる浴槽

その他の設備および備品等」と、第五十二条第二項中「法

定代理受領サービスに該当しない指定介護予防訪問入浴

介護」とあるのは「基準該当訪問入浴介護」と、同条第

三項中「前二項」とあるのは「前項」と読み替えるもの

とする。 

 

第四章 介護予防訪問看護 

第一節 基本方針 

 

第六十四条 指定介護予防サービスに該当する介護予防訪

問看護（以下「指定介護予防訪問看護」という。）の事業

は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立し

た日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支

援するとともに、利用者の心身の機能の維持回復を図り、

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四章 介護予防訪問看護 
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もって利用者の生活機能の維持または向上を目指すもの

でなければならない。 

 

第二節 人員に関する基準 

 

 （看護師等） 

第六十五条 指定介護予防訪問看護の事業を行う者（以下

「指定介護予防訪問看護事業者」という。）が当該事業を

行う事業所（以下「指定介護予防訪問看護事業所」とい

う。）ごとに置くべき看護師その他の指定介護予防訪問看

護の提供に当たる従業者（以下「看護師等」という。）は、

次の各号に掲げる指定介護予防訪問看護事業所の種類の

区分に応じ、当該各号に定める看護師等とする。 

一 病院または診療所以外の指定介護予防訪問看護事業

所（以下「指定介護予防訪問看護ステーション」とい

う。）  

イ 保健師、看護師または准看護師（以下この条にお

いて「看護職員」という。） 

ロ 理学療法士、作業療法士または言語聴覚士 

二 病院または診療所である指定介護予防訪問看護事業

所（以下「指定介護予防訪問看護を担当する医療機関」

という。） 看護職員 

２ 前項各号に掲げる看護師等の員数その他の配置の基準

は、規則で定める。 

３ 指定介護予防訪問看護事業者が指定訪問看護事業者

 

 

 

 

 

 （看護師等の員数） 

第十九条 条例第六十五条第二項に規定する規則で定める

基準は、員数が次の各号に掲げる看護師等の区分に応じ、

当該各号に定める数であることとする。 

一 指定介護予防訪問看護ステーションの看護師等 

イ 看護職員 常勤換算方法で、二・五以上 

ロ 理学療法士、作業療法士または言語聴覚士 指定

介護予防訪問看護ステーションの実情に応じた適

当数 

二 指定介護予防訪問看護を担当する医療機関の看護職

員 指定介護予防訪問看護の提供に当たるための適当

数 

２ 前項第一号イの看護職員のうち一名は、常勤でなけれ

ばならない。 
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（指定居宅サービス等基準条例第六十五条第一項に規定

する指定訪問看護事業者をいう。以下同じ。）の指定を併

せて受け、かつ、指定介護予防訪問看護の事業と指定訪

問看護（指定居宅サービス等基準条例第六十四条に規定

する指定訪問看護をいう。以下同じ。）の事業とが同一の

事業所において一体的に運営されている場合について

は、指定居宅サービス等基準条例第六十五条第一項およ

び第二項に規定する人員に関する基準を満たすことをも

って、前二項に規定する基準を満たしているものとみな

すことができる。 

 

 （管理者） 

第六十六条 指定介護予防訪問看護事業者は、指定介護予

防訪問看護ステーションごとに専らその職務に従事する

常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定介

護予防訪問看護ステーションの管理上支障がない場合

は、当該指定介護予防訪問看護ステーションの他の職務

に従事し、または同一敷地内にある他の事業所、施設等

の職務に従事することができるものとする。 

２ 指定介護予防訪問看護ステーションの管理者は、保健

師または看護師でなければならない。ただし、やむを得

ない理由がある場合は、この限りでない。 

３ 指定介護予防訪問看護ステーションの管理者は、適切

な指定介護予防訪問看護を行うために必要な知識および

技能を有する者でなければならない。 
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第三節 設備に関する基準 

 

第六十七条 指定介護予防訪問看護ステーションには、事

業の運営を行うために必要な広さを有する専用の事務室

を設けるほか、指定介護予防訪問看護の提供に必要な設

備および備品等を備えなければならない。ただし、当該

指定介護予防訪問看護ステーションの同一敷地内に他の

事業所、施設等がある場合は、事業の運営を行うために

必要な広さを有する専用の区画を設けることで足りるも

のとする。 

２ 指定介護予防訪問看護を担当する医療機関は、事業の

運営を行うために必要な広さを有する専用の指定介護予

防訪問看護の事業の用に供する区画を確保するととも

に、指定介護予防訪問看護の提供に必要な設備および備

品等を備えなければならない。 

３ 指定介護予防訪問看護事業者が指定訪問看護事業者の

指定を併せて受け、かつ、指定介護予防訪問看護の事業

と指定訪問看護の事業とが同一の事業所において一体的

に運営されている場合については、指定居宅サービス等

基準条例第六十七条第一項または第二項に規定する設備

に関する基準を満たすことをもって、前二項に規定する

基準を満たしているものとみなすことができる。 

 

第四節 運営に関する基準 
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 （サービス提供困難時の対応） 

第六十八条 指定介護予防訪問看護事業者は、利用申込者

の病状、当該指定介護予防訪問看護事業所の通常の事業

の実施地域等を勘案し、自ら適切な指定介護予防訪問看

護を提供することが困難であると認めた場合は、主治の

医師および介護予防支援事業者への連絡を行い、適当な

他の指定介護予防訪問看護事業者等を紹介する等の必要

な措置を速やかに講じなければならない。 

 

 （介護予防支援事業者等との連携） 

第六十九条 指定介護予防訪問看護事業者は、指定介護予

防訪問看護を提供するに当たっては、介護予防支援事業

者その他保健医療サービスまたは福祉サービスを提供す

る者との密接な連携に努めなければならない。 

２ 指定介護予防訪問看護事業者は、指定介護予防訪問看

護の提供の終了に際しては、利用者またはその家族に対

して適切な指導を行うとともに、主治の医師および介護

予防支援事業者に対する情報の提供ならびに保健医療サ

ービスまたは福祉サービスを提供する者との密接な連携

に努めなければならない。 

 

 （利用料等の受領） 

第七十条 指定介護予防訪問看護事業者は、法定代理受領

サービスに該当する指定介護予防訪問看護を提供した際
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には、その利用者から利用料の一部として、当該指定介

護予防訪問看護に係る介護予防サービス費用基準額から

当該指定介護予防訪問看護事業者に支払われる介護予防

サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものと

する。 

２ 指定介護予防訪問看護事業者は、法定代理受領サービ

スに該当しない指定介護予防訪問看護を提供した際にそ

の利用者から支払を受ける利用料の額および指定介護予

防訪問看護に係る介護予防サービス費用基準額と、健康

保険法（大正十一年法律第七十号）第六十三条第一項に

規定する療養の給付もしくは同法第八十八条第一項に規

定する指定訪問看護または高齢者の医療の確保に関する

法律（昭和五十七年法律第八十号）第六十四条第一項に

規定する療養の給付もしくは同法第七十八条第一項に規

定する指定訪問看護のうち指定介護予防訪問看護に相当

するものに要する費用の額との間に、不合理な差額が生

じないようにしなければならない。 

３ 指定介護予防訪問看護事業者は、前二項の支払を受け

る額のほか、利用者の選定により通常の事業の実施地域

以外の地域の居宅において指定介護予防訪問看護を行う

場合は、それに要した交通費の額の支払を利用者から受

けることができる。 

４ 指定介護予防訪問看護事業者は、前項の費用の額に係

るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者ま

たはその家族に対し、当該サービスの内容および費用に

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【3段表】指定介護予防サービス.docx 53/242 

条例 規則 解釈通知 

ついて説明を行い、利用者の同意を得なければならない。 

 

 （同居家族に対するサービス提供の禁止） 

第七十一条 指定介護予防訪問看護事業者は、看護師等に

その同居の家族である利用者に対する指定介護予防訪問

看護の提供をさせてはならない。 

 

 （緊急時等の対応） 

第七十二条 看護師等は、現に指定介護予防訪問看護の提

供を行っているときに利用者に病状の急変等が生じた場

合には、必要に応じて臨時応急の手当を行うとともに、

速やかに主治の医師への連絡を行い指示を求める等の必

要な措置を講じなければならない。 

 

 （運営規程） 

第七十三条 指定介護予防訪問看護事業者は、指定介護予

防訪問看護事業所ごとに、事業の運営についての重要事

項であって規則で定めるものに関する規程を定めておか

なければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （運営規程に定める事項） 

第二十条 条例第七十三条の規則で定める重要事項は、次

に掲げる事項とする。 

一 事業の目的および運営の方針 

二 従業者の職種、員数および職務の内容 

三 営業日および営業時間 

四 指定介護予防訪問看護の内容および利用料その他の

費用の額 

五 通常の事業の実施地域 

六 緊急時等における対応方法 

七 その他運営に関する重要事項 
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 （記録の整備） 

第七十四条 指定介護予防訪問看護事業者は、従業者、設

備、備品および会計に関する諸記録を整備しておかなけ

ればならない。 

２ 指定介護予防訪問看護事業者は、利用者に対する指定

介護予防訪問看護の提供に関する次の各号に掲げる記録

を整備し、第一号から第四号までの記録についてはその

完結の日から五年間、その他の記録についてはその完結

の日から二年間保存しなければならない。 

一 第七十八条第二項に規定する主治の医師による指示

の文書 

二 介護予防訪問看護計画書 

三 介護予防訪問看護報告書 

四 次条において準用する第二十条第二項に規定する提

供した具体的なサービスの内容等の記録 

五 次条において準用する第二十四条に規定する市町村

への通知に係る記録 

六 次条において準用する第三十五条第二項に規定する

苦情の内容等の記録 

七 次条において準用する第三十七条第二項に規定する

事故の状況および事故に際して採った処置についての

記録 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【3段表】指定介護予防サービス.docx 55/242 

条例 規則 解釈通知 

 

 （準用） 

第七十五条 第九条、第十条、第十二条から第十四条まで、

第十六条から第二十条まで、第二十二条、第二十四条、

第二十九条から第三十八条までおよび第五十四条の規定

は、指定介護予防訪問看護の事業について準用する。こ

の場合において、これらの規定中「訪問介護員等」とあ

るのは「看護師等」と、第九条および第三十一条中「第

二十七条」とあるのは「第七十三条」と、第十四条中「心

身の状況」とあるのは「心身の状況、病歴」と読み替え

るものとする。 

 

第五節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基

準 

 

 （指定介護予防訪問看護の基本取扱方針） 

第七十六条 指定介護予防訪問看護は、利用者の介護予防

に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなけ

ればならない。 

２ 指定介護予防訪問看護事業者は、自らその提供する指

定介護予防訪問看護の質の評価を行い、常にその改善を

図らなければならない。 

３ 指定介護予防訪問看護事業者は、指定介護予防訪問看

護の提供に当たり、利用者ができる限り要介護状態とな

らないで自立した日常生活を営むことができるよう支援

 

 （準用） 

第二十一条 第三条および第四条の規定は、指定介護予防

訪問看護の事業について準用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ア 指定介護予防訪問看護の基本取扱方針 

予防基準条例第７６条にいう指定介護予防訪問

看護の基本取扱方針について、特に留意すべきとこ

ろは、次のとおりである。 

(ｱ) 指定介護予防訪問看護は、利用者の心身の状

態を踏まえて、妥当適切に行うとともにその生活

の質の確保を図るよう、主治医との密接な連携の

もとに介護予防訪問看護計画に沿って行うもの

としたものである。 

(ｲ) 介護予防訪問看護計画の作成に当たっては、
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することを目的とするものであることを常に意識してサ

ービスの提供に当たらなければならない。 

４ 指定介護予防訪問看護事業者は、利用者がその有する

能力を最大限活用することができるような方法によるサ

ービスの提供に努めなければならない。 

５ 指定介護予防訪問看護事業者は、指定介護予防訪問看

護の提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十

分に図ることその他の様々な方法により、利用者がその

有する能力を最大限活用することができるよう適切な働

きかけに努めなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１人ひとりの高齢者ができる限り要介護状態に

ならないで自立した日常生活を営むことができ

るよう支援することを目的として行われるもの

であることに留意すること。 

(ｳ) 利用者の健康状態と経過、看護の目標や内容、

具体的な方法その他療養上必要な事項について

利用者および家族に理解しやすいよう指導また

は説明を行うこと。また、介護予防の十分な効果

を高める観点からは、利用者の主体的な取組が不

可欠であることから、サービスの提供に当たって

は、利用者の意欲が高まるようコミュニケーショ

ンの取り方をはじめ、様々な工夫をして、適切な

働きかけを行うよう努めること。 

(ｴ) サービスの提供に当たって、利用者ができな

いことを単に補う形でのサービス提供は、かえっ

て利用者の生活機能の低下を引き起こし、サービ

スへの依存を生み出している場合があるとの指

摘を踏まえ、「利用者の自立の可能性を最大限引

き出す支援を行う」ことを基本として、利用者の

できる能力を阻害するような不適切なサービス

提供をしないよう配慮すること。 

(ｵ) 提供された介護予防サービスについては、介

護予防訪問看護計画に定める目標達成の度合い

や利用者およびその家族の満足度等について常

に評価を行うなど、その改善を図らなければなら
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 （指定介護予防訪問看護の具体的取扱方針） 

第七十七条 看護師等の行う指定介護予防訪問看護の方針

は、第六十四条に規定する基本方針および前条に規定す

る基本取扱方針に基づき、規則で定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （指定介護予防訪問看護の具体的取扱方針） 

第二十二条 条例第七十七条に規定する規則で定める方針

は、次に掲げるとおりとする。 

一 指定介護予防訪問看護の提供に当たっては、主治の

医師または歯科医師からの情報伝達やサービス担当者

会議を通じる等の適切な方法により、利用者の病状、

心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生

活全般の状況の的確な把握を行うものとする。 

二 看護師等（准看護師を除く。以下この条において同

じ。）は、前号に規定する利用者の日常生活全般の状況

および希望を踏まえて、指定介護予防訪問看護の目標、

当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、

サービスの提供を行う期間等を記載した介護予防訪問

看護計画書を作成し、主治の医師に提出しなければな

らない。 

三 介護予防訪問看護計画書は、既に介護予防サービス

計画が作成されている場合は、当該計画の内容に沿っ

て作成しなければならない。 

四 看護師等は、介護予防訪問看護計画書の作成に当た

っては、その主要な事項について利用者またはその家

族に対して説明し、利用者の同意を得なければならな

い。 

五 看護師等は、介護予防訪問看護計画書を作成した際

ない。 

 

 イ 指定介護予防訪問看護の具体的取扱方針 

(ｱ) 予防基準規則第２２条第１号から第３号は、

看護師等は、介護予防訪問看護計画を作成し、主

治医に提出しなければならないこととしたもの

である。介護予防訪問看護計画の作成に当たって

は、主治医または主治の歯科医師からの情報伝達

やサービス担当者会議を通じる等の適切な方法

により、利用者の病状、心身の状況、置かれてい

る環境等を把握・分析し、介護予防訪問看護の提

供によって解決すべき問題状況を明らかにした

上で（アセスメント）、これに基づき、支援の方

向性や目標を明確にし、提供するサービスの具体

的内容、期間等を明らかにするものとする。なお、

既に介護予防サービス計画が作成されている場

合には、当該計画に沿って介護予防訪問看護の計

画を立案する。 

(ｲ) 同条第４号から第７号は、サービス提供に当

たっての利用者またはその家族に対する説明に

ついて定めたものである。即ち、介護予防訪問看

護計画は、利用者の日常生活全般の状況および希

望を踏まえて作成されなければならないもので

あり、その内容について説明を行った上で利用者

の同意を得ることを義務づけることにより、サー



【3段表】指定介護予防サービス.docx 58/242 

条例 規則 解釈通知 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

には、当該介護予防訪問看護計画書を利用者に交付し

なければならない。 

六 指定介護予防訪問看護の提供に当たっては、主治の

医師との密接な連携および第二号に規定する介護予防

訪問看護計画書に基づき、利用者の心身の機能の維持

回復を図るよう妥当適切に行うものとする。 

七 指定介護予防訪問看護の提供に当たっては、懇切丁

寧に行うことを旨とし、利用者またはその家族に対し、

療養上必要な事項について、理解しやすいように指導

または説明を行うものとする。 

八 指定介護予防訪問看護の提供に当たっては、医学の

進歩に対応し、適切な看護技術をもってサービスの提

供を行うものとする。 

九 特殊な看護等については、これを行ってはならない。 

十 看護師等は、介護予防訪問看護計画書に基づくサー

ビスの提供の開始時から、当該介護予防訪問看護計画

書に記載したサービスの提供を行う期間が終了するま

でに、少なくとも一回は、当該介護予防訪問看護計画

書の実施状況の把握（以下この条において「モニタリ

ング」という。）を行うものとする。 

十一 看護師等は、モニタリングの結果も踏まえつつ、

訪問日、提供した看護内容等を記載した介護予防訪問

看護報告書を作成し、当該報告書の内容について、当

該指定介護予防支援事業者に報告するとともに、当該

報告書について主治の医師に定期的に提出しなければ

ビス内容等への利用者の意向の反映の機会を保

障しようとするものである。看護師等は、介護予

防訪問看護計画の目標や内容等について、利用者

またはその家族に、理解しやすい方法で説明を行

うとともに、その実施状況や評価についても説明

を行うものとする。 

また、介護予防訪問看護計画を作成した際に

は、遅滞なく利用者に交付しなければならなら

ず、当該介護予防訪問看護計画は、予防基準条例

第７４条第２項の規定に基づき、５年間保存しな

ければならないこととしている。 

(ｳ) 同条第８号および第９号は、指定介護予防訪

問看護の提供に当たっては、医学の進歩に沿った

適切な看護技術をもって対応できるよう、新しい

看護技術の習得等、研鑽を積むことを定めたもの

である。また、第９号においては、医学の立場を

堅持し、広く一般に認められていない看護等につ

いては行ってはならないこととしている。 

(ｴ) 同条第１０号から第１３号は、介護予防訪問

看護計画に定める計画期間終了後の当該計画の

実施状況の把握（モニタリング）、当該モニタリ

ングの結果も踏まえた介護予防訪問看護報告書

の作成、当該報告書の内容の担当する介護予防支

援事業者への報告および主治医への定期的な提

出を義務づけたものである。 
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ならない。 

十二 指定介護予防訪問看護事業所の管理者は、介護予

防訪問看護計画書および介護予防訪問看護報告書の作

成に関し、必要な指導および管理を行わなければなら

ない。 

十三 看護師等は、モニタリングの結果を踏まえ、必要

に応じて介護予防訪問看護計画書の変更を行い、変更

後の当該計画を主治の医師に提出しなければならな

い。 

十四 第一号から第十二号までの規定は、前号に規定す

る介護予防訪問看護計画書の変更について準用する。 

十五 当該指定介護予防訪問看護事業所が指定介護予防

訪問看護を担当する医療機関である場合にあっては、

第二号から第六号までおよび第十号から第十四号まで

の規定にかかわらず、介護予防訪問看護計画書および

介護予防訪問看護報告書の作成および提出は、診療録

その他の診療に関する記録（以下「診療記録」という。）

への記載をもって代えることができる。 

 

 

 

 

 

 

 

看護師等は、介護予防訪問看護報告書に、訪問

を行った日、提供した看護内容、介護予防訪問看

護計画書に定めた目標に照らしたサービス提供

結果等を記載する。なお、当該報告書は、訪問の

都度記載する記録とは異なり、主治医に定期的に

提出するものをいい、当該報告書の記載と先に主

治医に提出した介護予防訪問看護計画書（当該計

画書を予防基準規則第２２条第１５号において

診療記録の記載をもって代えた場合を含む。）の

記載において重複する箇所がある場合は、当該報

告書における重複箇所の記載を省略しても差し

支えないこととする。 

看護師等は、介護予防訪問看護報告書に記載す

る内容について、担当する介護予防支援事業者に

報告するとともに、当該報告書自体は、主治医に

提出するものとする。 

なお、管理者にあっては、介護予防訪問看護計

画に沿った実施状況を把握し、計画書および報告

書に関し、助言、指導等必要な管理を行わなけれ

ばならない。 

(ｵ) 同条第１５号は、指定介護予防訪問看護事業

所が保険医療機関である場合は、主治医への介護

予防訪問看護計画書の提出は、診療記録への記載

をもって代えることができることとしたもので

あり、「訪問看護計画書および訪問看護報告書等
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 （主治の医師との関係） 

第七十八条 指定介護予防訪問看護事業所の管理者は、主

治の医師の指示に基づき適切な指定介護予防訪問看護が

行われるよう必要な管理をしなければならない。 

２ 指定介護予防訪問看護事業者は、指定介護予防訪問看

護の提供の開始に際し、主治の医師による指示を文書で

受けなければならない。 

３ 指定介護予防訪問看護事業者は、指定介護予防訪問看

護の提供に当たって主治の医師との密接な連携を図らな

ければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （主治の医師の文書による指示） 

第二十三条 前条第十五号の規定は、条例第七十八条第二

項に規定する主治の医師の文書による指示について準用

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の取扱いについて」（平成１２年３月３０日老企

第５５号）に定める訪問看護計画書を参考に事業

所ごとに定めるもので差し支えない。 

 

ウ 主治医との関係 

(ｱ) 指定介護予防訪問看護事業所の管理者は、指

示書に基づき指定介護予防訪問看護が行われる

よう、主治医との連絡調整、指定介護予防訪問看

護の提供を担当する看護師等の監督等必要な管

理を行わなければならない。なお、主治医とは、

利用申込者の選定により加療している医師をい

い、主治医以外の複数の医師から指示書の交付を

受けることはできないものである。 

(ｲ) 予防基準条例第７８条第２項は、指定介護予

防訪問看護の利用対象者は、その主治医が指定介

護予防訪問看護の必要性を認めたものに限られ

るものであることを踏まえ、指定介護予防訪問看

護事業者は、指定介護予防訪問看護の提供の開始

に際しては、利用者の主治医が発行する介護予防

訪問看護指示の文書（以下「指示書」という。）

の交付を受けなければならないこととしたもの

である。 

(ｳ) 介護予防訪問看護の実施に当たっては、特に

医療施設内の場合と異なり、看護師等が単独で行

うことに十分留意するとともに慎重な状況判断
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第五章 介護予防訪問リハビリテーション 

第一節 基本方針 

 

第七十九条 指定介護予防サービスに該当する介護予防訪

問リハビリテーション（以下「指定介護予防訪問リハビ

リテーション」という。）の事業は、その利用者が可能な

限りその居宅において、自立した日常生活を営むことが

できるよう、利用者の居宅において、理学療法、作業療

法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、

利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生

活機能の維持または向上を目指すものでなければならな

い。 

 

第二節 人員に関する基準 

 

第八十条 指定介護予防訪問リハビリテーションの事業を

行う者（以下「指定介護予防訪問リハビリテーション事

業者」という。）は、当該事業を行う事業所（以下「指定

介護予防訪問リハビリテーション事業所」という。）ごと

に、指定介護予防訪問リハビリテーションの提供に当た

る理学療法士、作業療法士または言語聴覚士（以下この

章において「理学療法士、作業療法士または言語聴覚士」

 

 

 

第五章 介護予防訪問リハビリテーション 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

等が要求されることを踏まえ、主治医との密接か

つ適切な連携を図ること。 
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という。）を置かなければならない。 

２ 指定介護予防訪問リハビリテーション事業者が指定訪

問リハビリテーション事業者（指定居宅サービス等基準

条例第八十一条第一項に規定する指定訪問リハビリテー

ション事業者をいう。以下同じ。）の指定を併せて受け、

かつ、指定介護予防訪問リハビリテーションの事業と指

定訪問リハビリテーション（指定居宅サービス等基準条

例第八十条に規定する指定訪問リハビリテーションをい

う。以下同じ。）の事業とが同一の事業所において一体的

に運営されている場合については、同項に規定する人員

に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基

準を満たしているものとみなすことができる。 

 

 

第三節 設備に関する基準 

 

第八十一条 指定介護予防訪問リハビリテーション事業所

は、病院、診療所または介護老人保健施設であって、事

業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を

設けているとともに、指定介護予防訪問リハビリテーシ

ョンの提供に必要な設備および備品等を備えているもの

でなければならない。 

２ 指定介護予防訪問リハビリテーション事業者が指定訪

問リハビリテーション事業者の指定を併せて受け、かつ、

指定介護予防訪問リハビリテーションの事業と指定訪問
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リハビリテーションの事業とが同一の事業所において一

体的に運営されている場合については、指定居宅サービ

ス等基準条例第八十二条第一項に規定する設備に関する

基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満た

しているものとみなすことができる。 

 

第四節 運営に関する基準 

 

 （利用料等の受領） 

第八十二条 指定介護予防訪問リハビリテーション事業者

は、法定代理受領サービスに該当する指定介護予防訪問

リハビリテーションを提供した際には、その利用者から

利用料の一部として、当該指定介護予防訪問リハビリテ

ーションに係る介護予防サービス費用基準額から当該指

定介護予防訪問リハビリテーション事業者に支払われる

介護予防サービス費の額を控除して得た額の支払を受け

るものとする。 

２ 指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は、法定

代理受領サービスに該当しない指定介護予防訪問リハビ

リテーションを提供した際にその利用者から支払を受け

る利用料の額および指定介護予防訪問リハビリテーショ

ンに係る介護予防サービス費用基準額と、健康保険法第

六十三条第一項または高齢者の医療の確保に関する法律

第六十四条第一項に規定する療養の給付のうち指定介護

予防訪問リハビリテーションに相当するものに要する費
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用の額との間に、不合理な差額が生じないようにしなけ

ればならない。 

３ 指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は、前二

項の支払を受ける額のほか、利用者の選定により通常の

事業の実施地域以外の地域の居宅において指定介護予防

訪問リハビリテーションを行う場合は、それに要した交

通費の額の支払を利用者から受けることができる。 

４ 指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は、前項

の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらか

じめ、利用者またはその家族に対し、当該サービスの内

容および費用について説明を行い、利用者の同意を得な

ければならない。 

 

 （運営規程） 

第八十三条 指定介護予防訪問リハビリテーション事業者

は、事業所ごとに、運営についての重要事項であって規

則で定めるものに関する規程を定めておかなければなら

ない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （運営規程に定める事項） 

第二十四条 条例第八十三条の規則で定める重要事項は、

次に掲げる事項とする。 

一 事業の目的および運営の方針 

二 従業者の職種、員数および職務の内容 

三 営業日および営業時間 

四 指定介護予防訪問リハビリテーションの利用料およ

びその他の費用の額 

五 通常の事業の実施地域 

六 その他運営に関する重要事項 
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 （記録の整備） 

第八十四条 指定介護予防訪問リハビリテーション事業者

は、従業者、設備、備品および会計に関する諸記録を整

備しておかなければならない。 

２ 指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は、利用

者に対する指定介護予防訪問リハビリテーションの提供

に関する次の各号に掲げる記録を整備し、第一号および

第二号の記録についてはその完結の日から五年間、その

他の記録についてはその完結の日から二年間保存しなけ

ればならない。 

一 介護予防訪問リハビリテーション計画 

二 次条において準用する第二十条第二項に規定する提

供した具体的なサービスの内容等の記録 

三 次条において準用する第二十四条に規定する市町村

への通知に係る記録 

四 次条において準用する第三十五条第二項に規定する

苦情の内容等の記録 

五 次条において準用する第三十七条第二項に規定する

事故の状況および事故に際して採った処置についての

記録 

 

 （準用） 

第八十五条 第九条から第十四条まで、第十六条から第二

十条まで、第二十二条、第二十四条、第二十九条から第

三十二条まで、第三十四条から第三十八条まで、第五十

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （準用） 

第二十五条 第三条および第四条の規定は、指定介護予防

訪問リハビリテーションの事業について準用する。 
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四条および第六十九条の規定は、指定介護予防訪問リハ

ビリテーションの事業について準用する。この場合にお

いて、これらの規定中「訪問介護員等」とあるのは「理

学療法士、作業療法士または言語聴覚士」と、第九条お

よび第三十一条中「第二十七条」とあるのは「第八十三

条」と、第十四条中「心身の状況」とあるのは「心身の

状況、病歴」と読み替えるものとする。 

 

第五節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基

準 

 

 （指定介護予防訪問リハビリテーションの基本取扱方針） 

第八十六条 指定介護予防訪問リハビリテーションは、利

用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画

的に行われなければならない。 

２ 指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は、自ら

その提供する指定介護予防訪問リハビリテーションの質

の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。 

３ 指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は、指定

介護予防訪問リハビリテーションの提供に当たり、利用

者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生

活を営むことができるよう支援することを目的とするも

のであることを常に意識してサービスの提供に当たらな

ければならない。 

４ 指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は、利用

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 指定介護予防訪問リハビリテーションの基本取

扱方針 

予防基準条例第８６条にいう指定介護予防訪問

リハビリテーションの基本取扱方針について、特に

留意すべきところは、次のとおりである。 

(ｱ) 指定介護予防訪問リハビリテーションは、利

用者の心身の状態を踏まえて、妥当適切に行うと

ともにその生活の質の確保を図るよう、主治医と

の密接な連携のもとに介護予防訪問リハビリテ

ーション計画に沿って行うものとしたものであ

る。また、指定介護予防訪問リハビリテーション

の提供に当たって、別の医療機関の医師から情報

提供を受けて、指定介護予防訪問リハビリテーシ

ョンを実施する場合は、当該情報提供を行った医
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者がその有する能力を最大限活用することができるよう

な方法によるサービスの提供に努めなければならない。 

５ 指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は、指定

介護予防訪問リハビリテーションの提供に当たり、利用

者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の

様々な方法により、利用者が主体的に事業に参加するよ

う適切な働きかけに努めなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

療機関の医師との間で十分な連携を図ること。 

(ｲ) 介護予防訪問リハビリテーション計画の作成

に当たっては、１人ひとりの高齢者ができる限り

要介護状態にならないで自立した日常生活を営

むことができるよう支援することを目的として

行われるものであることに留意すること。 

(ｳ) 指定介護予防訪問リハビリテーションの提供

に当たっては、利用者の心身の状態、リハビリテ

ーションの内容やそれを提供する目的、具体的な

方法、リハビリテーションに必要な環境の整備、

療養上守るべき点および療養上必要な目標等、療

養上必要な事項について利用者および家族に理

解しやすいよう指導または説明を行うこと。 

また、介護予防の十分な効果を高める観点から

は、利用者の主体的な取組みが不可欠であること

から、サービスの提供に当たっては、利用者の意

欲が高まるようコミュニケーションの取り方を

はじめ、様々な工夫をして、適切な働きかけを行

うよう努めること。 

(ｴ) サービスの提供に当たって、利用者ができな

いことを単に補う形でのサービス提供は、かえっ

て利用者の生活機能の低下を引き起こし、サービ

スへの依存を生み出している場合があるとの指

摘を踏まえ、「利用者の自立の可能性を最大限引

き出す支援を行う」ことを基本として、利用者の
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 （指定介護予防訪問リハビリテーションの具体的取扱方

針） 

第八十七条 指定介護予防訪問リハビリテーションの提供

は理学療法士、作業療法士または言語聴覚士が行うもの

とし、その方針は、第七十九条に規定する基本方針およ

び前条に規定する基本取扱方針に基づき、規則で定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （指定介護予防訪問リハビリテーションの具体的取扱方

針） 

第二十六条 条例第八十七条に規定する規則で定める方針

は、次に掲げるとおりとする。 

一 指定介護予防訪問リハビリテーションの提供に当た

っては、主治の医師または歯科医師からの情報伝達や

サービス担当者会議を通じる等の適切な方法により、

利用者の病状、心身の状況、その置かれている環境等

利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うもの

とする。 

二 医師および理学療法士、作業療法士または言語聴覚

士は、前号に規定する利用者の日常生活全般の状況お

よび希望を踏まえて、指定介護予防訪問リハビリテー

ションの目標、当該目標を達成するための具体的なサ

ービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載し

た介護予防訪問リハビリテーション計画を作成するも

できる能力を阻害するような不適切なサービス

提供をしないよう配慮すること。 

(ｵ) 提供された介護予防サービスについては、介

護予防訪問リハビリテーション計画に定める目

標達成の度合いや利用者およびその家族の満足

度等について常に評価を行うなど、その改善を図

らなければならない。 

 

イ 指定介護予防訪問リハビリテーションの具体的

取扱方針 

(ｱ) 予防基準規則第２６条第１号から第３号は、

医師または理学療法士、作業療法士もしくは言語

聴覚士は、介護予防訪問リハビリテーション計画

を作成しなければならないこととしたものであ

る。介護予防訪問リハビリテーション計画の作成

に当たっては、主治医または主治の歯科医師から

の情報伝達やサービス担当者会議を通じる等の

適切な方法により、利用者の病状、心身の状況、

置かれている環境等を把握・分析し、指定介護予

防訪問リハビリテーションの提供によって解決

すべき問題状況を明らかにした上で（アセスメン

ト）、これに基づき、支援の方向性や目標を明確

にし、提供するサービスの具体的内容、期間等を

明らかにするものとする。なお、既に介護予防サ

ービス計画が作成されている場合には、当該計画
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のとする。 

三 介護予防訪問リハビリテーション計画は、既に介護

予防サービス計画が作成されている場合は、当該計画

の内容に沿って作成しなければならない。 

四 医師または理学療法士、作業療法士もしくは言語聴

覚士は、介護予防訪問リハビリテーション計画の作成

に当たっては、その内容について利用者またはその家

族に対して説明し、利用者の同意を得なければならな

い。 

五 医師または理学療法士、作業療法士もしくは言語聴

覚士は、介護予防訪問リハビリテーション計画を作成

した際には、当該介護予防訪問リハビリテーション計

画を利用者に交付しなければならない。 

六 指定介護予防訪問リハビリテーションの提供に当た

っては、医師の指示および介護予防訪問リハビリテー

ション計画に基づき、利用者の心身機能の維持回復を

図り、日常生活の自立に資するよう、妥当適切に行う

ものとする。 

七 指定介護予防訪問リハビリテーションの提供に当た

っては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者または

その家族に対し、リハビリテーションの観点から療養

上必要とされる事項について、理解しやすいように指

導または説明を行うものとする。 

八 指定介護予防訪問リハビリテーションの提供に当た

っては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術を

に沿って介護予防訪問リハビリテーションの計

画を立案する。 

(ｲ) 同条第４号から第７号は、サービス提供に当

たっての利用者またはその家族に対する説明に

ついて定めたものである。即ち、介護予防訪問リ

ハビリテーション計画は、利用者の日常生活全般

の状況および希望を踏まえて作成されなければ

ならないものであり、その内容について説明を行

った上で利用者の同意を得ることを義務づける

ことにより、サービス内容等への利用者の意向の

反映の機会を保障しようとするものである。医師

または理学療法士、作業療法士もしくは言語聴覚

士は、介護予防訪問リハビリテーション計画の目

標や内容等について、利用者またはその家族に、

理解しやすい方法で説明を行うとともに、その実

施状況や評価についても説明を行うものとする。 

また、介護予防訪問リハビリテーション計画を

作成した際には、遅滞なく利用者に交付しなけれ

ばならならず、当該介護予防訪問リハビリテーシ

ョン計画は、予防基準条例第８４条第２項の規定

に基づき、５年間保存しなければならないことと

している。 

(ｳ) 同条第８号は、指定介護予防訪問リハビリテ

ーションの提供に当たっては、医学の進歩に沿っ

た適切な技術をもって対応できるよう、新しい技



【3段表】指定介護予防サービス.docx 70/242 

条例 規則 解釈通知 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

もってサービスの提供を行うものとする。 

九 理学療法士、作業療法士または言語聴覚士は、それ

ぞれの利用者について、介護予防訪問リハビリテーシ

ョン計画に従ったサービスの実施状況およびその評価

について、速やかに診療記録を作成するとともに、医

師に報告するものとする。 

十 医師または理学療法士、作業療法士もしくは言語聴

覚士は、介護予防訪問リハビリテーション計画に基づ

くサービスの提供の開始時から、当該介護予防訪問リ

ハビリテーション計画に記載したサービスの提供を行

う期間が終了するまでに、少なくとも一回は、当該介

護予防訪問リハビリテーション計画の実施状況の把握

（以下この条において「モニタリング」という。）を行

うものとする。 

十一 医師または理学療法士、作業療法士もしくは言語

聴覚士は、モニタリングの結果を記録し、当該記録を

当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画を作

成した指定介護予防支援事業者に報告しなければなら

ない。 

十二 医師または理学療法士、作業療法士もしくは言語

聴覚士は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じ

て介護予防訪問リハビリテーション計画の変更を行う

ものとする。 

十三 第一号から第十一号までの規定は、前号に規定す

る介護予防訪問リハビリテーション計画の変更につい

術の習得等、研鑽を積むことを定めたものであ

る。 

(ｴ) 同条第１０号から第１２号は、介護予防訪問

リハビリテーション計画に定める計画期間終了

後の当該計画の実施状況の把握（モニタリング）、

当該モニタリング結果の記録の作成、当該記録の

担当する介護予防支援事業者への報告を義務づ

けたものである。 
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第六章 介護予防居宅療養管理指導 

第一節 基本方針 

 

第八十八条 指定介護予防サービスに該当する介護予防居

宅療養管理指導（以下「指定介護予防居宅療養管理指導」

という。）の事業は、その利用者が可能な限りその居宅に

おいて、自立した日常生活を営むことができるよう、医

師、歯科医師、薬剤師、看護職員（歯科衛生士が行う介

護予防居宅療養管理指導に相当するものを行う保健師、

看護師および准看護師を除いた保健師、看護師または准

看護師をいう。以下この章において同じ。）、歯科衛生士

（歯科衛生士が行う介護予防居宅療養管理指導に相当す

るものを行う保健師、看護師および准看護師を含む。以

下この章において同じ。）または管理栄養士が、通院が困

難な利用者に対して、その居宅を訪問して、その心身の

状況、置かれている環境等を把握し、それらを踏まえて

療養上の管理および指導を行うことにより、利用者の心

身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維

持または向上を目指すものでなければならない。 

 

第二節 人員に関する基準 

 

第八十九条 指定介護予防居宅療養管理指導の事業を行う

て準用する。 

 

第六章 介護予防居宅療養管理指導 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （従業者の員数） 

第二十七条 条例第八十九条第二項に規定する規則で定め

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【3段表】指定介護予防サービス.docx 72/242 

条例 規則 解釈通知 

者（以下「指定介護予防居宅療養管理指導事業者」とい

う。）が当該事業を行う事業所（以下「指定介護予防居宅

療養管理指導事業所」という。）ごとに置くべき従業者（以

下「介護予防居宅療養管理指導従業者」という。）は、次

の各号に掲げる指定介護予防居宅療養管理指導事業所の

種類の区分に応じ、当該各号に定める介護予防居宅療養

管理指導従業者とする。 

一 病院または診療所である指定介護予防居宅療養管理

指導事業所 

イ 医師または歯科医師 

ロ 薬剤師、看護職員、歯科衛生士または管理栄養士 

二 薬局である指定介護予防居宅療養管理指導事業所 

薬剤師 

三 指定訪問看護ステーション等（指定訪問看護ステー

ション（指定居宅サービス等基準条例第六十五条第一

項にいう指定訪問看護ステーションをいう。）および指

定介護予防訪問看護ステーションをいう。以下この章

において同じ。）である指定介護予防居宅療養管理指導

事業所 看護職員 

２ 前項各号に掲げる介護予防居宅療養管理指導従業者の

員数その他の配置の基準は、規則で定める。 

３ 指定介護予防居宅療養管理指導事業者が指定居宅療養

管理指導事業者（指定居宅サービス等基準条例第九十一

条第一項に規定する指定居宅療養管理指導事業者をい

う。以下同じ。）の指定を併せて受け、かつ、指定介護予

る基準は、員数が次の各号に掲げる介護予防居宅療養管

理指導従業者の区分に応じ、当該各号に定める数である

こととする。 

一 病院または診療所である指定介護予防居宅療養管理

指導事業所の介護予防居宅療養管理指導従業者 

イ 医師または歯科医師 一以上 

ロ 薬剤師、看護職員、歯科衛生士または管理栄養士  

その提供する指定介護予防居宅療養管理指導の内

容に応じた適当数 

二 薬局である指定介護予防居宅療養管理指導事業所の

薬剤師 一以上 

三 指定訪問看護ステーション等である指定介護予防居

宅療養管理指導事業所の看護職員 一以上 
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防居宅療養管理指導の事業と指定居宅療養管理指導（指

定居宅サービス等基準条例第九十条に規定する指定居宅

療養管理指導をいう。以下同じ。）の事業とが同一の事業

所において一体的に運営されている場合については、同

項に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、

前項に規定する基準を満たしているものとみなすことが

できる。 

 

第三節 設備に関する基準 

 

第九十条 指定介護予防居宅療養管理指導事業所は、病院、

診療所、薬局または指定訪問看護ステーション等であっ

て、指定介護予防居宅療養管理指導の事業の運営に必要

な広さを有しているほか、指定介護予防居宅療養管理指

導の提供に必要な設備および備品等を備えているもので

なければならない。 

２ 指定介護予防居宅療養管理指導事業者が指定居宅療養

管理指導事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予

防居宅療養管理指導の事業と指定居宅療養管理指導の事

業とが同一の事業所において一体的に運営されている場

合については、指定居宅サービス等基準条例第九十二条

第一項に規定する設備に関する基準をみたすことをもっ

て、前項に規定する基準を満たしているものとみなすこ

とができる。 
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第四節 運営に関する基準 

 

 （利用料等の受領） 

第九十一条 指定介護予防居宅療養管理指導事業者は、法

定代理受領サービスに該当する指定介護予防居宅療養管

理指導を提供した際には、その利用者から利用料の一部

として、当該指定介護予防居宅療養管理指導に係る介護

予防サービス費用基準額から当該指定介護予防居宅療養

管理指導事業者に支払われる介護予防サービス費の額を

控除して得た額の支払を受けるものとする。 

２ 指定介護予防居宅療養管理指導事業者は、法定代理受

領サービスに該当しない指定介護予防居宅療養管理指導

を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額

および指定介護予防居宅療養管理指導に係る介護予防サ

ービス費用基準額と、健康保険法第六十三条第一項また

は高齢者の医療の確保に関する法律第六十四条第一項に

規定する療養の給付のうち指定介護予防居宅療養管理指

導に相当するものに要する費用の額との間に、不合理な

差額が生じないようにしなければならない。 

３ 指定介護予防居宅療養管理指導事業者は、前二項の支

払を受ける額のほか、指定介護予防居宅療養管理指導の

提供に要する交通費の額の支払を利用者から受けること

ができる。 

４ 指定介護予防居宅療養管理指導事業者は、前項の費用

の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ利
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用者またはその家族に対し、当該サービスの内容および

費用について説明を行い、利用者の同意を得なければな

らない。 

 

 （運営規程） 

第九十二条 指定介護予防居宅療養管理指導事業者は、指

定介護予防居宅療養管理指導事業所ごとに、事業の運営

についての重要事項であって規則で定めるものに関する

規程を定めておかなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 （記録の整備） 

第九十三条 指定介護予防居宅療養管理指導事業者は、従

業者、設備、備品および会計に関する諸記録を整備して

おかなければならない。 

２ 指定介護予防居宅療養管理指導事業者は、利用者に対

する指定介護予防居宅療養管理指導の提供に関する次の

各号に掲げる記録を整備し、第一号の記録についてはそ

の完結の日から五年間、その他の記録についてはその完

結の日から二年間保存しなければならない。 

 

 

 

 

 （運営規程に定める事項） 

第二十八条 条例第九十二条の規則で定める重要事項は、

次に掲げる事項とする。 

一 事業の目的および運営の方針 

二 従業者の職種、員数および職務の内容 

三 営業日および営業時間 

四 指定介護予防居宅療養管理指導の種類および利用料

その他の費用の額 

五 その他運営に関する重要事項 
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一 次条において準用する第二十条第二項に規定する提

供した具体的なサービスの内容等の記録 

二 次条において準用する第二十四条に規定する市町村

への通知に係る記録 

三 次条において準用する第三十五条第二項に規定する

苦情の内容等の記録 

四 次条において準用する第三十七条第二項に規定する

事故の状況および事故に際して採った処置についての

記録 

 

 （準用） 

第九十四条 第九条から第十四条まで、第十七条、第十九

条、第二十条、第二十二条、第二十四条、第二十九条か

ら第三十二条まで、第三十四条から第三十八条まで、第

五十四条および第六十九条の規定は、指定介護予防居宅

療養管理指導の事業について準用する。この場合におい

て、これらの規定中「訪問介護員等」とあるのは「介護

予防居宅療養管理指導従業者」と、第九条および第三十

一条中「第二十七条」とあるのは「第九十二条」と、第

十四条中「心身の状況」とあるのは「心身の状況、病歴、

服薬歴」と、第十九条中「初回訪問時および利用者」と

あるのは「利用者」と読み替えるものとする。 

 

第五節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基

準 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （準用） 

第二十九条 第三条および第四条の規定は、指定介護予防

居宅療養管理指導の事業について準用する。 
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 （指定介護予防居宅療養管理指導の基本取扱方針） 

第九十五条 指定介護予防居宅療養管理指導は、利用者の

介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行

われなければならない。 

２ 指定介護予防居宅療養管理指導事業者は、自らその提

供する指定介護予防居宅療養管理指導の質の評価を行

い、常にその改善を図らなければならない。 

３ 指定介護予防居宅療養管理指導事業者は、指定介護予

防居宅療養管理指導の提供に当たり、利用者ができる限

り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むこと

ができるよう支援することを目的とするものであること

を常に意識してサービスの提供に当たらなければならな

い。 

４ 指定介護予防居宅療養管理指導事業者は、利用者がそ

の有する能力を最大限活用することができるような方法

によるサービスの提供に努めなければならない。 

 

 （指定介護予防居宅療養管理指導の具体的取扱方針） 

第九十六条 医師または歯科医師の行う指定介護予防居宅

療養管理指導の方針は、規則で定める。 

２ 薬剤師、歯科衛生士または管理栄養士の行う指定介護

予防居宅療養管理指導の方針は、規則で定める。 

３ 看護職員の行う指定介護予防居宅療養管理指導の方針

は、規則で定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （指定介護予防居宅療養管理指導の具体的取扱方針） 

第三十条 条例第九十六条第一項に規定する規則で定める

方針は、次に掲げるとおりとする。 

一 指定介護予防居宅療養管理指導の提供に当たって

は、訪問診療等により常に利用者の病状および心身の

状況を把握し、計画的かつ継続的な医学的管理または

歯科医学的管理に基づいて、介護予防支援事業者等に

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 指定介護予防居宅療養管理指導の具体的取扱方

針 

指定居宅療養管理指導の具体的取扱方針につい

ては、予防基準規則第３０条の定めるところによる

ほか、次の点に留意するものとする。 

(ｱ) 医師または歯科医師の行う指定介護予防居宅

療養管理指導は、訪問診療等により常に利用者の

病状および心身の状況を把握し、計画的な医学的
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対する介護予防サービス計画の作成等に必要な情報提

供ならびに利用者またはその家族に対し、介護予防サ

ービスの利用に関する留意事項、介護方法等について

の指導、助言等を行うものとする。 

二 指定介護予防居宅療養管理指導の提供に当たって

は、利用者またはその家族からの介護に関する相談に

懇切丁寧に応ずるとともに、利用者またはその家族に

対し、療養上必要な事項等について、理解しやすいよ

うに指導または助言を行うものとする。 

三 前号に規定する利用者またはその家族に対する指導

または助言については、療養上必要な事項等を記載し

た文書を交付するよう努めなければならない。 

四 指定介護予防居宅療養管理指導の提供に当たって

は、療養上適切な介護予防サービスが提供されるため

に必要があると認める場合または介護予防支援事業者

もしくは介護予防サービス事業者から求めがあった場

合は、介護予防支援事業者または介護予防サービス事

業者に対し、介護予防サービス計画の作成、介護予防

サービスの提供等に必要な情報提供または助言を行う

ものとする。 

五 前号に規定する介護予防支援事業者または介護予防

サービス事業者に対する情報提供または助言について

は、原則として、サービス担当者会議に参加すること

により行わなければならない。 

六 前号の場合において、サービス担当者会議への参加

管理または歯科医学的管理を行っている要支援

者に対して行うものであること。 

(ｲ) 指定介護予防居宅療養管理指導事業者は、要

支援者にサービスを提供している事業者に対し

て、必要に応じて迅速に指導または助言を行うた

めに、日頃からサービスの提供事業者や提供状況

を把握するように努めること。 

(ｳ) 薬剤師、歯科衛生士および管理栄養士は、指

定介護予防居宅療養管理指導を行った際には、速

やかに、指定介護予防居宅療養管理指導を実施し

た要支援者の氏名、実施日時、実施した介護予防

居宅療養管理指導の要点および担当者の氏名を

記録すること。 
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によることが困難な場合については、介護予防支援事

業者または介護予防サービス事業者に対して、原則と

して、情報提供または助言の内容を記載した文書を交

付して行わなければならない。 

七 それぞれの利用者について、提供した指定介護予防

居宅療養管理指導の内容について、速やかに診療録に

記録するものとする。 

２ 条例第九十六条第二項に規定する規則で定める方針

は、次に掲げるとおりとする。 

一 指定介護予防居宅療養管理指導の提供に当たって

は、医師または歯科医師の指示（薬局の薬剤師による

指定介護予防居宅療養管理指導にあっては、医師また

は歯科医師の指示に基づき当該薬剤師が策定した薬学

的管理指導計画）に基づき、利用者の心身機能の維持

回復を図り、居宅における日常生活の自立に資するよ

う、妥当適切に行うものとする。 

二 指定介護予防居宅療養管理指導の提供に当たって

は、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者またはその

家族に対し、療養上必要な事項について、理解しやす

いように指導または説明を行う。 

三 常に利用者の病状、心身の状況およびその置かれて

いる環境の的確な把握に努め、利用者に対し適切なサ

ービスを提供するものとする。 

四 それぞれの利用者について、提供した指定介護予防

居宅療養管理指導の内容について、速やかに診療記録

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【3段表】指定介護予防サービス.docx 80/242 

条例 規則 解釈通知 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第七章 介護予防通所介護 

第一節 基本方針 

 

第九十七条 指定介護予防サービスに該当する介護予防通

所介護（以下「指定介護予防通所介護」という。）の事業

を作成するとともに、医師または歯科医師に報告する

ものとする。 

３ 条例第九十六条第三項に規定する規則で定める方針

は、次に掲げるとおりとする。 

一 指定介護予防居宅療養管理指導の提供に当たって

は、介護予防支援事業者等に対する介護予防サービス

計画の作成等に必要な情報提供ならびに利用者に対す

る療養上の相談および支援を行うこと。 

二 指定介護予防居宅療養管理指導の提供に当たって

は、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者またはその

家族に対し、療養上必要な事項について、理解しやす

いように指導または助言を行うこと。 

三 それぞれの利用者について、提供した指定介護予防

居宅療養管理指導の内容について、速やかに記録を作

成するとともに、医師または介護予防支援事業者等に

報告すること。 

 

 

 

 

第七章 介護予防通所介護 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 介護予防通所介護 
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は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立し

た日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上

の支援および機能訓練を行うことにより、利用者の心身

機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持

または向上を目指すものでなければならない。 

 

第二節 人員に関する基準 

 

 （従業者） 

第九十八条 指定介護予防通所介護の事業を行う者（以下

「指定介護予防通所介護事業者」という。）が当該事業を

行う事業所（以下「指定介護予防通所介護事業所」とい

う。）ごとに置くべき従業者（以下この節から第五節まで

において「介護予防通所介護従業者」という。）は、次の

とおりとする。 

一 生活相談員 

二 看護師または准看護師（以下この章において「看護

職員」という。） 

三 介護職員 

四 機能訓練指導員 

２ 前項各号に掲げる介護予防通所介護従業者の員数その

他の配置の基準は、規則で定める。 

３ 指定介護予防通所介護事業者が指定通所介護事業者

（指定居宅サービス等基準条例第百条第一項に規定する

指定通所介護事業者をいう。以下同じ。）の指定を併せて

 

 

 

 

 

 

 

 

 （従業者の員数） 

第三十一条 条例第九十八条第二項に規定する規則で定め

る基準は、員数が次の各号に掲げる介護予防通所介護従

業者の区分に応じ、当該各号に定める数であることとす

る。 

一 生活相談員 指定介護予防通所介護の提供日ごと

に、指定介護予防通所介護を提供している時間帯に生

活相談員（専ら当該指定介護予防通所介護の提供に当

たる者に限る。）が勤務している時間数の合計を当該指

定介護予防通所介護を提供している時間帯の時間数で

除して得た数が一以上確保されるために必要と認めら

れる数 

二 看護師または准看護師（以下この条および第三十八

条において「看護職員」という。） 指定介護予防通所

介護の単位ごとに、専ら当該指定介護予防通所介護の

提供に当たる看護職員が一以上確保されるために必要

と認められる数 
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受け、かつ、指定介護予防通所介護の事業と指定通所介

護（指定居宅サービス等基準条例第九十九条に規定する

指定通所介護をいう。以下同じ。）の事業とが同一の事業

所において一体的に運営されている場合については、指

定居宅サービス等基準条例第百条第一項および第二項に

規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前二

項に規定する基準を満たしているものとみなすことがで

きる。 

４ 地域密着型特別養護老人ホーム（福井県特別養護老人

ホームの設備および運営の基準に関する条例（平成二十

四年福井県条例第 号。以下「特別養護老人ホーム基準

条例」という。）第四十四条に規定する地域密着型特別養

護老人ホームをいう。以下同じ。）または指定地域密着型

介護老人福祉施設（指定地域密着型サービス基準第百三

十条第一項に規定する指定地域密着型介護老人福祉施設

をいう。以下同じ。）に指定介護予防通所介護事業所が併

設される場合においては、当該指定介護予防通所介護事

業所の生活相談員および機能訓練指導員については、当

該地域密着型特別養護老人ホームまたは指定地域密着型

介護老人福祉施設の生活相談員および機能訓練指導員に

より当該指定介護予防通所介護事業所の利用者（当該指

定介護予防通所介護事業者が指定通所介護事業者の指定

を併せて受け、かつ、指定介護予防通所介護の事業と指

定通所介護の事業とが同一の事業所において一体的に運

営されている場合にあっては、当該事業所における指定

三 介護職員 指定介護予防通所介護の単位ごとに、当

該指定介護予防通所介護を提供している時間帯に介護

職員（専ら当該指定介護予防通所介護の提供に当たる

者に限る。）が勤務している時間数の合計数を当該指定

介護予防通所介護を提供している時間数（次項におい

て「提供単位時間数」という。）で除して得た数が利用

者の数が十五人までの場合にあっては一以上、利用者

の数が十五人を超える場合にあっては十五人を超える

部分の数を五で除して得た数に一を加えた数以上確保

されるために必要と認められる数 

四 機能訓練指導員 一以上 

２ 当該指定介護予防通所介護事業所の利用定員が十人以

下である場合にあっては、前項の規定にかかわらず、看

護職員および介護職員の員数を、指定介護予防通所介護

の単位ごとに、当該指定介護予防通所介護を提供してい

る時間帯に看護職員または介護職員（いずれも専ら当該

指定介護予防通所介護の提供に当たる者に限る。）が勤務

している時間数の合計数を提供単位時間数で除して得た

数が一以上確保されるために必要と認められる数とする

ことができる。 

３ 指定介護予防通所介護事業者は、指定介護予防通所介

護の単位ごとに、第一項第三号の介護職員（前項の適用

を受ける場合にあっては、同項の看護職員または介護職

員。次項および第七項において同じ。）を、常時一人以上

当該指定介護予防通所介護に従事させなければならな
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介護予防通所介護または指定通所介護の利用者。以下こ

の節および次節において同じ。）の処遇が適切に行われる

と認められるときは、これを置かないことができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （管理者） 

第九十九条 指定介護予防通所介護事業者は、指定介護予

防通所介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の

管理者を置かなければならない。ただし、指定介護予防

通所介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定介

護予防通所介護事業所の他の職務に従事し、または同一

敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事すること

ができるものとする。 

 

第三節 設備に関する基準 

 

い。 

４ 第一項および第二項の規定にかかわらず、介護職員は、

利用者の処遇に支障がない場合は、他の指定介護予防通

所介護の単位の介護職員として従事することができるも

のとする。 

５ 前各項の指定介護予防通所介護の単位は、指定介護予

防通所介護であってその提供が同時に一または複数の利

用者に対して一体的に行われるものをいう。 

６ 第一項第四号の機能訓練指導員は、日常生活を営むの

に必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を

有する者とし、当該指定介護予防通所介護事業所の他の

職務に従事することができるものとする。 

７ 第一項の生活相談員または介護職員のうち一人以上

は、常勤でなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （設備の基準） 
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第百条 指定介護予防通所介護事業所は、食堂、機能訓練

室、静養室、相談室および事務室を有するほか、消火設

備その他の非常災害に際して必要な設備ならびに指定介

護予防通所介護の提供に必要なその他の設備および備品

等を備えなければならない。 

２ 前項に規定するもののほか、指定介護予防通所介護事

業所の設備の基準は、規則で定める。 

３ 第一項に掲げる設備は、専ら当該指定介護予防通所介

護の事業の用に供するものでなければならない。ただし、

利用者に対する指定介護予防通所介護の提供に支障がな

い場合は、この限りでない。 

４ 指定介護予防通所介護事業者が指定通所介護事業者の

指定を併せて受け、かつ、指定介護予防通所介護の事業

と指定通所介護の事業とが同一の事業所において一体的

に運営されている場合については、指定居宅サービス等

基準条例第百二条第一項から第三項までに規定する設備

に関する基準を満たすことをもって、前三項に規定する

基準を満たしているものとみなすことができる。 

 

第四節 運営に関する基準 

 

 （利用料の受領） 

第百一条 指定介護予防通所介護事業者は、法定代理受領

サービスに該当する指定介護予防通所介護を提供した際

には、その利用者から利用料の一部として、当該指定介

第三十二条 条例第百条第二項に規定する規則で定める設

備の基準は、次のとおりとする。 

一 食堂および機能訓練室 

イ 食堂および機能訓練室は、それぞれ必要な広さを

有するものとし、その合計した面積は、三平方メー

トルに利用定員を乗じて得た面積以上とすること。 

ロ イにかかわらず、食堂および機能訓練室は、食事

の提供の際にはその提供に支障がない広さを確保

でき、かつ、機能訓練を行う際にはその実施に支障

がない広さを確保できる場合にあっては、同一の場

所とすることができる。 

二 相談室 遮へい物の設置等により相談の内容が漏え

いしないよう配慮されていること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （費用） 

第三十三条 条例第百一条第三項の規則で定める費用は、

次に掲げる費用とする。 

一 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 利用料の受領（予防基準規則第３３条） 

  通所介護では、利用料以外に「その他の費用の額」と

して「指定通所介護に通常要する時間を超える指定通所

介護であって利用者の選定に係るものの提供に伴い必要

となる費用の範囲内において、通常の指定通所介護に係
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護予防通所介護に係る介護予防サービス費用基準額から

当該指定介護予防通所介護事業者に支払われる介護予防

サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものと

する。 

２ 指定介護予防通所介護事業者は、法定代理受領サービ

スに該当しない指定介護予防通所介護を提供した際にそ

の利用者から支払を受ける利用料の額と、指定介護予防

通所介護に係る介護予防サービス費用基準額との間に、

不合理な差額が生じないようにしなければならない。 

３ 指定介護予防通所介護事業者は、前二項の支払を受け

る額のほか、規則で定める費用の額の支払を利用者から

受けることができる。 

４ 指定介護予防通所介護事業者は、前項の費用の額に係

るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者ま

たはその家族に対し、当該サービスの内容および費用に

ついて説明を行い、利用者の同意を得なければならない。 

 

 （運営規程） 

第百二条 指定介護予防通所介護事業者は、指定介護予防

通所介護事業所ごとに、事業の運営についての重要事項

であって規則で定めるものに関する規程を定めておかな

ければならない。 

 

 

 

域に居住する利用者に対して行う送迎に要する費用 

二 食事の提供に要する費用 

三 おむつ代 

四 前三号に掲げるもののほか、指定介護予防通所介護

の提供において提供される便宜のうち、日常生活にお

いても通常必要となるものに係る費用であって、その

利用者に負担させることが適当と認められる費用 

２ 前項第二号に掲げる費用については、基準省令第百条

第四項の厚生労働大臣が定めるところによるものとす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 （運営規程に定める事項） 

第三十四条 条例第百二条の規則で定める重要事項は、次

に掲げる事項とする。 

一 事業の目的および運営の方針 

二 従業者の職種、員数および職務の内容 

三 営業日および営業時間 

四 指定介護予防通所介護の利用定員 

五 指定介護予防通所介護の内容および利用料その他の

る居宅介護サービス費用基準額を超える費用」を利用者

から受け取ることができるが、介護予防通所介護では、

受け取ることができないので留意すること。（基準該当介

護予防通所介護、介護予防通所リハビリテーションにお

いても同趣旨。） 
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 （勤務体制の確保等） 

第百三条 指定介護予防通所介護事業者は、利用者に対し

適切な指定介護予防通所介護を提供できるよう、指定介

護予防通所介護事業所ごとに従業者の勤務の体制を定め

ておかなければならない。 

２ 指定介護予防通所介護事業者は、指定介護予防通所介

護事業所ごとに、当該指定介護予防通所介護事業所の従

業者によって指定介護予防通所介護を提供しなければな

らない。ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない

業務については、この限りでない。 

３ 指定介護予防通所介護事業者は、介護予防通所介護従

業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しな

ければならない。 

 

 （定員の遵守） 

第百四条 指定介護予防通所介護事業者は、利用定員（当

該指定介護予防通所介護事業所において同時に指定介護

予防通所介護の提供を受けることができる利用者の数の

費用の額 

六 通常の事業の実施地域 

七 サービス利用に当たっての留意事項 

八 緊急時等における対応方法 

九 非常災害対策 

十 その他運営に関する重要事項 
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上限をいう。）を超えて指定介護予防通所介護の提供を行

ってはならない。ただし、災害その他のやむを得ない事

情がある場合は、この限りでない。 

 

 （非常災害対策） 

第百五条 指定介護予防通所介護事業者は、非常災害に関

する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報

および連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周

知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練

を行わなければならない。 

 

 （衛生管理等） 

第百六条 指定介護予防通所介護事業者は、利用者の使用

する施設、食器その他の設備または飲用に供する水につ

いて、衛生的な管理に努め、または衛生上必要な措置を

講じなければならない。 

２ 指定介護予防通所介護事業者は、当該指定介護予防通

所介護事業所において感染症が発生し、またはまん延し

ないように必要な措置を講ずるよう努めなければならな

い。 

 

 （記録の整備） 

第百七条 指定介護予防通所介護事業者は、従業者、設備、

備品および会計に関する諸記録を整備しておかなければ

ならない。 
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２ 指定介護予防通所介護事業者は、利用者に対する指定

介護予防通所介護の提供に関する次の各号に掲げる記録

を整備し、第一号および第二号の記録についてはその完

結の日から五年間、その他の記録についてはその完結の

日から二年間保存しなければならない。 

一 介護予防通所介護計画 

二 次条において準用する第二十条第二項に規定する提

供した具体的なサービスの内容等の記録 

三 次条において準用する第二十四条に規定する市町村

への通知に係る記録 

四 次条において準用する第三十五条第二項に規定する

苦情の内容等の記録 

五 次条において準用する第三十七条第二項に規定する

事故の状況および事故に際して採った処置についての

記録 

 

 （準用） 

第百八条 第九条から第十八条まで、第二十条、第二十二

条、第二十四条、第二十五条、第三十一条から第三十八

条までおよび第五十四条の規定は、指定介護予防通所介

護の事業について準用する。この場合において、第九条

および第三十一条中「第二十七条」とあるのは「第百二

条」と、「訪問介護員等」とあるのは「介護予防通所介護

従業者」と、第二十五条中「訪問介護員等」とあるのは

「介護予防通所介護従業者」と読み替えるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （準用） 

第三十五条 第三条および第四条の規定は、指定介護予防

通所介護の事業について準用する。 
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第五節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基

準 

 

 （指定介護予防通所介護の基本取扱方針） 

第百九条 指定介護予防通所介護は、利用者の介護予防に

資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなけれ

ばならない。 

２ 指定介護予防通所介護事業者は、自らその提供する指

定介護予防通所介護の質の評価を行うとともに、主治の

医師または歯科医師とも連携を図りつつ、常にその改善

を図らなければならない。 

３ 指定介護予防通所介護事業者は、指定介護予防通所介

護の提供に当たり、単に利用者の運動器の機能の向上、

栄養状態の改善、口腔機能の向上等の特定の心身機能に

着目した改善等を目的とするものではなく、当該心身機

能の改善等を通じて、利用者ができる限り要介護状態と

ならないで自立した日常生活を営むことができるよう支

援することを目的とするものであることを常に意識して

サービスの提供に当たらなければならない。 

４ 指定介護予防通所介護事業者は、利用者がその有する

能力を最大限活用することができるような方法によるサ

ービスの提供に努めなければならない。 

５ 指定介護予防通所介護事業者は、指定介護予防通所介

護の提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 指定介護予防通所介護の基本取扱方針 

予防基準条例第１０９条にいう指定介護予防通

所介護の基本取扱方針について、特に留意すべきと

ころは、次のとおりである。 

(ｱ) 介護予防通所介護の提供に当たっては、介護

予防とは、単に高齢者の運動機能や栄養改善とい

った特定の機能の改善だけを目指すものではな

く、これらの心身機能の改善や環境調整等を通じ

て、１人ひとりの高齢者ができる限り要介護状態

にならないで自立した日常生活を営むことがで

きるよう支援することを目的として行われるも

のであることに留意しつつ行うこと。 

(ｲ) 介護予防の十分な効果を高める観点からは、

利用者の主体的な取組が不可欠であることから、

サービスの提供に当たっては、利用者の意欲が高

まるようコミュニケーションの取り方をはじめ、

様々な工夫をして、適切な働きかけを行うよう努

めること。 

(ｳ) サービスの提供に当たって、利用者ができな

いことを単に補う形でのサービス提供は、かえっ

て利用者の生活機能の低下を引き起こし、サービ

スへの依存を生み出している場合があるとの指
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分に図ることその他の様々な方法により、利用者が主体

的に事業に参加するよう適切な働きかけに努めなければ

ならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （指定介護予防通所介護の具体的取扱方針） 

第百十条 指定介護予防通所介護の方針は、第九十七条に

規定する基本方針および前条に規定する基本取扱方針に

基づき、規則で定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （指定介護予防通所介護の具体的取扱方針） 

第三十六条 条例第百十条に規定する規則で定める方針

は、次に掲げるとおりとする。 

一 指定介護予防通所介護の提供に当たっては、主治の

医師または歯科医師からの情報伝達やサービス担当者

会議を通じる等の適切な方法により、利用者の心身の

状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般

の状況の的確な把握を行うものとする。 

二 指定介護予防通所介護事業所の管理者は、前号に規

定する利用者の日常生活全般の状況および希望を踏ま

えて、指定介護予防通所介護の目標、当該目標を達成

するための具体的なサービスの内容、サービスの提供

を行う期間等を記載した介護予防通所介護計画を作成

するものとする。 

摘を踏まえ、「利用者の自立の可能性を最大限引

き出す支援を行う」ことを基本として、利用者の

できる能力を阻害するような不適切なサービス

提供をしないよう配慮すること。 

(ｴ) 提供された介護予防サービスについては、介

護予防通所介護計画に定める目標達成の度合い

や利用者およびその家族の満足度等について常

に評価を行うなど、その改善を図らなければなら

ないものであること。 

 

イ 指定介護予防通所介護の具体的取扱方針 

(ｱ) 予防基準規則第３６条第１号および第２号は、

管理者は、介護予防通所介護計画を作成しなければ

ならないこととしたものである。介護予防通所介護

計画の作成に当たっては、主治医または主治の歯科

医師からの情報伝達やサービス担当者会議を通じ

る等の適切な方法により、利用者の状況を把握・分

析し、介護予防通所介護の提供によって解決すべき

問題状況を明らかにし（アセスメント）、これに基

づき、支援の方向性や目標を明確にし、提供するサ

ービスの具体的内容、所要時間、日程等を明らかに

するものとする。なお、介護予防通所介護計画の様

式については、事業所ごとに定めるもので差し支え

ない。 

(ｲ) 同条第３号は、介護予防通所介護計画は、介護
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三 介護予防通所介護計画は、既に介護予防サービス計

画が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って

作成しなければならない。 

四 指定介護予防通所介護事業所の管理者は、介護予防

通所介護計画の作成に当たっては、その内容について

利用者またはその家族に対して説明し、利用者の同意

を得なければならない。 

五 指定介護予防通所介護事業所の管理者は、介護予防

通所介護計画を作成した際には、当該介護予防通所介

護計画を利用者に交付しなければならない。 

六 指定介護予防通所介護の提供に当たっては、介護予

防通所介護計画に基づき、利用者が日常生活を営むの

に必要な支援を行うものとする。 

七 指定介護予防通所介護の提供に当たっては、懇切丁

寧に行うことを旨とし、利用者またはその家族に対し、

サービスの提供方法等について、理解しやすいように

説明を行うものとする。 

八 指定介護予防通所介護の提供に当たっては、介護技

術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービス

の提供を行うものとする。 

九 指定介護予防通所介護事業所の管理者は、介護予防

通所介護計画に基づくサービスの提供の開始時から、

少なくとも一月に一回は、当該介護予防通所介護計画

に係る利用者の状態、当該利用者に対するサービスの

提供状況等について、当該サービスの提供に係る介護

予防サービス計画に沿って作成されなければなら

ないこととしたものである。 

なお、介護予防通所介護計画の作成後に介護予防

サービス計画が作成された場合は、当該介護予防通

所介護計画が介護予防サービス計画に沿ったもの

であるか確認し、必要に応じて変更するものとす

る。 

(ｳ) 同条第４号から第７号は、サービス提供に当た

っての利用者またはその家族に対する説明につい

て定めたものである。即ち、介護予防通所介護計画

は、利用者の日常生活全般の状況および希望を踏ま

えて作成されなければならないものであり、その内

容について説明を行った上で利用者の同意を得る

ことを義務づけることにより、サービス内容等への

利用者の意向の反映の機会を保障しようとするも

のである。管理者は、介護予防通所介護計画の目標

や内容等について、利用者またはその家族に、理解

しやすい方法で説明を行うとともに、その実施状況

や評価についても説明を行うものとする。 

また、介護予防通所介護計画を作成した際には、

遅滞なく利用者に交付しなければならならず、当該

介護予防通所介護計画は、予防基準条例第１０７条

第２項の規定に基づき、５年間保存しなければなら

ないこととしている。 

(ｴ) 同条第８号は、指定介護予防通所介護の提供に
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予防サービス計画を作成した指定介護予防支援事業者

に報告するとともに、当該介護予防通所介護計画に記

載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに、

少なくとも一回は、当該介護予防通所介護計画の実施

状況の把握（以下この条において「モニタリング」と

いう。）を行うものとする。 

十 指定介護予防通所介護事業所の管理者は、モニタリ

ングの結果を記録し、当該記録を当該サービスの提供

に係る介護予防サービス計画を作成した指定介護予防

支援事業者に報告しなければならない。 

十一 指定介護予防通所介護事業所の管理者は、モニタ

リングの結果を踏まえ、必要に応じて介護予防通所介

護計画の変更を行うものとする。 

十二 第一号から第十号までの規定は、前号に規定する

介護予防通所介護計画の変更について準用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当たっては、介護技術の進歩に対応した適切なサー

ビスが提供できるよう、常に新しい技術を習得する

等、研鑽を行うべきものであることとしたものであ

る。 

(ｵ) 同条第９号から第１１号は、事業者に対して介

護予防サービスの提供状況等について介護予防支

援事業者に対する報告の義務づけを行うとともに、

介護予防通所介護計画に定める計画期間終了後の

当該計画の実施状況の把握（モニタリング）を義務

付けるものである。介護予防支援事業者に対する実

施状況等の報告については、サービスが介護予防サ

ービス計画に即して適切に提供されているかどう

か、また、当該計画策定時から利用者の状態等が大

きく異なることとなっていないか等を確認するた

めに行うものであり、毎月行うこととしている。 

また、併せて、事業者は介護予防通所介護計画に

定める計画期間が終了するまでに１回はモニタリ

ングを行い、利用者の介護予防通所介護計画に定め

る目標の達成状況の把握等を行うこととしており、

当該モニタリングの結果により、解決すべき課題の

変化が認められる場合等については、担当する介護

予防支援事業者等とも相談の上、必要に応じて当該

介護予防通所介護計画の変更を行うこととしたも

のである。 
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 （指定介護予防通所介護の提供に当たっての留意点） 

第百十一条 指定介護予防通所介護の提供に当たっては、

介護予防の効果を最大限高める観点から、規則で定める

事項に留意しながら行わなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （安全管理体制等の確保） 

第百十二条 指定介護予防通所介護事業者は、サービスの

 

 （指定介護予防通所介護の提供に当たっての留意点） 

第三十七条 条例第百十一条の規則で定める事項は、次に

掲げる事項とする。 

一 指定介護予防通所介護事業者は、サービスの提供に

当たり、介護予防支援におけるアセスメント（指定介

護予防支援等基準第三十条第七号に規定するアセスメ

ントをいう。以下同じ。）において把握された課題、指

定介護予防通所介護の提供による当該課題に係る改善

状況等を踏まえつつ、効率的かつ柔軟なサービスの提

供に努めること。 

二 指定介護予防通所介護事業者は、運動器機能向上サ

ービス、栄養改善サービスまたは口腔機能向上サービ

スを提供するに当たっては、国内外の文献等において

有効性が確認されている等の適切なものとすること。 

三 指定介護予防通所介護事業者は、サービスの提供に

当たり、利用者が虚弱な高齢者であることに十分に配

慮し、利用者に危険が伴うような強い負荷を伴うサー

ビスの提供は行わないとともに、条例第百十二条に規

定する安全管理体制等の確保を図ること等を通じて、

利用者の安全面に最大限配慮すること。 
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提供を行っているときに利用者に病状の急変等が生じた

場合に備え、緊急時マニュアル等を作成し、その事業所

内の従業者に周知徹底を図るとともに、速やかに主治の

医師への連絡を行えるよう、緊急時の連絡方法をあらか

じめ定めておかなければならない。 

２ 指定介護予防通所介護事業者は、サービスの提供に当

たり、転倒等を防止するための環境整備に努めなければ

ならない。 

３ 指定介護予防通所介護事業者は、サービスの提供に当

たり、事前に脈拍や血圧等を測定する等利用者の当日の

体調を確認するとともに、無理のない適度なサービスの

内容とするよう努めなければならない。 

４ 指定介護予防通所介護事業者は、サービスの提供を行

っているときにおいても、利用者の体調の変化に常に気

を配り、病状の急変等が生じた場合その他必要な場合に

は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置

を講じなければならない。 

 

第六節 基準該当介護予防サービスに関する基準 

 

 （従業者） 

第百十三条 基準該当介護予防サービスに該当する介護予

防通所介護またはこれに相当するサービス（以下「基準

該当介護予防通所介護」という。）の事業を行う者（以下

「基準該当介護予防通所介護事業者」という。）が当該事

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （基準該当介護予防通所介護事業所の従業者の員数） 

第三十八条 条例第百十三条第二項に規定する規則で定め

る基準は、員数が次の各号に掲げる介護予防通所介護従

業者の区分に応じ、当該各号に定める数であることとす

る。 
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業を行う事業所（以下「基準該当介護予防通所介護事業

所」という。）ごとに置くべき従業者（以下この節におい

て「介護予防通所介護従業者」という。）は、次のとおり

とする。 

一 生活相談員 

二 看護職員 

三 介護職員 

四 機能訓練指導員 

２ 前項各号に掲げる介護予防通所介護従業者の員数その

他の配置の基準は、規則で定める。 

３ 基準該当介護予防通所介護の事業と基準該当通所介護

（指定居宅サービス等基準条例第百三十二条第一項に規

定する基準該当通所介護をいう。以下同じ。）の事業とが、

同一の事業者により同一の事業所において一体的に運営

されている場合については、同条第一項および第二項に

規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前二

項に規定する基準を満たしているものとみなすことがで

きる。 

 

 

 

 

 

 

 

一 生活相談員 基準該当介護予防通所介護の提供日ご

とに、当該基準該当介護予防通所介護を提供している

時間帯に生活相談員（専ら当該基準該当介護予防通所

介護の提供に当たる者に限る。）が勤務している時間数

の合計数を当該基準該当介護予防通所介護を提供して

いる時間帯の時間数で除して得た数が一以上確保され

るために必要と認められる数 

二 看護職員 基準該当介護予防通所介護の単位ごと

に、専ら当該基準該当介護予防通所介護の提供に当た

る看護職員が一以上確保されるために必要と認められ

る数 

三 介護職員 基準該当介護予防通所介護の単位ごと

に、当該基準該当介護予防通所介護を提供している時

間帯に介護職員（専ら当該基準該当介護予防通所介護

の提供に当たる者に限る。）が勤務している時間数の合

計数を当該基準該当介護予防通所介護を提供している

時間数（次項において「提供単位時間数」という。）で

除して得た数が利用者の数が十五人までの場合にあっ

ては一以上、利用者の数が十五人を超える場合にあっ

ては十五人を超える部分の数を五で除して得た数に一

を加えた数以上確保されるために必要と認められる数 

四 機能訓練指導員 一以上 

２ 当該基準該当介護予防通所介護事業所の利用定員（当

該基準該当介護予防通所介護事業所において同時に基準

該当介護予防通所介護の提供を受けることができる利用
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者の数の上限をいう。以下この条および次条において同

じ。）が十人以下である場合にあっては、前項の規定にか

かわらず、看護職員および介護職員の員数を、基準該当

介護予防通所介護の単位ごとに、当該基準該当介護予防

通所介護を提供している時間帯に看護職員または介護職

員（いずれも専ら当該基準該当介護予防通所介護の提供

に当たる者に限る。）が勤務している時間数の合計数を提

供単位時間数で除して得た数が一以上確保されるために

必要と認められる数とすることができる。 

３ 基準該当介護予防通所介護事業者は、基準該当介護予

防通所介護の単位ごとに、第一項第三号の介護職員（前

項の適用を受ける場合にあっては、同項の看護職員また

は介護職員。次項において同じ。）を、常時一人以上当該

基準該当介護予防通所介護に従事させなければならな

い。 

４ 第一項および第二項の規定にかかわらず、介護職員は、

利用者の処遇に支障がない場合は、他の基準該当介護予

防通所介護の単位の介護職員として従事することができ

るものとする。 

５ 前各項の基準該当介護予防通所介護の単位は、基準該

当介護予防通所介護であってその提供が同時に一または

複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。 

６ 第一項第四号の機能訓練指導員は、日常生活を営むの

に必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を

有する者とし、当該基準該当介護予防通所介護事業所の
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 （管理者） 

第百十四条 基準該当介護予防通所介護事業所は、専らそ

の職務に従事する管理者を置かなければならない。ただ

し、基準該当介護予防通所介護事業所の管理上支障がな

い場合は、当該基準該当介護予防通所介護事業所の他の

職務に従事し、または同一敷地内にある他の事業所、施

設等の職務に従事することができるものとする。 

 

 （設備および備品等） 

第百十五条 基準該当介護予防通所介護事業所には、食事

を行う場所、機能訓練を行う場所、静養のための場所、

生活相談のための場所、事務連絡のための場所を確保す

るとともに、消火設備その他の非常災害に際して必要な

設備ならびに基準該当介護予防通所介護の提供に必要な

その他の設備および備品等を備えなければならない。 

２ 前項に規定するもののほか、基準該当介護予防通所介

護事業所の設備の基準は、規則で定める。 

３ 第一項に掲げる設備は、専ら当該基準該当介護予防通

所介護の事業の用に供するものでなければならない。た

だし、利用者（当該基準該当介護予防通所介護事業者が

基準該当介護予防通所介護の事業と基準該当通所介護の

事業を同一の事業所において一体的に運営している場合

他の職務に従事することができるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （基準該当介護予防通所介護事業所の設備の基準） 

第三十九条 条例第百十五条第二項に規定する規則で定め

る基準は、次のとおりとする。 

一 食事を行う場所および機能訓練を行う場所 

イ 食事を行う場所および機能訓練を行う場所は、そ

れぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した

面積は、三平方メートルに利用定員を乗じて得た面

積以上とすること。 

ロ イにかかわらず、食事を行う場所および機能訓練

を行う場所は、食事の提供の際にはその提供に支障

がない広さを確保でき、かつ、機能訓練を行う際に

はその実施に支障がない広さを確保できる場合に

あっては、同一の場所とすることができる。 

二 生活相談を行う場所 遮へい物の設置等により相談
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にあっては、当該事業所における基準該当介護予防通所

介護または基準該当通所介護の利用者。）に対する基準該

当介護予防通所介護の提供に支障がない場合は、この限

りでない。 

４ 基準該当介護予防通所介護の事業と基準該当通所介護

の事業とが、同一の事業所において一体的に運営される

場合については、指定居宅サービス等基準条例第百三十

四条第一項から第三項までに規定する設備に関する基準

をもって、前三項に規定する基準を満たしているものと

みなすことができる。 

 

 （準用） 

第百十六条 第九条から第十五条まで、第十七条、第十八

条、第二十条、第二十二条、第二十四条、第二十五条、

第三十一条から第三十四条まで、第三十五条（第五項お

よび第六項を除く。）、第三十六条から第三十八条までお

よび第五十四条ならびに第一節、第四節（第百一条第一

項および第百八条を除く。）および前節の規定は、基準該

当介護予防通所介護の事業について準用する。この場合

において、第九条および第三十一条中「第二十七条」と

あるのは「第百十六条において準用する第百二条」と、

「訪問介護員等」とあるのは「介護予防通所介護従業者」

と、第二十条中「内容、当該指定介護予防訪問介護につ

いて法第五十三条第四項の規定により利用者に代わって

支払を受ける介護予防サービス費の額」とあるのは「内

の内容が漏えいしないよう配慮されていること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（準用） 

第四十条 第三条、第四条、第三十三条、第三十四条、第

三十六条および第三十七条の規定は、基準該当介護予防

通所介護の事業について準用する。 
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容」と、第二十二条中「法定代理受領サービスに該当し

ない指定介護予防訪問介護」とあるのは「基準該当介護

予防通所介護」と、第三十一条中「訪問介護員等」とあ

るのは「介護予防通所介護従業者」と、第百一条第二項

中「法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防通

所介護」とあるのは「基準該当介護予防通所介護」と、

同条第三項中「前二項」とあるのは「前項」と読み替え

るものとする。 

 

第八章 介護予防通所リハビリテーション 

第一節 基本方針 

 

第百十七条 指定介護予防サービスに該当する介護予防通

所リハビリテーション（以下「指定介護予防通所リハビ

リテーション」という。）の事業は、その利用者が可能な

限りその居宅において、自立した日常生活を営むことが

できるよう、理学療法、作業療法その他必要なリハビリ

テーションを行うことにより、利用者の心身機能の維持

回復を図り、もって利用者の生活機能の維持または向上

を目指すものでなければならない。 

 

第二節 人員に関する基準 

 

第百十八条 指定介護予防通所リハビリテーションの事業

を行う者（以下「指定介護予防通所リハビリテーション

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第八章 介護予防通所リハビリテーション 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （従業者の員数） 

第四十一条 条例第百十八条第二項に規定する規則で定め

る基準は、員数が次の各号に掲げる介護予防通所リハビ
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事業者」という。）が、当該事業を行う事業所（以下「指

定介護予防通所リハビリテーション事業所」という。）ご

とに置くべき指定介護予防通所リハビリテーションの提

供に当たる従業者（以下「介護予防通所リハビリテーシ

ョン従業者」という。）は、次のとおりとする。 

一 医師 

二 理学療法士、作業療法士もしくは言語聴覚士または

看護師もしくは准看護師（以下この章において「看護

職員」という。）もしくは介護職員 

２ 前項各号に掲げる介護予防通所リハビリテーション従

業者の員数その他の配置の基準は、規則で定める。 

３ 指定介護予防通所リハビリテーション事業者が指定通

所リハビリテーション事業者（指定居宅サービス等基準

条例第百三十七条第一項に規定する指定通所リハビリテ

ーション事業者をいう。以下同じ。）の指定を併せて受け、

かつ、指定介護予防通所リハビリテーションの事業と指

定通所リハビリテーション（指定居宅サービス等基準条

例第百三十六条に規定する指定通所リハビリテーション

をいう。以下同じ。）の事業とが同一の事業所において一

体的に運営されている場合については、指定居宅サービ

ス等基準条例第百三十七条第一項および第二項に規定す

る人員に関する基準を満たすことをもって、前二項に規

定する基準を満たしているものとみなすことができる。 

 

 

リテーション従業者の区分に応じ、当該各号に定める数

であることとする。 

一 医師 指定介護予防通所リハビリテーションの提供

に当たらせるために必要な一以上の数 

二 理学療法士、作業療法士もしくは言語聴覚士または

看護職員もしくは介護職員 次に掲げる基準を満たす

ために必要と認められる数 

イ 指定介護予防通所リハビリテーションの単位ご

とに、利用者の数が十人以下の場合は、その提供を

行う時間帯（以下この条において「提供時間」とい

う。）を通じて専ら当該指定介護予防通所リハビリ

テーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士

もしくは言語聴覚士または看護職員もしくは介護

職員の数が一以上確保されていること、または、利

用者の数が十人を超える場合は、提供時間を通じて

専ら当該指定介護予防通所リハビリテーションの

提供に当たる理学療法士、作業療法士もしくは言語

聴覚士または看護職員もしくは介護職員が、利用者

の数を十で除した数以上確保されていること。 

ロ イに掲げる人員のうち専らリハビリテーション

の提供に当たる理学療法士、作業療法士または言語

聴覚士が、利用者が百またはその端数を増すごとに

一以上確保されていること。 

２ 指定介護予防通所リハビリテーション事業所が診療所

である場合は、前項第二号の規定にかかわらず、次のと
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第三節 設備に関する基準 

 

第百十九条 指定介護予防通所リハビリテーション事業所

おりとすることができる。 

一 指定介護予防通所リハビリテーションの単位ごと

に、利用者の数が十人以下の場合は、提供時間帯を通

じて専ら当該指定介護予防通所リハビリテーションの

提供に当たる理学療法士、作業療法士もしくは言語聴

覚士または看護職員もしくは介護職員が一以上確保さ

れていること、または、利用者の数が十人を超える場

合は、提供時間を通じて専ら当該指定介護予防通所リ

ハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療

法士もしくは言語聴覚士または看護職員もしくは介護

職員が、利用者の数を十で除した数以上確保されてい

ること。 

二 前号に掲げる人員のうち専ら当該指定介護予防通所

リハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業

療法士もしくは言語聴覚士または介護予防通所リハビ

リテーションもしくはこれに類するサービスに一年以

上従事した経験を有する看護師が、常勤換算方法で、

〇・一以上確保されること。 

３ 第一項第一号の医師は、常勤でなければならない。 
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は、指定介護予防通所リハビリテーションを行うにふさ

わしい専用の部屋等であって、三平方メートルに利用定

員（当該指定介護予防通所リハビリテーション事業所に

おいて同時に指定介護予防通所リハビリテーションの提

供を受けることができる利用者（当該指定介護予防通所

リハビリテーション事業者が指定通所リハビリテーショ

ン事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予防通所

リハビリテーションの事業と指定通所リハビリテーショ

ンの事業とが同一の事業所において一体的に運営されて

いる場合にあっては、当該事業所における指定介護予防

通所リハビリテーションまたは指定通所リハビリテーシ

ョンの利用者）の数の上限をいう。以下この節および次

節において同じ。）を乗じた面積以上のものを有しなけれ

ばならない。ただし、当該指定介護予防通所リハビリテ

ーション事業所が介護老人保健施設である場合にあって

は、当該専用の部屋等の面積に利用者用に確保されてい

る食堂（リハビリテーションに供用されるものに限る。）

の面積を加えるものとする。 

２ 指定介護予防通所リハビリテーション事業所は、消火

設備その他の非常災害に際して必要な設備ならびに指定

介護予防通所リハビリテーションを行うために必要な専

用の機械および器具を備えなければならない。 

３ 指定介護予防通所リハビリテーション事業者が指定通

所リハビリテーション事業者の指定を併せて受け、かつ、

指定介護予防通所リハビリテーションの事業と指定通所
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リハビリテーションの事業とが同一の事業所において一

体的に運営されている場合については、指定居宅サービ

ス等基準条例第百三十八条第一項および第二項に規定す

る設備に関する基準を満たすことをもって、前二項に規

定する基準を満たしているものとみなすことができる。 

 

第四節 運営に関する基準 

 

 （管理者等の責務） 

第百二十条 指定介護予防通所リハビリテーション事業所

の管理者は、医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚

士または専ら指定介護予防通所リハビリテーションの提

供に当たる看護師のうちから選任した者に、必要な管理

の代行をさせることができる。 

２ 指定介護予防通所リハビリテーション事業所の管理者

または前項の管理を代行する者は、指定介護予防通所リ

ハビリテーション事業所の従業者にこの節および次節の

規定を遵守させるための必要な指揮命令を行うものとす

る。 

 

 （運営規程） 

第百二十一条 指定介護予防通所リハビリテーション事業

者は、指定介護予防通所リハビリテーション事業所ごと

に、事業の運営についての重要事項であって規則で定め

るものに関する規程を定めておかなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （運営規程に定める事項） 

第四十二条 条例第百二十一条の規則で定める重要事項

は、次に掲げる事項とする。 

一 事業の目的および運営の方針 

二 従業者の職種、員数および職務の内容 
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 （衛生管理等） 

第百二十二条 指定介護予防通所リハビリテーション事業

者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備または

飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、または

衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品および医療

機器の管理を適正に行わなければならない。 

２ 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、当該

事業所において感染症が発生し、またはまん延しないよ

うに必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

 

 （記録の整備） 

第百二十三条 指定介護予防通所リハビリテーション事業

者は、従業者、設備、備品および会計に関する諸記録を

整備しておかなければならない。 

三 営業日および営業時間 

四 指定介護予防通所リハビリテーションの利用定員 

五 指定介護予防通所リハビリテーションの内容および

利用料その他の費用の額 

六 通常の事業の実施地域 

七 サービス利用に当たっての留意事項 

八 非常災害対策 

九 その他運営に関する重要事項 
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２ 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、利用

者に対する指定介護予防通所リハビリテーションの提供

に関する次の各号に掲げる記録を整備し、第一号および

第二号の記録についてはその完結の日から五年間、その

他の記録についてはその完結の日から二年間保存しなけ

ればならない。 

一 介護予防通所リハビリテーション計画 

二 次条において準用する第二十条第二項に規定する提

供した具体的なサービスの内容等の記録 

三 次条において準用する第二十四条に規定する市町村

への通知に係る記録 

四 次条において準用する第三十五条第二項に規定する

苦情の内容等の記録 

五 次条において準用する第三十七条第二項に規定する

事故の状況および事故に際して採った処置についての

記録 

 

 （準用） 

第百二十四条 第九条から第十四条まで、第十六条から第

十八条まで、第二十条、第二十二条、第二十四条、第二

十五条、第三十一条、第三十二条、第三十四条から第三

十八条まで、第六十九条、第百一条および第百三条から

第百五条までの規定は、指定介護予防通所リハビリテー

ションの事業について準用する。この場合において、こ

れらの規定中「訪問介護員等」とあるのは「介護予防通

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （準用） 

第四十三条 第三条、第四条および第三十三条の規定は、

指定介護予防通所リハビリテーションの事業について準

用する。 
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所リハビリテーション従業者」と、第九条および第三十

一条中「第二十七条」とあるのは「第百二十一条」と、

第十四条中「心身の状況」とあるのは「心身の状況、病

歴」と、第百三条第三項中「介護予防通所介護従業者」

とあるのは「介護予防通所リハビリテーション従業者」

と読み替えるものとする。 

 

第五節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基

準 

 

 （指定介護予防通所リハビリテーションの基本取扱方針） 

第百二十五条 指定介護予防通所リハビリテーションは、

利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計

画的に行われなければならない。 

２ 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、自ら

その提供する指定介護予防通所リハビリテーションの質

の評価を行うとともに、主治の医師または歯科医師とも

連携を図りつつ、常にその改善を図らなければならない。 

３ 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、指定

介護予防通所リハビリテーションの提供に当たり、単に

利用者の運動器の機能の向上、栄養状態の改善、口腔機

能の向上等の特定の心身機能に着目した改善等を目的と

するものではなく、当該心身機能の改善等を通じて、利

用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常

生活を営むことができるよう支援することを目的とする

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ア 指定介護予防通所リハビリテーションの基本取

扱方針 

予防基準条例第１２５条にいう指定介護予防通

所リハビリテーションの基本取扱方針について、特

に留意すべきところは、次のとおりである。 

(ｱ) 介護予防通所リハビリテーションの提供に当

たっては、介護予防とは、単に高齢者の運動機能

や栄養改善といった特定の機能の改善だけを目

指すものではなく、これらの心身機能の改善や環

境調整等を通じて、１人ひとりの高齢者ができる

限り要介護状態にならないで自立した日常生活

を営むことができるよう支援することを目的と

して行われるものであることに留意しつつ行う

こと。 

(ｲ) 介護予防の十分な効果を高める観点からは、

利用者の主体的な取組が不可欠であることから、
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ものであることを常に意識してサービスの提供に当たら

なければならない。 

４ 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、利用

者がその有する能力を最大限活用することができるよう

な方法によるサービスの提供に努めなければならない。 

５ 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、指定

介護予防通所リハビリテーションの提供に当たり、利用

者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の

様々な方法により、利用者が主体的に事業に参加するよ

う適切な働きかけに努めなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （指定介護予防通所リハビリテーションの具体的取扱方

針） 

第百二十六条 指定介護予防通所リハビリテーションの方

針は、第百十七条に規定する基本方針および前条に規定

する基本取扱方針に基づき、規則で定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （指定介護予防通所リハビリテーションの具体的取扱方

針） 

第四十四条 条例第百二十六条に規定する規則で定める方

針は、次に掲げるとおりとする。 

一 指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当た

っては、主治の医師または歯科医師からの情報伝達や

サービスの提供に当たっては、利用者の意欲が高

まるようコミュニケーションの取り方をはじめ、

様々な工夫をして、適切な働きかけを行うよう努

めること。 

(ｳ) サービスの提供に当たって、利用者ができな

いことを単に補う形でのサービス提供は、かえっ

て利用者の生活機能の低下を引き起こし、サービ

スへの依存を生み出している場合があるとの指

摘を踏まえ、「利用者の自立の可能性を最大限引

き出す支援を行う」ことを基本として、利用者の

できる能力を阻害するような不適切なサービス

提供をしないよう配慮すること。 

(ｴ) 提供された介護予防サービスについては、介

護予防通所リハビリテーション計画に定める目

標達成の度合いや利用者およびその家族の満足

度等について常に評価を行うなど、その改善を図

らなければならないものであること。 

 

 イ 指定介護予防通所リハビリテーションの具体的

取扱方針 

(ｱ) 予防基準規則第４４条第１号および第２号

は、医師等の従業者は、介護予防通所リハビリテ

ーション計画を作成しなければならないことと

したものである。介護予防通所リハビリテーショ

ン計画の作成に当たっては、主治医または主治の



【3段表】指定介護予防サービス.docx 108/242 

条例 規則 解釈通知 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サービス担当者会議を通じる等の適切な方法により、

利用者の病状、心身の状況、その置かれている環境等

利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うもの

とする。 

二 医師および理学療法士、作業療法士その他専ら指定

介護予防通所リハビリテーションの提供に当たる介護

予防通所リハビリテーション従業者（以下この条にお

いて「医師等の従業者」という。）は、診療または運動

機能検査、作業能力検査等を基に、共同して、利用者

の心身の状況、希望およびその置かれている環境を踏

まえて、リハビリテーションの目標、当該目標を達成

するための具体的なサービスの内容、サービスの提供

を行う期間等を記載した介護予防通所リハビリテーシ

ョン計画を作成しなければならない。 

三 医師等の従業者は、介護予防通所リハビリテーショ

ン計画の作成に当たっては、既に介護予防サービス計

画が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って

作成しなければならない。 

四 医師等の従業者は、介護予防通所リハビリテーショ

ン計画の作成に当たっては、その内容について利用者

またはその家族に対して説明し、利用者の同意を得な

ければならない。 

五 医師等の従業者は、介護予防通所リハビリテーショ

ン計画を作成した際には、当該介護予防通所リハビリ

テーション計画を利用者に交付しなければならない。 

歯科医師からの情報伝達やサービス担当者会議

を通じる等の適切な方法により、利用者の状況を

把握・分析し、介護予防通所リハビリテーション

の提供によって解決すべき問題状況を明らかに

し（アセスメント）、これに基づき、支援の方向

性や目標を明確にし、提供するサービスの具体的

内容、所要時間、日程等を明らかにするものとす

る。なお、介護予防通所リハビリテーション計画

の様式については、事業所ごとに定めるもので差

し支えない。 

(ｲ) 同条第３号は、介護予防通所リハビリテーシ

ョン計画は、介護予防サービス計画に沿って作成

されなければならないこととしたものである。 

なお、介護予防通所リハビリテーション計画の

作成後に介護予防サービス計画が作成された場

合は、当該介護予防通所リハビリテーション計画

が介護予防サービス計画に沿ったものであるか

確認し、必要に応じて変更するものとする。 

(ｳ) 同条第４号から第７号は、サービス提供に当

たっての利用者またはその家族に対する説明に

ついて定めたものである。即ち、介護予防通所リ

ハビリテーション計画は、利用者の日常生活全般

の状況および希望を踏まえて作成されなければ

ならないものであり、その内容について説明を行

った上で利用者の同意を得ることを義務づける
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六 指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当た

っては、介護予防通所リハビリテーション計画に基づ

き、利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うも

のとする。 

七 指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当た

っては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者または

その家族に対し、リハビリテーションの観点から療養

上必要とされる事項について、理解しやすいように指

導または説明を行うものとする。 

八 指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当た

っては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術を

もってサービスの提供を行うものとする。 

九 医師等の従業者は、介護予防通所リハビリテーショ

ン計画に基づくサービスの提供の開始時から、少なく

とも一月に一回は、当該介護予防通所リハビリテーシ

ョン計画に係る利用者の状態、当該利用者に対するサ

ービスの提供状況等について、当該サービスの提供に

係る介護予防サービス計画を作成した指定介護予防支

援事業者に報告するとともに、当該介護予防通所リハ

ビリテーション計画に記載したサービスの提供を行う

期間が終了するまでに、少なくとも一回は、当該介護

予防通所リハビリテーション計画の実施状況の把握

（以下この条において「モニタリング」という。）を行

うものとする。 

十 医師等の従業者は、モニタリングの結果を記録し、

ことにより、サービス内容等への利用者の意向の

反映の機会を保障しようとするものである。医師

等の従業者は、介護予防通所リハビリテーション

計画の目標や内容等について、利用者またはその

家族に、理解しやすい方法で説明を行うととも

に、その実施状況や評価についても説明を行うも

のとする。 

また、介護予防通所リハビリテーション計画を

作成した際には、遅滞なく利用者に交付しなけれ

ばならならず、当該介護予防通所リハビリテーシ

ョン計画は、予防基準条例第１２３条第２項の規

定に基づき、５年間保存しなければならないこと

としている。 

(ｴ) 同条第８号は、指定介護予防通所リハビリテ

ーションの提供に当たっては、介護技術の進歩に

対応した適切なサービスが提供できるよう、常に

新しい技術を習得する等、研鑽を行うべきもので

あることとしたものである。 

(ｵ) 同条第９号から第１１号は、事業者に対して

介護予防サービスの提供状況等について介護予

防支援事業者に対する報告の義務づけを行うと

ともに、介護予防通所リハビリテーション計画に

定める計画期間終了後の当該計画の実施状況の

把握（モニタリング）を義務づけるものである。

介護予防支援事業者に対する実施状況等の報告
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 （指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たっ

ての留意点） 

第百二十七条 指定介護予防通所リハビリテーションの提

供に当たっては、介護予防の効果を最大限高める観点か

ら、規則で定める事項に留意しながら行わなければなら

ない。 

 

 

当該記録を当該サービスの提供に係る介護予防サービ

ス計画を作成した指定介護予防支援事業者に報告しな

ければならない。 

十一 医師等の従業者は、モニタリングの結果を踏まえ、

必要に応じて介護予防通所リハビリテーション計画の

変更を行うものとする。 

十二 第一号から第十号までの規定は、前号に規定する

介護予防通所リハビリテーション計画の変更について

準用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たっ

ての留意点） 

第四十五条 条例第百二十七条に規定する規則で定める事

項は、次のとおりとする。 

一 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、サ

ービスの提供に当たり、介護予防支援におけるアセス

メントにおいて把握された課題、指定介護予防通所リ

ハビリテーションの提供による当該課題に係る改善状

については、サービスが介護予防サービス計画に

即して適切に提供されているかどうか、また、当

該計画策定時から利用者の状態等が大きく異な

ることとなっていないか等を確認するために行

うものであり、毎月行うこととしている。 

また、併せて、事業者は介護予防通所リハビリ

テーション計画に定める計画期間が終了するま

でに１回はモニタリングを行い、利用者の介護予

防通所リハビリテーション計画に定める目標の

達成状況の把握等を行うこととしており、当該モ

ニタリングの結果により、解決すべき課題の変化

が認められる場合等については、担当する介護予

防支援事業者等とも相談の上、必要に応じて当該

介護予防通所リハビリテーション計画の変更を

行うこととしたものである。 
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 （安全管理体制等の確保） 

第百二十八条 指定介護予防通所リハビリテーション事業

者は、サービスの提供を行っているときに利用者に病状

の急変等が生じた場合に備え、緊急時マニュアル等を作

成し、事業所内の従業者に周知徹底を図るとともに、速

やかに主治の医師への連絡を行えるよう、緊急時の連絡

方法をあらかじめ定めておかなければならない。 

２ 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、サー

ビスの提供に当たり、転倒等を防止するための環境整備

況等を踏まえつつ、効率的かつ柔軟なサービスの提供

に努めること。 

二 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、運

動器機能向上サービス、栄養改善サービスまたは口腔

機能向上サービスを提供するに当たっては、国内外の

文献等において有効性が確認されている等の適切なも

のとすること。 

三 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、サ

ービスの提供に当たり、利用者が虚弱な高齢者である

ことに十分に配慮し、利用者に危険が伴うような強い

負荷を伴うサービスの提供は行わないとともに、条例

第百二十八条に規定する安全管理体制等の確保を図る

こと等を通じて、利用者の安全面に最大限配慮するこ

と。 
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に努めなければならない。 

３ 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、サー

ビスの提供に当たり、事前に脈拍や血圧等を測定する等

利用者の当日の体調を確認するとともに、無理のない適

度なサービスの内容とするよう努めなければならない。 

４ 指定介護予防通所リハビリテーション事業者は、サー

ビスの提供を行っているときにおいても、利用者の体調

の変化に常に気を配り、病状の急変等が生じた場合その

他必要な場合には、速やかに主治の医師への連絡を行う

等の必要な措置を講じなければならない。 

 

第九章 介護予防短期入所生活介護 

第一節 基本方針 

 

第百二十九条 指定介護予防サービスに該当する介護予防

短期入所生活介護（以下「指定介護予防短期入所生活介

護」という。）の事業は、その利用者が可能な限りその居

宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、

入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援

および機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の

維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持または

向上を目指すものでなければならない。 

 

第二節 人員に関する基準 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第九章 介護予防短期入所生活介護 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 指定介護予防短期入所生活介護 
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 （従業者） 

第百三十条 指定介護予防短期入所生活介護の事業を行う

者（以下「指定介護予防短期入所生活介護事業者」とい

う。）が当該事業を行う事業所（以下「指定介護予防短期

入所生活介護事業所」という。）ごとに置くべき指定介護

予防短期入所生活介護の提供に当たる従業者（以下この

節から第五節までにおいて「介護予防短期入所生活介護

従業者」という。）は、次のとおりとする。ただし、規則

で定める場合は、第四号の栄養士を置かないことができ

る。 

一 医師 

二 生活相談員 

三 介護職員または看護師もしくは准看護師（以下この

章において「看護職員」という。） 

四 栄養士 

五 機能訓練指導員 

六 調理員その他の従業者 

２ 前項各号に掲げる介護予防短期入所生活介護従業者の

員数その他の配置の基準は、規則で定める。 

３ 指定介護予防短期入所生活介護事業者が指定短期入所

生活介護事業者（指定居宅サービス等基準条例第百四十

八条第一項に規定する指定短期入所生活介護事業者をい

う。以下同じ。）の指定を併せて受け、かつ、指定介護予

防短期入所生活介護の事業と指定短期入所生活介護（指

定居宅サービス等基準条例第百四十七条に規定する指定

 （従業者の員数） 

第四十六条 条例第百三十条第一項ただし書の規則で定め

る場合は、次に掲げる要件の全てを満たす場合とする。 

一 利用定員が四十人を超えない指定介護予防短期入所

生活介護事業所であること。 

二 他の社会福祉施設等の栄養士との連携を図ることに

より当該指定介護予防短期入所生活介護事業所の効果

的な運営を期待することができること。 

三 利用者の処遇に支障がないこと。 

２ 条例第百三十条第二項に規定する規則で定める基準

は、員数が次の各号に掲げる介護予防短期入所生活介護

従業者の区分に応じ、当該各号に定める数であることと

する。 

一 医師 一人以上 

二 生活相談員 常勤換算方法で、利用者の数が百また

はその端数を増すごとに一人以上 

三 介護職員または看護職員 常勤換算方法で、利用者

の数が三またはその端数を増すごとに一人以上 

四 栄養士 一人以上 

五 機能訓練指導員 一人以上 

六 調理員その他の従業者 当該指定介護予防短期入所

生活介護事業所の実情に応じた適当数 

３ 特別養護老人ホームであって、その全部または一部が

入所者に利用されていない居室を利用して指定介護予防

短期入所生活介護の事業を行うものに置くべき前項各号
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短期入所生活介護をいう。以下同じ。）の事業とが同一の

事業所において一体的に運営されている場合について

は、指定居宅サービス等基準条例第百四十八条第一項お

よび第二項に規定する人員に関する基準を満たすことを

もって、前二項に規定する基準を満たしているものとみ

なすことができる。 

４ 地域密着型特別養護老人ホームまたは指定地域密着型

介護老人福祉施設に指定介護予防短期入所生活介護事業

所が併設される場合においては、当該指定介護予防短期

入所生活介護事業所の医師については、当該地域密着型

特別養護老人ホームまたは指定地域密着型介護老人福祉

施設の医師により当該指定介護予防短期入所生活介護事

業所の利用者（当該指定介護予防短期入所生活介護事業

者が指定短期入所生活介護事業者の指定を併せて受け、

かつ、指定介護予防短期入所生活介護の事業と指定短期

入所生活介護の事業とが同一の事業所において一体的に

運営されている場合にあっては、当該事業所における指

定介護予防短期入所生活介護または指定短期入所生活介

護の利用者。以下この節および次節ならびに第百四十条

において同じ。）の健康管理が適切に行われると認められ

るときは、これを置かないことができる。 

５ 地域密着型特別養護老人ホームまたは指定地域密着型

介護老人福祉施設に指定介護予防短期入所生活介護事業

所が併設される場合においては、当該指定介護予防短期

入所生活介護事業所の生活相談員、栄養士または機能訓

に掲げる介護予防短期入所生活介護従業者の員数は、同

項の規定にかかわらず、これらの従業者について利用者

を当該特別養護老人ホームの入所者とみなした場合にお

ける老人福祉法（昭和三十八年法律第百三十三号）に規

定する特別養護老人ホームとして必要とされる数が確保

されるために必要な数以上とする。 

４ 第二項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただ

し、新規に指定を受ける場合は、推定数による。 

５ 併設事業所については、老人福祉法、医療法（昭和二

十三年法律第二百五号）または法に規定する特別養護老

人ホーム等として必要とされる数の従業者に加えて、第

二項各号に掲げる介護予防短期入所生活介護従業者を確

保するものとする。 

６ 第二項第二号の生活相談員ならびに同項第三号の介護

職員および看護職員のそれぞれのうち一人は、常勤でな

ければならない。ただし、利用定員が二十人未満である

併設事業所の場合にあっては、この限りでない。 

７ 第二項第五号の機能訓練指導員は、日常生活を営むの

に必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を

有する者とし、当該指定介護予防短期入所生活介護事業

所の他の職務に従事することができるものとする。 
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練指導員については、当該地域密着型特別養護老人ホー

ムまたは指定地域密着型介護老人福祉施設の生活相談

員、栄養士または機能訓練指導員により当該指定介護予

防短期入所生活介護事業所の利用者の処遇が適切に行わ

れると認められるときは、これを置かないことができる。 

 

 （管理者） 

第百三十一条 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、

指定介護予防短期入所生活介護事業所ごとに専らその職

務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。た

だし、指定介護予防短期入所生活介護事業所の管理上支

障がない場合は、当該指定介護予防短期入所生活介護事

業所の他の職務に従事し、または同一敷地内にある他の

事業所、施設等の職務に従事することができるものとす

る。 

 

第三節 設備に関する基準 

 

 （利用定員等） 

第百三十二条 指定介護予防短期入所生活介護事業所は、

その利用定員（当該指定介護予防短期入所生活介護事業

所において同時に指定介護予防短期入所生活介護の提供

を受けることができる利用者の数の上限をいう。以下こ

の節および次節において同じ。）を二十人以上とし、指定

介護予防短期入所生活介護の事業の専用の居室を設ける

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （条例第百三十二条第一項の適用を受けない特別養護老

人ホーム） 

第四十七条 条例第百三十二条第一項ただし書の規則で定

める特別養護老人ホームは、前条第三項の規定の適用を

受ける特別養護老人ホームとする。 
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ものとする。ただし、特別養護老人ホーム（老人福祉法

（昭和三十八年法律第百三十三号）第二十条の五に規定

する特別養護老人ホームをいう。以下同じ。）であって規

則で定めるものにあっては、この限りでない。 

２ 併設事業所（特別養護老人ホーム、養護老人ホーム（老

人福祉法第二十条の四に規定する養護老人ホームをい

う。以下同じ。）、病院、診療所、介護老人保健施設、特

定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活

介護または介護予防特定施設入居者生活介護の指定を受

けている施設（以下「特別養護老人ホーム等」という。）

に併設される指定介護予防短期入所生活介護事業所であ

って、当該特別養護老人ホーム等と一体的に運営が行わ

れるものをいう。以下同じ。）の場合または指定介護予防

短期入所生活介護事業所（ユニット型指定介護予防短期

入所生活介護事業所（第百五十四条に規定するユニット

型指定介護予防短期入所生活介護事業所をいう。以下こ

の項において同じ。）を除く。）とユニット型指定介護予

防短期入所生活介護事業所とが併設され一体的に運営さ

れる場合であって、それらの利用定員の総数が二十人以

上である場合にあっては、前項本文の規定にかかわらず、

その利用定員を二十人未満とすることができる。 

３ 指定介護予防短期入所生活介護事業者が指定短期入所

生活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予

防短期入所生活介護の事業と指定短期入所生活介護の事

業とが同一の事業所において一体的に運営されている場

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【3段表】指定介護予防サービス.docx 117/242 

条例 規則 解釈通知 

合については、指定居宅サービス等基準条例第百五十条

第一項および第二項に規定する利用定員等の基準を満た

すことをもって、前二項に規定する基準を満たしている

ものとみなすことができる。 

４ 指定地域密着型介護老人福祉施設に併設される指定介

護予防短期入所生活介護事業所の入所定員は、当該指定

地域密着型介護老人福祉施設の入所定員と同数を上限と

する。 

 

 （設備および備品等） 

第百三十三条 指定介護予防短期入所生活介護事業所の建

物（利用者の日常生活のために使用しない附属の建物を

除く。）は、耐火建築物（建築基準法（昭和二十五年法律

第二百一号）第二条第九号の二に規定する耐火建築物を

いう。以下同じ。）でなければならない。ただし、規則で

定める建物にあっては、準耐火建築物（同条第九号の三

に規定する準耐火建築物をいう。以下同じ。）とすること

ができる。 

２ 前項の規定にかかわらず、知事が、火災予防、消火活

動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、規則

で定める要件を満たす木造かつ平屋建ての指定介護予防

短期入所生活介護事業所の建物であって、火災に係る利

用者の安全性が確保されているものと認めたときは、耐

火建築物または準耐火建築物とすることを要しない。 

３ 指定介護予防短期入所生活介護事業所には、次の各号

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （設備の基準） 

第四十八条 条例第百三十三条第一項ただし書の規則で定

める建物は、二階建てまたは平屋建ての指定介護予防短

期入所生活介護事業所の建物であって、次のいずれかの

要件を満たすものとする。 

一 居室その他の利用者の日常生活に充てられる場所

（以下「居室等」という。）を二階および地階のいずれ

にも設けていないこと。 

二 居室等を二階または地階に設けている場合であっ

て、次に掲げる要件の全てを満たすこと。 

イ 当該指定介護予防短期入所生活介護事業所の所

在地を管轄する消防長（消防本部を設置しない市町

にあっては、市町長。以下同じ。）または消防署長

と相談の上、条例第百四十三条において準用する条

例第百五条に規定する計画に利用者の円滑かつ迅

速な避難を確保するために必要な事項を定めるこ
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に掲げる設備を設けるとともに、指定介護予防短期入所

生活介護を提供するために必要なその他の設備および備

品等を備えなければならない。ただし、他の社会福祉施

設等の設備を利用することにより、当該社会福祉施設等

および当該指定介護予防短期入所生活介護事業所の効率

的運営が可能であり、当該社会福祉施設等の入所者等お

よび当該指定介護予防短期入所生活介護事業所の利用者

の処遇に支障がない場合は、居室、便所、洗面設備、静

養室、介護職員室および看護職員室を除き、これらの設

備を設けないことができる。 

一 居室 

二 食堂 

三 機能訓練室 

四 浴室 

五 便所 

六 洗面設備 

七 医務室 

八 静養室 

九 面談室 

十 介護職員室 

十一 看護職員室 

十二 調理室 

十三 洗濯室または洗濯場 

十四 汚物処理室 

十五 介護材料室 

と。 

ロ 条例第百四十三条において準用する条例第百五

条に規定する訓練については、同条に規定する計画

に従い、昼間および夜間において行うこと。 

ハ 火災時における避難、消火等の協力を得ることが

できるよう、地域住民等との連携体制を整備するこ

と。 

２ 条例第百三十三条第二項の規則で定める要件は、次の

各号のいずれかに該当することとする。 

一 スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への

難燃性の材料の使用、調理室等火災が発生するおそれ

がある箇所における防火区画の設置等により、初期消

火および延焼の抑制に配慮した構造であること。 

二 非常警報設備の設置等による火災の早期発見および

通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能

なものであること。 

三 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員

を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な

構造であり、かつ避難訓練を頻繁に実施すること、配

置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避

難が可能なものであること。 

３ 条例第百三十三条第五項の規則で定める特別養護老人

ホームは、第四十六条第三項の規定の適用を受ける特別

養護老人ホームとする。 

４ 条例第百三十三条第六項に規定する規則で定める基準
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４ 併設事業所の場合にあっては、前項の規定にかかわら

ず、当該併設事業所および当該併設事業所を併設する特

別養護老人ホーム等（以下この章において「併設本体施

設」という。）の効率的運営が可能であり、かつ、当該併

設事業所の利用者および当該併設本体施設の入所者また

は入院患者の処遇に支障がないときは、当該併設本体施

設の前項各号に掲げる設備（居室を除く。）を指定介護予

防短期入所生活介護の事業の用に供することができるも

のとする。 

５ 規則で定める特別養護老人ホームの場合にあっては、

第三項の規定にかかわらず、老人福祉法に規定する特別

養護老人ホームとして必要とされる設備を有することで

足りるものとする。 

６ 前各項に規定するもののほか、指定介護予防短期入所

生活介護事業所の設備の基準は、規則で定める。 

７ 指定介護予防短期入所生活介護事業者が指定短期入所

生活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定介護予

防短期入所生活介護の事業と指定短期入所生活介護の事

業とが同一の事業所において一体的に運営されている場

合については、指定居宅サービス等基準条例第百五十一

条第一項から第六項までに規定する設備に関する基準を

満たしていることをもって、前各項に規定する基準を満

たしているものとみなすことができる。 

 

 

は、次のとおりとする。 

一 居室 

イ 一の居室の定員は、四人以下とすること。 

ロ 利用者一人当たりの床面積は、十・六五平方メー

トル以上とすること。 

ハ 日照、採光、換気等利用者の保健衛生、防災等に

ついて十分考慮すること。 

二 食堂および機能訓練室 

イ 食堂および機能訓練室は、それぞれ必要な広さを

有するものとし、その合計した面積は、三平方メー

トルに利用定員を乗じて得た面積以上とすること。 

ロ イにかかわらず、食堂および機能訓練室は、食事

の提供の際にはその提供に支障がない広さを確保

でき、かつ、機能訓練を行う際にはその実施に支障

がない広さを確保できる場合にあっては、同一の場

所とすることができる。 

三 浴室 

要支援者が入浴するのに適したものとすること。 

四 便所 

要支援者が使用するのに適したものとすること。 

五 洗面設備 

要支援者が使用するのに適したものとすること。 

５ 前各項に規定するもののほか、指定介護予防短期入所

生活介護事業所の設備の基準は、次の各号（第四十六条

第三項の規定の適用を受ける特別養護老人ホームにあっ
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第四節 運営に関する基準 

 

 （内容および手続の説明および同意） 

第百三十四条 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、

指定介護予防短期入所生活介護の提供の開始に際し、あ

らかじめ、利用申込者またはその家族に対し、第百三十

九条に規定する重要事項に関する規程の概要、介護予防

短期入所生活介護従業者の勤務の体制その他の利用申込

者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記

した文書を交付して説明を行い、サービスの内容および

利用期間等について利用申込者の同意を得なければなら

ない。 

２ 第九条第二項および第三項の規定は、前項の規定によ

る文書の交付について準用する。 

ては、第一号を除く。）に掲げるとおりとする。 

一 廊下の幅は、一・八メートル（中廊下にあっては、

二・七メートル）以上とすること。 

二 廊下、便所その他必要な場所に常夜灯を設けること。 

三 階段の傾斜を緩やかにすること。 

四 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設

けること。 

五 居室等が二階以上の階にある場合は、一以上の傾斜

路を設けること。ただし、エレベーターを設けるとき

は、この限りでない。 
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 （指定介護予防短期入所生活介護の開始および終了） 

第百三十五条 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、

利用者の心身の状況により、もしくはその家族の疾病、

冠婚葬祭、出張等の理由により、または利用者の家族の

身体的および精神的な負担の軽減等を図るために、一時

的に居宅において日常生活を営むのに支障がある者を対

象に、指定介護予防短期入所生活介護を提供するものと

する。 

２ 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、介護予防支

援事業者その他保健医療サービスまたは福祉サービスを

提供する者との密接な連携により、指定介護予防短期入

所生活介護の提供の開始前から終了後に至るまで利用者

が継続的に保健医療サービスまたは福祉サービスを利用

できるよう必要な援助に努めなければならない。 

 

 （利用料等の受領） 

第百三十六条 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、

法定代理受領サービスに該当する指定介護予防短期入所

生活介護を提供した際には、その利用者から利用料の一

部として、当該指定介護予防短期入所生活介護に係る介

護予防サービス費用基準額から当該指定介護予防短期入

所生活介護事業者に支払われる介護予防サービス費の額

を控除して得た額の支払を受けるものとする。 

２ 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、法定代理受

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （費用） 

第四十九条 条例第百三十六条第三項の規則で定める費用

は、次に掲げる費用とする。 

一 食事の提供に要する費用（法第六十一条の三第一項

の規定により特定入所者介護予防サービス費が利用者

に支給された場合は、同条第二項第一号に規定する食

費の基準費用額（同条第四項の規定により当該特定入

所者介護予防サービス費が利用者に代わり当該指定介

護予防短期入所生活介護事業者に支払われた場合は、
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領サービスに該当しない指定介護予防短期入所生活介護

を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額

と、指定介護予防短期入所生活介護に係る介護予防サー

ビス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないよう

にしなければならない。 

３ 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、前二項の支

払を受ける額のほか、規則で定める費用の額の支払を利

用者から受けることができる。 

４ 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、第三項の費

用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、

利用者またはその家族に対し、当該サービスの内容およ

び費用を記した文書を交付して説明を行い、利用者の同

意を得なければならない。この場合において、規則で定

める費用に係る同意については、文書によるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

同号に規定する食費の負担限度額）を限度とする。） 

二 滞在に要する費用（法第六十一条の三第一項の規定

により特定入所者介護予防サービス費が利用者に支給

された場合は、同条第二項第二号に規定する滞在費の

基準費用額（同条第四項の規定により当該特定入所者

介護予防サービス費が利用者に代わり当該指定介護予

防短期入所生活介護事業者に支払われた場合は、同号

に規定する滞在費の負担限度額）を限度とする。） 

三 基準省令第百三十五条第三項第三号の厚生労働大臣

の定める基準に基づき利用者が選定する特別な居室の

提供を行ったことに伴い必要となる費用 

四 基準省令第百三十五条第三項第四号の厚生労働大臣

の定める基準に基づき利用者が選定する特別な食事の

提供を行ったことに伴い必要となる費用 

五 送迎に要する費用（基準省令第百三十五条第三項第

五号に規定する厚生労働大臣が定める場合を除く。） 

六 理美容代 

七 前各号に掲げるもののほか、指定介護予防短期入所

生活介護において提供される便宜のうち、日常生活に

おいても通常必要となるものに係る費用であって、そ

の利用者に負担させることが適当と認められるもの 

２ 前項第一号から第四号までに掲げる費用については、

基準省令第百三十五条第四項の厚生労働大臣が定めると

ころによるものとする。 

３ 条例第百三十六条第四項の規則で定める費用は、第一
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 （身体的拘束等の禁止） 

第百三十七条 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、

指定介護予防短期入所生活介護の提供に当たっては、当

該利用者または他の利用者等の生命または身体を保護す

るため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他

利用者の行動を制限する行為（以下「身体的拘束等」と

いう。）を行ってはならない。 

２ 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、身体的拘束

等を行う場合には、その態様および時間、その際の利用

者の心身の状況ならびに緊急やむを得ない理由を記録し

なければならない。 

 

 （緊急時等の対応） 

第百三十八条 介護予防短期入所生活介護従業者は、現に

指定介護予防短期入所生活介護の提供を行っているとき

に利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合

は、速やかに主治の医師またはあらかじめ指定介護予防

短期入所生活介護事業者が定めた協力医療機関への連絡

を行う等の必要な措置を講じなければならない。 

 

 （運営規程） 

第百三十九条 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、

項第一号から第四号までに掲げる費用とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （運営規程に定める事項） 

第五十条 条例第百三十九条の規則で定める重要事項は、

 

 

  身体的拘束等の禁止（予防基準条例第１３７条） 

  予防基準条例第１３７条については、内容としては、

居宅基準条例第１５５条（指定短期入所生活介護の取扱

方針）第４項および第５項と同様であるので、第３の８

の(3)のエの(ｳ)を参照されたい。（ユニット型指定介護予

防短期入所生活介護および基準該当介護予防短期入所生

活介護においても同趣旨。） 
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事業の運営についての重要事項であって規則で定めるも

のに関する規程を定めておかなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （定員の遵守） 

第百四十条 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、規

則で定める利用者数以上の利用者に対して同時に指定介

護予防短期入所生活介護を行ってはならない。ただし、

災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、こ

の限りでない。 

 

 

 

次の各号（第四十六条第三項の規定の適用を受ける特別

養護老人ホームにあっては、第三号を除く。）に掲げる事

項とする。 

一 事業の目的および運営の方針 

二 従業者の職種、員数および職務の内容 

三 利用定員 

四 指定介護予防短期入所生活介護の内容および利用料

その他の費用の額 

五 通常の送迎の実施地域 

六 サービス利用に当たっての留意事項 

七 緊急時等における対応方法 

八 非常災害対策 

九 その他運営に関する重要事項 

 

 

 

 （利用者数） 

第五十一条 条例第百四十条の規則で定める利用者数は、

次に掲げる数とする。 

一 第四十六条第三項の適用を受ける特別養護老人ホー

ムである指定介護予防短期入所生活介護事業所にあっ

ては、当該特別養護老人ホームの入所定員および居室

の定員を超えることとなる利用者数 

二 前号に該当しない指定介護予防短期入所生活介護事

業所にあっては、利用定員および居室の定員を超える
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 （地域等との連携） 

第百四十一条 指定介護予防短期入所生活介護の事業の運

営に当たっては、地域住民またはその自発的な活動等と

の連携および協力を行う等の地域との交流に努めなけれ

ばならない。 

 

 （記録の整備） 

第百四十二条 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、

従業者、設備、備品および会計に関する諸記録を整備し

ておかなければならない。 

２ 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、利用者に対

する指定介護予防短期入所生活介護の提供に関する次の

各号に掲げる記録を整備し、第一号および第二号の記録

についてはその完結の日から五年間、その他の記録につ

いてはその完結の日から二年間保存しなければならな

い。 

一 介護予防短期入所生活介護計画 

二 次条において準用する第二十条第二項に規定する提

供した具体的なサービスの内容等の記録 

三 第百三十七条第二項に規定する身体的拘束等の態様

および時間、その際の利用者の心身の状況ならびに緊

急やむを得ない理由の記録 

こととなる利用者数 
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四 次条において準用する第二十四条に規定する市町村

への通知に係る記録 

五 次条において準用する第三十五条第二項に規定する

苦情の内容等の記録 

六 次条において準用する第三十七条第二項に規定する

事故の状況および事故に際して採った処置についての

記録 

 

 （準用） 

第百四十三条 第十条から第十四条まで、第十六条、第十

七条、第二十条、第二十二条、第二十四条、第三十一条

から第三十八条まで、第五十四条、第百三条、第百五条

および第百六条の規定は、指定介護予防短期入所生活介

護の事業について準用する。この場合において、第三十

一条中「第二十七条」とあるのは「第百三十九条」と、

「訪問介護員等」とあるのは「介護予防短期入所生活介

護従業者」と、第百三条第三項および第百五条中「介護

予防通所介護従業者」とあるのは「介護予防短期入所生

活介護従業者」と読み替えるものとする。 

 

第五節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基

準 

 

 （指定介護予防短期入所生活介護の基本取扱方針） 

第百四十四条 指定介護予防短期入所生活介護は、利用者

 

 

 

 

 

 

 

 

 （準用） 

第五十二条 第四条の規定は、指定介護予防短期入所生活

介護の事業について準用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ア 指定介護予防短期入所生活介護の基本取扱方針 

予防基準条例第１４４条にいう指定介護予防短

期入所生活介護の基本取扱方針について、特に留意
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の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に

行われなければならない。 

２ 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、自らその提

供する指定介護予防短期入所生活介護の質の評価を行う

とともに、主治の医師または歯科医師とも連携を図りつ

つ、常にその改善を図らなければならない。 

３ 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、指定介護予

防短期入所生活介護の提供に当たり、利用者ができる限

り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むこと

ができるよう支援することを目的とするものであること

を常に意識してサービスの提供に当たらなければならな

い。 

４ 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、利用者がそ

の有する能力を最大限活用することができるような方法

によるサービスの提供に努めなければならない。 

５ 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、指定介護予

防短期入所生活介護の提供に当たり、利用者とのコミュ

ニケーションを十分に図ることその他の様々な方法によ

り、利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きか

けに努めなければならない。 

 

 

 （指定介護予防短期入所生活介護の具体的取扱方針） 

第百四十五条 指定介護予防短期入所生活介護の方針は、

第百二十九条に規定する基本方針および前条に規定する

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （指定介護予防短期入所生活介護の具体的取扱方針） 

第五十三条 条例第百四十五条に規定する規則で定める方

針は、次に掲げるとおりとする。 

すべきところは、次のとおりである。 

(ｱ) 介護予防短期入所生活介護の提供に当たって

は、１人ひとりの高齢者ができる限り要介護状態

にならないで自立した日常生活を営むことがで

きるよう支援することを目的として行われるも

のであることに留意しつつ行うこと。 

(ｲ) 介護予防の十分な効果を高める観点からは、

利用者の主体的な取組が不可欠であることから、

サービスの提供に当たっては、利用者の意欲が高

まるようコミュニケーションの取り方をはじめ、

様々な工夫をして、適切な働きかけを行うよう努

めること。 

(ｳ) サービスの提供に当たって、利用者ができな

いことを単に補う形でのサービス提供は、かえっ

て利用者の生活機能の低下を引き起こし、サービ

スへの依存を生み出している場合があるとの指

摘を踏まえ、「利用者の自立の可能性を最大限引

き出す支援を行う」ことを基本として、利用者の

できる能力を阻害するような不適切なサービス

提供をしないよう配慮すること。 

 

イ 指定介護予防短期入所生活介護の具体的取扱方

針 

(ｱ) 予防基準規則第５３条第２号に定める「相当

期間以上」とは、概ね４日以上連続して利用する
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基本取扱方針に基づき、規則で定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一 指定介護予防短期入所生活介護の提供に当たって

は、主治の医師または歯科医師からの情報伝達やサー

ビス担当者会議を通じる等の適切な方法により、利用

者の心身の状況、その置かれている環境等利用者の日

常生活全般の状況の的確な把握を行うものとする。 

二 指定介護予防短期入所生活介護事業所の管理者は、

相当期間以上にわたり継続して入所することが予定さ

れる利用者については、前号に規定する利用者の日常

生活全般の状況および希望を踏まえて、指定介護予防

短期入所生活介護の目標、当該目標を達成するための

具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間

等を記載した介護予防短期入所生活介護計画を作成す

るものとする。 

三 介護予防短期入所生活介護計画は、既に介護予防サ

ービス計画が作成されている場合は、当該計画の内容

に沿って作成しなければならない。 

四 指定介護予防短期入所生活介護事業所の管理者は、

介護予防短期入所生活介護計画の作成に当たっては、

その内容について利用者またはその家族に対して説明

し、利用者の同意を得なければならない。 

五 指定介護予防短期入所生活介護事業所の管理者は、

介護予防短期入所生活介護計画を作成した際には、当

該介護予防短期入所生活介護計画を利用者に交付しな

ければならない。 

六 指定介護予防短期入所生活介護の提供に当たって

場合を指すこととするが、４日未満の利用者にあ

っても、担当する介護予防支援事業者等と連携を

とること等により、利用者の心身の状況等を踏ま

えて、他の介護予防短期入所生活介護計画を作成

した利用者に準じて、必要な介護および機能訓練

等の支援を行うものとする。 

なお、介護予防短期入所生活介護計画について

は、介護の提供に係る計画等の作成に関し経験の

ある者や、介護の提供について豊富な知識および

経験を有する者にそのとりまとめを行わせるも

のとし、当該事業所に介護支援専門員の資格を有

する者がいる場合は、その者に当該計画のとりま

とめを行わせることが望ましいものである。 

(ｲ) 同条第３号は、介護予防短期入所生活介護計

画が作成される場合には、介護予防サービス計画

に沿って作成されなければならないこととした

ものである。 

なお、介護予防短期入所生活介護計画の作成後

に介護予防サービス計画が作成された場合は、当

該介護予防短期入所生活介護計画が介護予防サ

ービス計画に沿ったものであるか確認し、必要に

応じて変更するものとする。 

(ｳ) 同条第４号から第７号は、サービス提供に当

たっての利用者またはその家族に対する説明に

ついて定めたものである。即ち、介護予防短期入
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 （介護） 

第百四十六条 介護は、利用者の心身の状況に応じ、利用

者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な

技術をもって行わなければならない。 

２ 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、一週間に二

回以上、適切な方法により、利用者を入浴させ、または

清しきしなければならない。 

３ 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、利用者の心

は、介護予防短期入所生活介護計画が作成されている

場合には、当該計画に基づき、利用者が日常生活を営

むのに必要な支援を行うものとする。 

七 指定介護予防短期入所生活介護の提供に当たって

は、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者またはその

家族に対し、サービスの提供方法等について、理解し

やすいように説明を行うものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所生活介護計画は、利用者の日常生活全般の状況

および希望を踏まえて作成されなければならな

いものであり、その内容について説明を行った上

で利用者の同意を得ることを義務づけることに

より、サービス内容等への利用者の意向の反映の

機会を保障しようとするものである。管理者は、

介護予防短期入所生活介護計画の目標や内容等

について、利用者またはその家族に、理解しやす

い方法で説明を行うとともに、その実施状況や評

価についても説明を行うものとする。 

また、介護予防短期入所生活介護計画を作成し

た際には、遅滞なく利用者に交付しなければなら

ならず、当該介護予防短期入所生活介護計画は、

予防基準第１４２条第２項の規定に基づき、５年

間保存しなければならないこととしている。 

 

ウ 介護 

(ｱ) 予防基準条例第１４６条で定める介護サービ

スの提供に当たっては、在宅生活へ復帰すること

を念頭において行うことが基本であり、そのため

には、利用者の家庭環境等を十分踏まえて、自立

している機能の低下が起きないようにするとと

もに残存機能の維持、向上が図られるよう、適切

な技術をもって介護サービスを提供し、または必

要な支援を行うものとすること。なお、介護サー
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身の状況に応じ、適切な方法により、排せつの自立につ

いて必要な支援を行わなければならない。 

４ 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、おむつを使

用せざるを得ない利用者のおむつを適切に取り替えなけ

ればならない。 

５ 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、前各項に定

めるほか、利用者に対し、離床、着替え、整容その他日

常生活上の支援を適切に行わなければならない。 

６ 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、常時一人以

上の介護職員を介護に従事させなければならない。 

７ 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、その利用者

に対して、利用者の負担により、当該指定介護予防短期

入所生活介護事業所の従業者以外の者による介護を受け

させてはならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ビス等の実施に当たっては、利用者の人格に十分

に配慮して実施するものとする。 

(ｲ) 同条第２項で定める入浴の実施に当たっては

利用者の心身の状況や自立支援を踏まえ、適切な

方法により実施するものとする。なお、入浴の実

施に当たっては、事前に健康管理を行い、入浴す

ることが困難な場合は、清しきを実施するなど利

用者の清潔保持に努めるものとする。 

(ｳ) 同条第３項で定める排せつの介護に当たって

は、利用者の心身の状況や排せつ状況などを基に

自立支援を踏まえて、トイレ誘導や排せつ介助等

について適切な方法により実施するものとする。 

(ｴ) 同条第４項で定める「おむつを使用せざるを

得ない」場合には、利用者の心身および活動状況

に適したおむつを提供するとともに、おむつ交換

に当たっては頻繁に行えばよいということでは

なく、利用者の排せつ状況を踏まえて実施するも

のとする。 

(ｵ) 同条第５項は、短期間の入所ではあるが、生

活にメリハリをつけ、生活面での積極性を向上さ

せる観点から、１日の生活の流れに沿って、離床、

着替え、整容など利用者の心身の状況に応じた日

常生活上の世話を適切に行うべきことを定めた

ものである。 

(ｶ) 同条第６項で定める「常時１人以上の介護職
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 （食事） 

第百四十七条 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、

栄養ならびに利用者の心身の状況および嗜
し

好を考慮した

食事を、適切な時間に提供しなければならない。 

２ 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、利用者が可

能な限り離床して、食堂で食事を摂ることを支援しなけ

ればならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

員を介護に従事させ」るとは、夜間を含めて適切

な介護を提供できるように介護職員の勤務体制

を定めておくものである。なお、介護サービスの

提供に当たっては、提供内容に応じて、職員体制

を適切に行うものとする。 

 

エ 食事 

(ｱ) 食事の提供について 

利用者ごとの栄養状態を定期的に把握し、個々

の利用者の栄養状態に応じた栄養管理を行うよ

うに努めるとともに、摂食・嚥下機能その他の利

用者の身体の状況や、食形態、嗜好等にも配慮し

た適切な栄養量および内容とすること。 

また、利用者の自立の支援に配慮し、できるだ

け離床して食堂で行われるよう努めなければな

らないこと。 

(ｲ) 調理について 

調理は、あらかじめ作成された献立に従って行

うとともに、その実施状況を明らかにしておくこ

と。 

(ｳ) 適時の食事の提供について 

食事時間は適切なものとし、夕食時間は午後６

時以降とすることが望ましいが、早くても午後５

時以降とすること。 

(ｴ) 食事の提供に関する業務の委託について 
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 （機能訓練） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

食事の提供に関する業務は指定介護予防短期

入所生活介護事業者自らが行うことが望ましい

が、栄養管理、調理管理、材料管理、施設等管理、

業務管理、衛生管理、労働衛生管理について事業

者自らが行う等、当該事業者の管理者が業務遂行

上必要な注意を果たし得るような体制と契約内

容により、食事サービスの質が確保される場合に

は、当該事業者の最終的責任の下で第三者に委託

することができる。 

(ｵ) 居室関係部門と食事関係部門との連携につい

て 

食事提供については、利用者の嚥下や咀嚼の状

況、食欲など心身の状態等を当該利用者の食事に

的確に反映させるために、居室関係部門と食事関

係部門との連絡が十分とられていることが必要

である。 

(ｶ) 栄養食事相談 

利用者に対しては適切な栄養食事相談を行う

必要がある。 

(ｷ) 食事内容の検討について 

食事内容については、当該事業者の医師または

栄養士を含む会議において検討が加えられなけ

ればならない。 

 

オ 機能訓練 
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第百四十八条 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、

利用者の心身の状況等を踏まえ、必要に応じて日常生活

を送る上で必要な生活機能の改善または維持のための機

能訓練を行わなければならない。 

 

 

 

 （健康管理） 

第百四十九条 指定介護予防短期入所生活介護事業所の医

師および看護職員は、常に利用者の健康の状況に注意す

るとともに、健康保持のための適切な措置をとらなけれ

ばならない。 

 

 （相談および援助） 

第百五十条 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、常

に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確

な把握に努め、利用者またはその家族に対し、その相談

に適切に応じるとともに、必要な助言その他の支援を行

わなければならない。 

 

 （その他のサービスの提供） 

第百五十一条 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、

教養娯楽設備等を備えるほか、適宜利用者のためのレク

リエーション行事を行わなければならない。 

２ 指定介護予防短期入所生活介護事業者は、常に利用者

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

予防基準条例第１４８条に定める機能訓練の提

供に当たっては、利用者の家庭環境等を十分に踏ま

えて、日常生活の自立を助けるため、必要に応じて

提供しなければならない。なお、日常生活およびレ

クリエーション、行事の実施等に当たっても、その

効果を配慮するものとする。 

 

カ 健康管理 

予防基準条例第１４９条第１項は、健康管理が、

医師および看護職員の業務であることを明確にし

たものである。 

 

 

キ 相談および援助 

予防基準条例第１５０条に定める相談および援

助については、常時必要な相談および援助を行い得

る体制をとることにより、積極的に利用者の在宅生

活の向上を図ることを趣旨とするものである。 
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の家族との連携を図るよう努めなければならない。 

 

第六節 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業

の基本方針、設備および運営ならびに介護予防のための

効果的な支援の方法に関する基準 

第一款 この節の趣旨および基本方針 

 

 （この節の趣旨） 

第百五十二条 第一節および前三節の規定にかかわらず、

ユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業（指定

介護予防短期入所生活介護の事業であって、その全部に

おいて少数の居室および当該居室に近接して設けられる

共同生活室（当該居室の利用者が交流し、共同で日常生

活を営むための場所をいう。以下この章において同じ。）

により一体的に構成される場所（以下この章において「ユ

ニット」という。）ごとに利用者の日常生活が営まれ、こ

れに対する支援が行われるものをいう。以下同じ。）の基

本方針、設備および運営ならびに介護予防のための効果

的な支援の方法に関する基準については、この節に定め

るところによる。 

 

 （基本方針） 

第百五十三条 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護

の事業は、利用者一人一人の意思および人格を尊重し、

利用前の居宅における生活と利用中の生活が連続したも

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【3段表】指定介護予防サービス.docx 135/242 

条例 規則 解釈通知 

のとなるよう配慮しながら、各ユニットにおいて利用者

が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むこ

とを支援することにより、利用者の心身機能の維持回復

を図り、もって利用者の生活機能の維持または向上を目

指すものでなければならない。 

 

第二款 設備に関する基準 

 

 （設備および備品等） 

第百五十四条 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護

の事業を行う者（以下「ユニット型指定介護予防短期入

所生活介護事業者」という。）が当該事業を行う事業所（以

下「ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所」

という。）の建物（利用者の日常生活のために使用しない

附属の建物を除く。）は、耐火建築物でなければならない。

ただし、規則で定める建物にあっては、準耐火建築物と

することができる。 

２ 前項の規定にかかわらず、知事が、火災予防、消火活

動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、規則

で定める要件を満たす木造かつ平屋建てのユニット型指

定介護予防短期入所生活介護事業所の建物であって、火

災に係る利用者の安全性が確保されているものと認めた

ときは、耐火建築物または準耐火建築物とすることを要

しない。 

３ ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所に

 

 

 

 

 

 

 

 

 （ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所の設

備の基準） 

第五十四条 条例第百五十四条第一項ただし書の規則で定

める建物は、二階建てまたは平屋建てのユニット型指定

介護予防短期入所生活介護事業所の建物であって、次の

いずれかの要件を満たすものとする。 

一 居室等を二階および地階のいずれにも設けていない

こと。 

二 居室等を二階または地階に設けている場合であっ

て、次に掲げる要件の全てを満たすこと。 

イ 当該ユニット型指定介護予防短期入所生活介護

事業所の所在地を管轄する消防長または消防署長

と相談の上、条例第百六十条において準用する条例

第百四十三条において準用する条例第百五条に規

定する計画に利用者の円滑かつ迅速な避難を確保

するために必要な事項を定めること。 

ロ 条例第百六十条において準用する条例第百四十
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は、次の各号に掲げる設備を設けるとともに、指定介護

予防短期入所生活介護を提供するために必要なその他の

設備および備品等を備えなければならない。ただし、他

の社会福祉施設等の設備を利用することにより、当該社

会福祉施設等および当該ユニット型指定介護予防短期入

所生活介護事業所の効率的運営が可能であり、当該社会

福祉施設等の入所者等および当該ユニット型指定介護予

防短期入所生活介護事業所の利用者へのサービスの提供

に支障がない場合は、ユニットを除き、これらの設備を

設けないことができる。 

一 ユニット 

二 浴室 

三 医務室 

四 調理室 

五 洗濯室または洗濯場 

六 汚物処理室 

七 介護材料室 

４ 特別養護老人ホーム等に併設されるユニット型指定介

護予防短期入所生活介護事業所であって、当該特別養護

老人ホーム等と一体的に運営が行われるもの（以下「併

設ユニット型事業所」という。）にあっては、前項の規定

にかかわらず、当該併設ユニット型事業所および当該併

設ユニット型事業所を併設する特別養護老人ホーム等

（以下この節において「ユニット型事業所併設本体施設」

という。）の効率的運営が可能であり、かつ、当該併設ユ

三条において準用する条例第百五条に規定する訓

練については、同条に規定する計画に従い、昼間お

よび夜間において行うこと。 

ハ 火災時における避難、消火等の協力を得ることが

できるよう、地域住民等との連携体制を整備するこ

と。 

２ 条例第百五十四条第二項の規則で定める要件は、次の

各号のいずれかに該当することとする。 

一 スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への

難燃性の材料の使用、調理室等火災が発生するおそれ

がある箇所における防火区画の設置等により、初期消

火および延焼の抑制に配慮した構造であること。 

二 非常警報設備の設置等による火災の早期発見および

通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能

なものであること。 

三 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員

を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な

構造であり、かつ避難訓練を頻繁に実施すること、配

置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避

難が可能なものであること。 

３ 条例第百五十四条第五項の規則で定めるユニット型特

別養護老人ホームは、第四十六条第三項の規定の適用を

受けるユニット型特別養護老人ホームとする。 

４ 条例第百五十四条第六項に規定する規則で定める設備

の基準は、次のとおりとする。 
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ニット型事業所の利用者および当該ユニット型事業所併

設本体施設の入所者または入院患者に対するサービスの

提供上支障がないときは、当該ユニット型事業所併設本

体施設の前項各号に掲げる設備（ユニットを除く。）をユ

ニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業の用に供

することができるものとする。 

５ 規則で定めるユニット型特別養護老人ホーム（特別養

護老人ホーム基準条例第三十三条に規定するユニット型

特別養護老人ホームをいう。以下同じ。）の場合にあって

は、第三項の規定にかかわらず、ユニット型特別養護老

人ホームとして必要とされる設備を有することで足りる

ものとする。 

６ 前各項に規定するもののほか、ユニット型指定介護予

防短期入所生活介護事業所の設備の基準は、規則で定め

る。 

７ ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者がユ

ニット型指定短期入所生活介護事業者（指定居宅サービ

ス等基準条例第百七十一条第一項に規定するユニット型

指定短期入所生活介護事業者をいう。以下同じ。）の指定

を併せて受け、かつ、ユニット型指定介護予防短期入所

生活介護の事業とユニット型指定短期入所生活介護の事

業（指定居宅サービス等基準条例第百六十九条に規定す

るユニット型指定短期入所生活介護の事業をいう。）とが

同一の事業所において一体的に運営されている場合につ

いては、指定居宅サービス等基準条例第百七十一条第一

一 ユニット 

イ 居室 

⑴ 一の居室の定員は、一人とすること。ただし、

利用者への指定介護予防短期入所生活介護の提

供上必要と認められる場合は、二人とすることが

できる。 

⑵ 居室は、いずれかのユニットに属するものと

し、当該ユニットの共同生活室に近接して一体的

に設けること。ただし、一のユニットの利用定員

（当該ユニット型指定介護予防短期入所生活介

護事業所において同時にユニット型指定介護予

防短期入所生活介護の提供を受けることができ

る利用者の数の上限をいう。以下この条、第五十

七条および第五十九条において同じ。）は、おお

むね十人以下としなければならない。 

⑶ 利用者一人当たりの床面積は、十・六五平方メ

ートル以上とすること。また、ユニットに属さな

い居室を改修したものについては、利用者同士の

視線の遮断の確保を前提にした上で、居室を隔て

る壁について、天井との間に一定の隙間が生じて

も差し支えない。 

⑷ 日照、採光、換気等利用者の保健衛生、防災等

について十分考慮すること。 

ロ 共同生活室 

⑴ 共同生活室は、いずれかのユニットに属するも
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項から第六項までに規定する設備に関する基準を満たす

ことをもって、前各項に規定する基準を満たしているも

のとみなすことができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

のとし、当該ユニットの利用者が交流し、共同で

日常生活を営むための場所としてふさわしい形

状を有すること。 

⑵ 一の共同生活室の床面積は、二平方メートルに

当該共同生活室が属するユニットの利用定員を

乗じて得た面積以上を標準とすること。 

⑶ 必要な設備および備品を備えること。 

ハ 洗面設備 

⑴ 居室ごとに設けるか、または共同生活室ごとに

適当数設けること。 

⑵ 要支援者が使用するのに適したものとするこ

と。 

ニ 便所 

⑴ 居室ごとに設けるか、または共同生活室ごとに

適当数設けること。 

⑵ 要支援者が使用するのに適したものとするこ

と。 

二 浴室 

要支援者が入浴するのに適したものとすること。 

５ 前三項に規定するもののほか、ユニット型指定介護予

防短期入所生活介護事業所の設備の基準は、次の各号（第

四十六条第三項の規定の適用を受けるユニット型特別養

護老人ホームにあっては、第一号を除く。）に掲げるとお

りとする。 

一 廊下の幅は、一・八メートル（中廊下にあっては、
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 （準用） 

第百五十五条 第百三十二条の規定は、ユニット型指定介

護予防短期入所生活介護事業所について準用する。 

 

第三款 運営に関する基準 

 

 （利用料等の受領） 

第百五十六条 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護

事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定介護予

防短期入所生活介護を提供した際には、その利用者から

利用料の一部として、当該指定介護予防短期入所生活介

二・七メートル）以上とすること。ただし、廊下の一

部の幅を拡張することにより、利用者、従業者等の円

滑な往来に支障が生じないと認められる場合には、

一・五メートル（中廊下にあっては、一・八メートル）

以上として差し支えない。 

二 廊下、共同生活室、便所その他必要な場所に常夜灯

を設けること。 

三 階段の傾斜を緩やかにすること。 

四 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設

けること。 

五 ユニットまたは浴室が二階以上の階にある場合は、

一以上の傾斜路を設けること。ただし、エレベーター

を設けるときは、この限りでない。 

 

 （準用） 

第五十五条 第四十七条の規定は、ユニット型指定介護予

防短期入所生活介護事業所について準用する。 

 

 

 

 （費用） 

第五十六条 条例第百五十六条第三項の規則で定める費用

は、次に掲げる費用とする。 

一 食事の提供に要する費用（法第六十一条の三第一項

の規定により特定入所者介護予防サービス費が利用者
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護に係る介護予防サービス費用基準額から当該ユニット

型指定介護予防短期入所生活介護事業者に支払われる介

護予防サービス費の額を控除して得た額の支払を受ける

ものとする。 

２ ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、

法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防短期入

所生活介護を提供した際にその利用者から支払を受ける

利用料の額と、指定介護予防短期入所生活介護に係る介

護予防サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生

じないようにしなければならない。 

３ ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、

前二項の支払を受ける額のほか、規則で定める費用の額

の支払を受けることができる。 

４ ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、

前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あ

らかじめ、利用者またはその家族に対し、当該サービス

の内容および費用を記した文書を交付して説明を行い、

利用者の同意を得なければならない。この場合において、

規則で定める費用に係る同意については、文書によるも

のとする。 

 

 

 

 

 

に支給された場合は、同条第二項第一号に規定する食

費の基準費用額（同条第四項の規定により当該特定入

所者介護予防サービス費が利用者に代わり当該ユニッ

ト型指定介護予防短期入所生活介護事業者に支払われ

た場合は、同号に規定する食費の負担限度額）を限度

とする。） 

二 滞在に要する費用（法第六十一条の三第一項の規定

により特定入所者介護予防サービス費が利用者に支給

された場合は、同条第二項第二号に規定する滞在費の

基準費用額（同条第四項の規定により当該特定入所者

介護予防サービス費が利用者に代わり当該ユニット型

指定介護予防短期入所生活介護事業者に支払われた場

合は、同号に規定する滞在費の負担限度額）を限度と

する。） 

三 基準省令第百五十五条第三項第三号の厚生労働大臣

の定める基準に基づき利用者が選定する特別な居室の

提供を行ったことに伴い必要となる費用 

四 基準省令第百五十五条第三項第四号の厚生労働大臣

の定める基準に基づき利用者が選定する特別な食事の

提供を行ったことに伴い必要となる費用 

五 送迎に要する費用（基準省令第百五十五条第三項第

五号に規定する厚生労働大臣が定める場合を除く。） 

六 理美容代 

七 前各号に掲げるもののほか、指定介護予防短期入所

生活介護において提供される便宜のうち、日常生活に
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 （運営規程） 

第百五十七条 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護

事業者は、事業の運営についての重要事項であって規則

で定めるものに関する規程を定めておかなければならな

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

おいても通常必要となるものに係る費用であって、そ

の利用者に負担させることが適当と認められるもの 

２ 前項第一号から第四号までに掲げる費用については、

基準省令第百五十五条第四項の厚生労働大臣が定めると

ころによるものとする。 

３ 条例第百五十六条第四項の規則で定める費用は、第一

項第一号から第四号までに掲げる費用とする。 

 

 （ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所の運

営規程に定める事項） 

第五十七条 条例第百五十七条の規則で定める重要事項

は、次の各号（第四十六条第三項の規定の適用を受ける

ユニット型特別養護老人ホームにあっては、第三号およ

び第四号を除く。）に掲げる事項とする。 

一 事業の目的および運営の方針 

二 従業者の職種、員数および職務の内容 

三 利用定員 

四 ユニットの数およびユニットごとの利用定員 

五 指定介護予防短期入所生活介護の内容および利用料

その他の費用の額 

六 通常の送迎の実施地域 

七 サービス利用に当たっての留意事項 

八 緊急時等における対応方法 

九 非常災害対策 

十 その他運営に関する重要事項 
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 （勤務体制の確保等） 

第百五十八条 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護

事業者は、利用者に対し適切なユニット型指定介護予防

短期入所生活介護を提供できるよう、ユニット型指定介

護予防短期入所生活介護事業所ごとに従業者の勤務の体

制を定めておかなければならない。 

２ 前項の従業者の勤務の体制を定めるに当たっては、規

則で定める職員配置を行わなければならない。 

３ ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、

ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所ごと

に、当該ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業

所の従業者によってユニット型指定介護予防短期入所生

活介護を提供しなければならない。ただし、利用者の処

遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りで

ない。 

４ ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、

介護予防短期入所生活介護従業者の資質の向上のため

に、その研修の機会を確保しなければならない。 

 

 （定員の遵守） 

第百五十九条 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護

事業者は、規則で定める利用者（当該ユニット型指定介

護予防短期入所生活介護事業者がユニット型指定短期入

 

 

 （ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所の職

員の配置） 

第五十八条 条例第百五十八条第二項の規則で定める職員

配置は、次に掲げるとおりとする。 

一 昼間については、ユニットごとに常時一人以上の介

護職員または看護職員を配置すること。 

二 夜間および深夜については、二ユニットごとに一人

以上の介護職員または看護職員を夜間および深夜の勤

務に従事する職員として配置すること。 

三 ユニットごとに、常勤のユニットリーダーを配置す

ること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業所の利

用者数） 

第五十九条 条例第百五十九条の規則で定める利用者数

は、次に掲げる数とする。 
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所生活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、ユニット

型指定介護予防短期入所生活介護の事業とユニット型指

定短期入所生活介護の事業とが同一の事業所において一

体的に運営されている場合については、ユニット型指定

介護予防短期入所生活介護またはユニット型指定短期入

所生活介護の利用者）数以上の利用者に対して同時に指

定介護予防短期入所生活介護を行ってはならない。ただ

し、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、

この限りでない。 

 

 （準用） 

第百六十条 第百三十四条、第百三十五条、第百三十七条、

第百三十八条、第百四十一条から第百四十三条（第百三

条の準用に係る部分は除く。）までの規定は、ユニット型

指定介護予防短期入所生活介護の事業について準用す

る。この場合において、第百三十四条第一項中「第百三

十九条」とあるのは「第百五十七条」と、第百四十二条

第二項第二号および第四号から第六号までの規定中「次

条」とあるのは「第百六十条において準用する次条」と

読み替えるものとする。 

 

第四款 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基

準 

 

 （ユニット型指定介護予防短期入所生活介護の提供に当

一 第四十六条第三項の規定の適用を受けるユニット型

特別養護老人ホームであるユニット型指定介護予防短

期入所生活介護事業所にあっては、当該ユニット型特

別養護老人ホームのユニットごとの入居定員および居

室の定員を超えることとなる利用者数 

二 前号に該当しないユニット型指定介護予防短期入所

生活介護事業所にあっては、ユニットごとの利用定員

および居室の定員を超えることとなる利用者数 

 

 

 （準用） 

第六十条 第四条の規定は、ユニット型指定介護予防短期

入所生活介護の事業について準用する。 
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たっての留意事項） 

第百六十一条 指定介護予防短期入所生活介護は、利用者

が、その有する能力に応じて、自らの生活様式および生

活習慣に沿って自律的な日常生活を営むことができるよ

うにするため、利用者の日常生活上の活動について必要

な援助を行うことにより、利用者の日常生活を支援する

ものとして行われなければならない。 

２ 指定介護予防短期入所生活介護は、各ユニットにおい

て利用者がそれぞれの役割を持って生活を営むことがで

きるよう配慮して行われなければならない。 

３ 指定介護予防短期入所生活介護は、利用者のプライバ

シーの確保に配慮して行われなければならない。 

 

 （介護） 

第百六十二条 介護は、各ユニットにおいて利用者が相互

に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支

援するよう、利用者の心身の状況等に応じ、適切な技術

をもって行わなければならない。 

２ ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、

利用者の日常生活における家事を、利用者が、その心身

の状況等に応じて、それぞれの役割を持って行うよう適

切に支援しなければならない。 

３ ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、

利用者が身体の清潔を維持し、精神的に快適な生活を営

むことができるよう、適切な方法により、利用者に入浴
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の機会を提供しなければならない。ただし、やむを得な

い場合には、清しきを行うことをもって入浴の機会の提

供に代えることができる。 

４ ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、

利用者の心身の状況に応じて、適切な方法により、排せ

つの自立について必要な支援を行わなければならない。 

５ ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、

おむつを使用せざるを得ない利用者については、排せつ

の自立を図りつつ、そのおむつを適切に取り替えなけれ

ばならない。 

６ ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、

前各項に定めるほか、利用者が行う離床、着替え、整容

等の日常生活上の行為を適切に支援しなければならな

い。 

７ ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、

常時一人以上の介護職員を介護に従事させなければなら

ない。 

８ ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、

その利用者に対して、利用者の負担により、当該ユニッ

ト型指定介護予防短期入所生活介護事業所の従業者以外

の者による介護を受けさせてはならない。 

 

 （食事） 

第百六十三条 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護

事業者は、栄養ならびに利用者の心身の状況および嗜好
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を考慮した食事を提供しなければならない。 

２ ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、

利用者の心身の状況に応じて、適切な方法により、食事

の自立について必要な支援を行わなければならない。 

３ ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、

利用者の生活習慣を尊重した適切な時間に食事を提供す

るとともに、利用者がその心身の状況に応じてできる限

り自立して食事を摂ることができるよう必要な時間を確

保しなければならない。 

４ ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、

利用者が相互に社会的関係を築くことができるよう、そ

の意思を尊重しつつ、利用者が共同生活室で食事を摂る

ことを支援しなければならない。 

 

 （その他のサービスの提供） 

第百六十四条 ユニット型指定介護予防短期入所生活介護

事業者は、利用者の嗜好に応じた趣味、教養または娯楽

に係る活動の機会を提供するとともに、利用者が自律的

に行うこれらの活動を支援しなければならない。 

２ ユニット型指定介護予防短期入所生活介護事業者は、

常に利用者の家族との連携を図るよう努めなければなら

ない。 

 

 （準用） 

第百六十五条 第百四十四条、第百四十五条、第百四十八

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （準用） 

第六十一条 第五十三条の規定は、ユニット型指定介護予
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条から第百五十条までの規定は、ユニット型指定介護予

防短期入所生活介護の事業について準用する。この場合

において、第百四十五条中「第百二十九条」とあるのは

「第百五十三条」と、「前条」とあるのは「第百六十五条

において準用する前条」と読み替えるものとする。 

 

第七節 基準該当介護予防サービスに関する基準 

 

 （指定介護予防通所介護事業所等との併設） 

第百六十六条 基準該当介護予防サービスに該当する介護

予防短期入所生活介護またはこれに相当するサービス

（以下「基準該当介護予防短期入所生活介護」という。）

の事業を行う者（以下「基準該当介護予防短期入所生活

介護事業者」という。）が当該事業を行う事業所（以下「基

準該当介護予防短期入所生活介護事業所」という。）は、

指定介護予防通所介護事業所、指定介護予防認知症対応

型通所介護事業所（指定地域密着型介護予防サービスの

事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予

防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法

に関する基準（平成十八年厚生労働省令第三十六号。以

下「指定地域密着型介護予防サービス基準」という。）第

十三条に規定する指定介護予防認知症対応型通所介護事

業所をいう。）または社会福祉施設（以下「指定介護予防

通所介護事業所等」という。）に併設しなければならない。 

 

防短期入所生活介護の事業について準用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （基準該当介護予防短期入所生活介護事業所の従業者の
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 （従業者） 

第百六十七条 基準該当介護予防短期入所生活介護事業者

が基準該当介護予防短期入所生活介護事業所ごとに置く

べき従業者（以下この節において「介護予防短期入所生

活介護従業者」という。）は、次のとおりとする。ただし、

他の社会福祉施設等の栄養士との連携を図ることにより

当該基準該当介護予防短期入所生活介護事業所の効果的

な運営を期待することができる場合であって、利用者の

処遇に支障がないときは、第三号の栄養士を置かないこ

とができる。 

一 生活相談員 

二 介護職員または看護職員 

三 栄養士 

四 機能訓練指導員 

五 調理員その他の従業者 

２ 前項各号に掲げる介護予防短期入所生活介護従業者の

員数その他の配置の基準は、規則で定める。 

３ 基準該当介護予防短期入所生活介護の事業と基準該当

短期入所生活介護（指定居宅サービス等基準条例第百八

十二条に規定する基準該当短期入所生活介護をいう。以

下同じ。）の事業とが、同一の事業者により同一の事業所

において一体的に運営されている場合については、指定

居宅サービス等基準条例第百八十三条第一項および第二

項に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、

前二項に規定する基準を満たしているものとみなすこと

員数） 

第六十二条 条例第百六十七条第二項に規定する規則で定

める基準は、員数が次の各号に掲げる介護予防短期入所

生活介護従業者の区分に応じ、当該各号に定める数であ

ることとする。 

一 生活相談員 一人以上 

二 介護職員または看護職員 常勤換算方法で、利用者

の数が三またはその端数を増すごとに一人以上 

三 栄養士 一人以上 

四 機能訓練指導員 一人以上 

五 調理員その他の従業者 当該基準該当介護予防短期

入所生活介護事業所の実情に応じた適当数 

２ 前項第二号の利用者の数は、前年度の平均値とする。

ただし、新規に基準該当介護予防短期入所生活介護の事

業を開始する場合は、推定数による。 

３ 第一項第四号の機能訓練指導員は、日常生活を営むの

に必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を

有する者とし、当該基準該当介護予防短期入所生活介護

事業所の他の職務に従事することができるものとする。 

４ 基準該当介護予防短期入所生活介護事業者は、法その

他の法律に規定する指定介護予防通所介護事業所等とし

て必要とされる数の従業者に加えて、第一項各号に掲げ

る介護予防短期入所生活介護従業者を確保するものとす

る。 
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ができる。 

 

 （管理者） 

第百六十八条 基準該当介護予防短期入所生活介護事業者

は、基準該当介護予防短期入所生活介護事業所ごとに専

らその職務に従事する管理者を置かなければならない。

ただし、基準該当介護予防短期入所生活介護事業所の管

理上支障がない場合は、当該基準該当介護予防短期入所

生活介護事業所の他の職務に従事し、または同一敷地内

にある他の事業所、施設等の職務に従事することができ

るものとする。 

 

 （利用定員等） 

第百六十九条 基準該当介護予防短期入所生活介護事業所

は、その利用定員（当該基準該当介護予防短期入所生活

介護事業所において同時に基準該当介護予防短期入所生

活介護の提供を受けることができる利用者（当該基準該

当介護予防短期入所生活介護事業者が基準該当介護予防

短期入所生活介護の事業と基準該当短期入所生活介護の

事業を同一の事業所において一体的に運営している場合

にあっては、当該事業所における基準該当介護予防短期

入所生活介護または基準該当短期入所生活介護の利用

者）の数の上限をいう。以下この節において同じ。）を二

十人未満とし、基準該当介護予防短期入所生活介護の事

業の専用の居室を設けるものとする。 
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２ 基準該当介護予防短期入所生活介護の事業と基準該当

短期入所生活介護の事業とが同一の事業者により同一の

事業所において一体的に運営される場合については、指

定居宅サービス等基準条例第百八十五条第一項に規定す

る利用定員等の基準を満たすことをもって、前項に規定

する基準を満たしているものとみなすことができる。 

 

 （設備および備品等） 

第百七十条 基準該当介護予防短期入所生活介護事業所に

は、次の各号に掲げる設備を設けるとともに、基準該当

介護予防短期入所生活介護を提供するために必要なその

他の設備および備品等を備えなければならない。ただし、

指定介護予防通所介護事業所等の設備を利用することに

より、当該指定介護予防通所介護事業所等および当該基

準該当介護予防短期入所生活介護事業所の効率的運営が

可能であり、当該指定介護予防通所介護事業所等の利用

者等および当該基準該当介護予防短期入所生活介護事業

所の利用者の処遇に支障がない場合は、居室を除き、こ

れらの設備を設けないことができる。 

一 居室 

二 食堂 

三 機能訓練室 

四 浴室 

五 便所 

六 洗面所 

 

 

 

 

 

 

 （基準該当介護予防短期入所生活介護事業所の設備の基

準） 

第六十三条 条例第百七十条第二項に規定する規則で定め

る基準は、次項および第三項に定めるところによる。 

２ 次の各号に掲げる設備の基準は、当該各号に定めると

おりとする。 

一 居室 

イ 一の居室の定員は、四人以下とすること。 

ロ 利用者一人当たりの床面積は、七・四三平方メー

トル以上とすること。 

ハ 日照、採光、換気等利用者の保健衛生、防災等に

十分考慮すること。 

二 食堂および機能訓練室 

イ 食堂および機能訓練室は、それぞれ必要な広さを

有するものとし、その合計した面積は、三平方メー

トルに利用定員を乗じて得た面積以上とすること。 

ロ イにかかわらず、食堂および機能訓練室は、食事

の提供の際にはその提供に支障がない広さを確保

でき、かつ、機能訓練を行う際にはその実施に支障
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七 静養室 

八 面接室 

九 介護職員室 

２ 前項に規定するもののほか、基準該当介護予防短期入

所生活介護事業所の設備の基準は、規則で定める。 

３ 基準該当介護予防短期入所生活介護の事業と基準該当

短期入所生活介護の事業とが、同一の事業者により同一

の事業所において一体的に運営される場合については、

指定居宅サービス等基準条例第百八十六条第一項および

第二項に規定する設備に関する基準を満たすことをもっ

て、前二項に規定する基準を満たしているものとみなす

ことができる。 

 

 

 

 （指定介護予防通所介護事業所等との連携） 

第百七十一条 基準該当介護予防短期入所生活介護事業者

は、基準該当介護予防短期入所生活介護の提供に際し、

常に指定介護予防通所介護事業所等との間の連携および

支援の体制を整えなければならない。 

 

 （準用） 

第百七十二条 第十条から第十四条まで、第十七条、第二

十条、第二十二条、第二十四条、第三十一条から第三十

四条まで、第三十五条（第五項および第六項を除く。）、

がない広さを確保できる場合にあっては、同一の場

所とすることができる。 

三 浴室 

身体の不自由な者が入浴するのに適したものとす

ること。 

四 便所 

身体の不自由な者が使用するのに適したものとす

ること。 

五 洗面所 

身体の不自由な者が使用するのに適したものとす

ること。 

３ 基準該当介護予防短期入所生活介護事業所の廊下幅

は、利用者が車椅子で円滑に移動することが可能なもの

でなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 （準用） 

第六十四条 第四条、第四十九条から第五十一条までおよ

び第五十三条の規定は、基準該当介護予防短期入所生活

介護の事業について準用する。 
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第三十六条から第三十八条まで、第五十四条、第百三条、

第百五条、第百六条、第百二十九条ならびに第四節（第

百三十六条第一項および第百四十三条を除く。）および第

五節の規定は、基準該当介護予防短期入所生活介護の事

業について準用する。この場合において、第二十条中「内

容、当該指定介護予防訪問介護について法第五十三条第

四項の規定により利用者に代わって支払を受ける介護予

防サービス費の額」とあるのは「内容」と、第二十二条

中「法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防訪

問介護」とあるのは「基準該当介護予防短期入所生活介

護」と、第三十一条中「第二十七条」とあるのは「第百

七十二条において準用する第百三十九条」と、「訪問介護

員等」とあるのは「介護予防短期入所生活介護従業者」

と、第百三条第三項中「介護予防通所介護従業者」とあ

るのは「介護予防短期入所生活介護従業者」と、第百三

十六条第二項中「法定代理受領サービスに該当しない指

定介護予防短期入所生活介護」とあるのは「基準該当介

護予防短期入所生活介護」と、同条第三項中「前二項」

とあるのは「前項」と、第百四十二条第二項第二号およ

び第四号から第六号までの規定中「次条」とあるのは「第

百七十二条」と、第百四十五条中「第百二十九条」とあ

るのは「第百七十二条において準用する第百二十九条」

と、「前条」とあるのは「第百七十二条において準用する

前条」と、第百四十九条中「医師および看護職員」とあ

るのは「看護職員」と読み替えるものとする。 
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第十章 介護予防短期入所療養介護 

第一節 基本方針 

 

第百七十三条 指定介護予防サービスに該当する介護予防

短期入所療養介護（以下「指定介護予防短期入所療養介

護」という。）の事業は、その利用者が可能な限りその居

宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、

看護、医学的管理の下における介護および機能訓練その

他必要な医療ならびに日常生活上の支援を行うことによ

り、利用者の療養生活の質の向上および心身機能の維持

回復を図り、もって利用者の生活機能の維持または向上

を目指すものでなければならない。 

 

第二節 人員に関する基準 

 

第百七十四条 指定介護予防短期入所療養介護の事業を行

う者（以下「指定介護予防短期入所療養介護事業者」と

いう。）が当該事業を行う事業所（以下「指定介護予防短

期入所療養介護事業所」という。）ごとに置くべき指定介

護予防短期入所療養介護の提供に当たる従業者（以下「介

護予防短期入所療養介護従業者」という。）の員数その他

の配置の基準は、規則で定める。 

２ 指定介護予防短期入所療養介護事業者が指定短期入所

療養介護事業者（指定居宅サービス等基準条例第百九十

 

第十章 介護予防短期入所療養介護 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （従業者の員数） 

第六十五条 条例第百七十四条第一項に規定する規則で定

める基準は、次に掲げるとおりとする。 

一 介護老人保健施設である指定介護予防短期入所療養

介護事業所にあっては、当該指定介護予防短期入所療

養介護事業所に置くべき医師、薬剤師、看護職員（看

護師および准看護師をいう。以下この条および第七十

四条において同じ。）、介護職員、支援相談員、理学療

法士または作業療法士および栄養士の員数は、それぞ

れ、利用者を当該介護老人保健施設の入所者とみなし

 

(9) 指定介護予防短期入所療養介護 
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条第一項に規定する指定短期入所療養介護事業者をい

う。以下同じ。）の指定を併せて受け、かつ、指定短期入

所療養介護（指定居宅サービス等基準条例第百八十九条

に規定する指定短期入所療養介護をいう。以下同じ。）の

事業と指定介護予防短期入所療養介護の事業とが同一の

事業所において一体的に運営されている場合について

は、同項に規定する人員に関する基準を満たすことをも

って、前項に規定する基準を満たしているものとみなす

ことができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

た場合における法に規定する介護老人保健施設として

必要とされる数が確保されるために必要な数以上とす

る。 

二 指定介護療養型医療施設である指定介護予防短期入

所療養介護事業所にあっては、当該指定介護予防短期

入所療養介護事業所に置くべき医師、薬剤師、看護職

員、介護職員、栄養士および理学療法士または作業療

法士の員数は、それぞれ、利用者を当該指定介護療養

型医療施設の入院患者とみなした場合における平成十

八年旧介護保険法に規定する指定介護療養型医療施設

として必要とされる数が確保されるために必要な数以

上とする。 

三 療養病床を有する病院または診療所（前号に該当す

るものを除く。）である指定介護予防短期入所療養介護

事業所にあっては、当該指定介護予防短期入所療養介

護事業所に置くべき医師、薬剤師、看護職員、介護職

員（医療法に規定する看護補助者をいう。）、栄養士お

よび理学療法士または作業療法士の員数は、それぞれ

同法に規定する療養病床を有する病院または診療所と

して必要とされる数が確保されるために必要な数以上

とする。 

四 診療所（前二号に該当するものを除く。）である指定

介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、当該指

定介護予防短期入所療養介護を提供する病室に置くべ

き看護職員または介護職員の員数の合計は、常勤換算
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第三節 設備に関する基準 

 

第百七十五条 指定介護予防短期入所療養介護事業所の設

備に関する基準は、次のとおりとする。 

一 介護老人保健施設である指定介護予防短期入所療養

介護事業所にあっては、法に規定する介護老人保健施

設として必要とされる施設および設備（ユニット型介

護老人保健施設（福井県介護老人保健施設の人員、施

設および設備ならびに運営の基準に関する条例（平成

二十四年福井県条例第 号）第四十三条に規定するユ

ニット型介護老人保健施設をいう。以下同じ。）に関す

るものを除く。）を有することとする。 

二 健康保険法等の一部を改正する法律（平成十八年法

律第八十三号）附則第百三十条の二第一項の規定によ

りなおその効力を有するものとされた同法第二十六条

の規定による改正前の法（以下「平成十八年旧介護保

険法」という。）第四十八条第一項第三号に規定する指

定介護療養型医療施設（以下「指定介護療養型医療施

方法で、利用者および入院患者の数が三またはその端

数を増すごとに一以上であること、かつ、夜間におけ

る緊急連絡体制を整備することとし、看護師もしくは

准看護師または介護職員を一人以上配置しているこ

と。 
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設」という。）である指定介護予防短期入所療養介護事

業所にあっては、平成十八年旧介護保険法に規定する

指定介護療養型医療施設として必要とされる設備（ユ

ニット型指定介護療養型医療施設（福井県指定介護療

養型医療施設の人員、設備および運営の基準に関する

条例（平成二十四年福井県条例第 号）第四十二条に

規定するユニット型指定介護療養型医療施設をいう。

以下同じ。）に関するものを除く。）を有することとす

る。 

三 療養病床（医療法第七条第二項第四号に規定する療

養病床をいう。以下同じ。）を有する病院または診療所

（指定介護療養型医療施設であるものを除く。）である

指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、医

療法に規定する療養病床を有する病院または診療所と

して必要とされる設備を有することとする。 

四 診療所（療養病床を有するものを除く。）である指定

介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、次に掲

げる要件に適合すること。 

イ 指定介護予防短期入所療養介護を提供する病室

の床面積は、利用者一人につき六・四平方メートル

とすること。 

ロ 食堂および浴室を有すること。 

ハ 機能訓練を行うための場所を有すること。 

２ 前項第三号および第四号に該当する指定介護予防短期

入所療養介護事業所にあっては、前項に定めるもののほ
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か、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を有

するものとする。 

３ 指定介護予防短期入所療養介護事業者が指定短期入所

療養介護事業者の指定を併せて受け、かつ、指定短期入

所療養介護の事業と指定介護予防短期入所療養介護の事

業とが同一の事業所において一体的に運営されている場

合については、指定居宅サービス等基準条例第百九十一

条第一項および第二項に規定する設備に関する基準を満

たすことをもって、前二項に規定する基準を満たしてい

るものとみなすことができる。 

 

第四節 運営に関する基準 

 

 （対象者） 

第百七十六条 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、

利用者の心身の状況もしくは病状により、もしくはその

家族の疾病、冠婚葬祭、出張等の理由により、一時的に

入所して看護、医学的管理の下における介護および機能

訓練その他必要な医療等を受ける必要がある者を対象

に、介護老人保健施設の療養室、病院の療養病床に係る

病室、診療所の指定介護予防短期入所療養介護を提供す

る病室または病院の老人性認知症疾患療養病棟（健康保

険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項

の規定によりなおその効力を有するものとされた令第四

条第二項に規定する病床により構成される病棟をいう。）
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において指定介護予防短期入所療養介護を提供するもの

とする。 

 

 

 （利用料等の受領） 

第百七十七条 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、

法定代理受領サービスに該当する指定介護予防短期入所

療養介護を提供した際には、その利用者から利用料の一

部として、当該指定介護予防短期入所療養介護に係る介

護予防サービス費用基準額から当該指定介護予防短期入

所療養介護事業者に支払われる介護予防サービス費の額

を控除して得た額の支払を受けるものとする。 

２ 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、法定代理受

領サービスに該当しない指定介護予防短期入所療養介護

を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額

と、指定介護予防短期入所療養介護に係る介護予防サー

ビス費用基準額との間に、不合理な差額が生じないよう

にしなければならない。 

３ 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、前二項の支

払を受ける額のほか、規則で定める費用の額の支払を利

用者から受けることができる。 

４ 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、前項に掲げ

る費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらか

じめ、利用者またはその家族に対し当該サービスの内容

および費用を記した文書を交付して説明を行い、利用者

 

 

 

 

 （費用） 

第六十六条 条例第百七十七条第三項の規則で定める費用

は、次に掲げる費用とする。 

一 食事の提供に要する費用（法第六十一条の三第一項

の規定により特定入所者介護予防サービス費が利用者

に支給された場合は、同条第二項第一号に規定する食

費の基準費用額（同条第四項の規定により当該特定入

所者介護予防サービス費が利用者に代わり当該指定介

護予防短期入所療養介護事業者に支払われた場合は、

同号に規定する食費の負担限度額）を限度とする。） 

二 滞在に要する費用（法第六十一条の三第一項の規定

により特定入所者介護予防サービス費が利用者に支給

された場合は、同条第二項第二号に規定する滞在費の

基準費用額（同条第四項の規定により当該特定入所者

介護予防サービス費が利用者に代わり当該指定介護予

防短期入所療養介護事業者に支払われた場合は、同号

に規定する滞在費の負担限度額）を限度とする。） 

三 基準省令第百九十条第三項第三号の厚生労働大臣の

定める基準に基づき利用者が選定する特別な療養室等

の提供を行ったことに伴い必要となる費用 

四 基準省令第百九十条第三項第四号の厚生労働大臣の
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の同意を得なければならない。この場合において、規則

で定める費用に係る同意については、文書によるものと

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （身体的拘束等の禁止） 

第百七十八条 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、

指定介護予防短期入所療養介護の提供に当たっては、当

該利用者または他の利用者等の生命または身体を保護す

るため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行

ってはならない。 

２ 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、前項の身体

的拘束等を行う場合には、その態様および時間、その際

の利用者の心身の状況ならびに緊急やむを得ない理由を

定める基準に基づき利用者が選定する特別な食事の提

供を行ったことに伴い必要となる費用 

五 送迎に要する費用（基準省令第百九十条第三項第五

号の厚生労働大臣が定める場合を除く。） 

六 理美容代 

七 前各号に掲げるもののほか、指定介護予防短期入所

療養介護において提供される便宜のうち、日常生活に

おいても通常必要となるものに係る費用であって、そ

の利用者に負担させることが適当と認められるもの 

２ 前項第一号から第四号までに掲げる費用については、

基準省令第百九十条第四項の厚生労働大臣が定めるとこ

ろによるものとする。 

３ 条例第百七十七条第四項の規則で定める費用は、第一

項第一号から第四号までに掲げる費用とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  身体的拘束等の禁止（予防基準条例第１７８条） 

  予防基準条例第１７８条については、内容としては、

居宅基準条例第１９４条（指定短期入所療養介護の取扱

方針）第４項および第５項と同様であるので、第３の９

の(2)のウの(ｲ)を参照されたい。（ユニット型指定介護予

防短期入所療養介護においても同趣旨。） 
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記録しなければならない。 

 

 （運営規程） 

第百七十九条 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、

事業運営についての重要事項であって規則で定めるもの

に関する規程を定めておかなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （定員の遵守） 

第百八十条 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、規

則で定める利用者（当該指定介護予防短期入所療養介護

事業者が指定短期入所療養介護事業者の指定を併せて受

け、かつ、指定介護予防短期入所療養介護の事業と指定

短期入所療養介護の事業とが同一の事業所において一体

的に運営されている場合にあっては、当該事業所におけ

る指定介護予防短期入所療養介護または指定短期入所療

養介護の利用者をいう。）数以上の利用者に対して同時に

指定介護予防短期入所療養介護を行ってはならない。た

 

 

 （運営規程に定める事項） 

第六十七条 条例第百七十九条の規則で定める重要事項

は、次に掲げる事項とする。 

一 事業の目的および運営の方針 

二 従業者の職種、員数および職務の内容 

三 指定介護予防短期入所療養介護の内容および利用料

その他の費用の額 

四 通常の送迎の実施地域 

五 施設利用に当たっての留意事項 

六 非常災害対策 

七 その他運営に関する重要事項 

 

 

 （利用者数） 

第六十八条 条例第百八十条の規則で定める利用者数は、

次に掲げる数とする。 

一 介護老人保健施設である指定介護予防短期入所療養

介護事業所にあっては、利用者を当該介護老人保健施

設の入所者とみなした場合において入所定員および療

養室の定員を超えることとなる利用者数 

二 療養病床を有する病院もしくは診療所または老人性

認知症疾患療養病棟を有する病院である指定介護予防

短期入所療養介護事業所にあっては、療養病床または
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だし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合

は、この限りでない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （記録の整備） 

第百八十一条 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、

従業者、設備、備品および会計に関する諸記録を整備し

ておかなければならない。 

２ 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、利用者に対

する指定介護予防短期入所療養介護の提供に関する次の

各号に掲げる記録を整備し、第一号および第二号の記録

についてはその完結の日から五年間、その他の記録につ

いてはその完結の日から二年間保存しなければならな

い。 

一 介護予防短期入所療養介護計画 

二 次条において準用する第二十条第二項に規定する提

供した具体的なサービスの内容等の記録 

三 第百七十八条第二項に規定する身体的拘束等の態様

老人性認知症疾患療養病棟に係る病床数および療養病

床または老人性認知症疾患療養病棟に係る病室の定員

を超えることとなる利用者数 

三 診療所（前号に掲げるものを除く。）である指定介護

予防短期入所療養介護事業所にあっては、指定介護予

防短期入所療養介護を提供する病床数および病室の定

員を超えることとなる利用者数 
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および時間、その際の利用者の心身の状況ならびに緊

急やむを得ない理由の記録 

四 次条において準用する第二十四条に規定する市町村

への通知に係る記録 

五 次条において準用する第三十五条第二項に規定する

苦情の内容等の記録 

六 次条において準用する第三十七条第二項に規定する

事故の状況および事故に際して採った処置についての

記録 

 

 （準用） 

第百八十二条 第十条から第十四条まで、第十六条、第十

七条、第二十条、第二十二条、第二十四条、第三十一条、

第三十二条、第三十四条から第三十八条まで、第五十四

条、第百三条、第百五条、第百二十二条、第百三十四条、

第百三十五条第二項および第百四十一条の規定は、指定

介護予防短期入所療養介護の事業について準用する。こ

の場合において、第三十一条中「第二十七条」とあるの

は「第百七十九条」と、「訪問介護員等」とあるのは「介

護予防短期入所療養介護従業者」と、第百三条第三項中

「介護予防通所介護従業者」とあるのは「介護予防短期

入所療養介護従業者」と、第百三十四条中「第百三十九

条」とあるのは「第百七十九条」と、「介護予防短期入所

生活介護従業者」とあるのは「介護予防短期入所療養介

護従業者」と読み替えるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （準用） 

第六十九条 第四条の規定は、指定介護予防短期入所療養

介護の事業について準用する。 
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第五節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基

準 

 

 （指定介護予防短期入所療養介護の基本取扱方針） 

第百八十三条 指定介護予防短期入所療養介護は、利用者

の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に

行われなければならない。 

２ 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、自らその提

供する指定介護予防短期入所療養介護の質の評価を行う

とともに主治の医師または歯科医師とも連携を図りつ

つ、常にその改善を図らなければならない。 

３ 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、指定介護予

防短期入所療養介護の提供に当たり、利用者ができる限

り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むこと

ができるよう支援することを目的とするものであること

を常に意識してサービスの提供に当たらなければならな

い。 

４ 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、利用者がそ

の有する能力を最大限活用することができるような方法

によるサービスの提供に努めなければならない。 

５ 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、指定介護予

防短期入所療養介護の提供に当たり、利用者とのコミュ

ニケーションを十分に図ることその他の様々な方法によ

り、利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きか

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 指定介護予防短期入所療養介護の基本取扱方針 

予防基準条例第１８３条にいう指定介護予防短

期入所療養介護の基本取扱方針について、特に留意

すべきところは、次のとおりである。 

(ｱ) 介護予防短期入所療養介護の提供に当たって

は、１人ひとりの高齢者ができる限り要介護状態

にならないで自立した日常生活を営むことがで

きるよう支援することを目的として行われるも

のであることに留意すること。 

(ｲ) 介護予防の十分な効果を高める観点からは、

利用者の主体的な取組が不可欠であることから、

サービスの提供に当たっては、利用者の意欲が高

まるようコミュニケーションの取り方をはじめ、

様々な工夫をして、適切な働きかけを行うよう努

めること。 

(ｳ) サービスの提供に当たって、利用者ができな

いことを単に補う形でのサービス提供は、かえっ

て利用者の生活機能の低下を引き起こし、サービ

スへの依存を生み出している場合があるとの指

摘を踏まえ、「利用者の自立の可能性を最大限引

き出す支援を行う」ことを基本として、利用者の
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けに努めなければならない。 

 

 

 （指定介護予防短期入所療養介護の具体的取扱方針） 

第百八十四条 指定介護予防短期入所療養介護の方針は、

第百七十三条に規定する基本方針および前条に規定する

基本取扱方針に基づき、規則で定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （指定介護予防短期入所療養介護の具体的取扱方針） 

第七十条 条例第百八十四条に規定する規則で定める方針

は、次に掲げるとおりとする。 

一 指定介護予防短期入所療養介護の提供に当たって

は、主治の医師または歯科医師からの情報伝達やサー

ビス担当者会議を通じる等の適切な方法により、利用

者の心身の状況、病状、その置かれている環境等利用

者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うものとす

る。 

二 指定介護予防短期入所療養介護事業所の管理者は、

相当期間以上にわたり継続して入所することが予定さ

れる利用者については、前号に規定する利用者の日常

生活全般の状況および希望を踏まえて、指定介護予防

短期入所療養介護の目標、当該目標を達成するための

具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間

等を記載した介護予防短期入所療養介護計画を作成す

るものとする。 

三 介護予防短期入所療養介護計画は、既に介護予防サ

ービス計画が作成されている場合は、当該計画の内容

に沿って作成しなければならない。 

四 指定介護予防短期入所療養介護事業所の管理者は、

介護予防短期入所療養介護計画の作成に当たっては、

できる能力を阻害するような不適切なサービス

提供をしないよう配慮すること。 

 

イ 指定介護予防短期入所療養介護の具体的取扱方

針 

(ｱ) 予防基準規則第７０条第２号に定める「相当

期間以上」とは、概ね４日以上連続して利用する

場合を指すこととするが、４日未満の利用者にあ

っても、担当する介護予防支援事業者等と連携を

とること等により、利用者の心身の状況等を踏ま

えて、他の介護予防短期入所療養介護計画を作成

した利用者に準じて、必要な介護および機能訓練

等の支援を行うものとする。 

なお、介護予防短期入所療養介護事業者は、施

設に介護支援専門員がいる場合には、介護支援専

門員に介護予防短期入所療養介護計画作成のと

りまとめを行わせること。介護支援専門員がいな

い場合には、療養介護計画作成の経験を有する者

に作成をさせることが望ましい。 

(ｲ) 同条第３号は、介護予防短期入所療養介護計

画が作成される場合には、介護予防サービス計画

に沿って作成されなければならないこととした

ものである。 

なお、介護予防短期入所療養介護計画の作成後

に介護予防サービス計画が作成された場合は、当
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 （診療の方針） 

第百八十五条 医師の診療の方針は、規則で定める。 

 

その内容について利用者またはその家族に対して説明

し、利用者の同意を得なければならない。 

五 指定介護予防短期入所療養介護事業所の管理者は、

介護予防短期入所療養介護計画を作成した際には、当

該介護予防短期入所療養介護計画を利用者に交付しな

ければならない。 

六 指定介護予防短期入所療養介護の提供に当たって

は、介護予防短期入所療養介護計画が作成されている

場合は、当該計画に基づき、利用者が日常生活を営む

のに必要な支援を行うものとする。 

七 指定介護予防短期入所療養介護の提供に当たって

は、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者またはその

家族に対し、サービスの提供方法等について、理解し

やすいように指導または説明を行うものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （診療の方針） 

第七十一条 条例第百八十五条に規定する規則で定める診

療の方針は、次に掲げるとおりとする。 

該介護予防短期入所療養介護計画が介護予防サ

ービス計画に沿ったものであるか確認し、必要に

応じて変更するものとする。 

(ｳ) 同条第４号から第７号は、サービス提供に当

たっての利用者またはその家族に対する説明に

ついて定めたものである。即ち、介護予防短期入

所療養介護計画は、利用者の日常生活全般の状況

および希望を踏まえて作成されなければならな

いものであり、その内容について説明を行った上

で利用者の同意を得ることを義務づけることに

より、サービス内容等への利用者の意向の反映の

機会を保障しようとするものである。管理者は、

介護予防短期入所療養介護計画の目標や内容等

について、利用者またはその家族に、理解しやす

い方法で説明を行うとともに、その実施状況や評

価についても説明を行うものとする。 

また、介護予防短期入所療養介護計画を作成し

た際には、遅滞なく利用者に交付しなければなら

ならず、当該介護予防短期入所療養介護計画は、

予防基準条例第１８１条第２項の規定に基づき、

５年間保存しなければならないこととしている。 

 

ウ 診療の方針について 

介護予防短期入所療養介護事業所の医師は、常に

利用者の病床や心身の状態の把握に努めること。特
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 （機能訓練） 

一 診療は、一般に医師として診療の必要性があると認

められる疾病または負傷に対して、的確な診断を基と

し、療養上妥当適切に行うものとする。 

二 診療に当たっては、常に医学の立場を堅持して、利

用者の心身の状況を観察し、要支援者の心理が健康に

及ぼす影響を十分配慮して、心理的な効果をもあげる

ことができるよう適切な指導を行う。 

三 常に利用者の病状および心身の状況ならびに日常生

活およびその置かれている環境の的確な把握に努め、

利用者またはその家族に対し、適切な指導を行うもの

とする。 

四 検査、投薬、注射、処置等は、利用者の病状に照ら

して妥当適切に行うものとする。 

五 特殊な療法または新しい療法等については、基準省

令第百九十八条第五号の厚生労働大臣が定めるものの

ほか行ってはならない。 

六 基準省令第百九十八条第六号の厚生労働大臣が定め

る医薬品以外の医薬品を利用者に施用し、または処方

してはならない。 

七 入院患者の病状の急変等により、自ら必要な医療を

提供することが困難であると認めたときは、他の医師

の対診を求める等診療について適切な措置を講じなけ

ればならない。 

 

 

に、診療に当たっては、的確な診断をもととし、入

所者に対して必要な検査、投薬、処置等を妥当適切

に行うものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エ 機能訓練について 
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第百八十六条 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、

利用者の心身の諸機能の維持回復を図り、日常生活の自

立を助けるため、必要な理学療法、作業療法その他必要

なリハビリテーションを行わなければならない。 

 

 （看護および医学的管理の下における介護） 

第百八十七条 看護および医学的管理の下における介護

は、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、

利用者の病状および心身の状況に応じ、適切な技術をも

って行われなければならない。 

２ 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、一週間に二

回以上、適切な方法により、利用者を入浴させ、または

清しきしなければならない。 

３ 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、利用者の病

状および心身の状況に応じ、適切な方法により、排せつ

の自立について必要な援助を行わなければならない。 

４ 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、おむつを使

用せざるを得ない利用者のおむつを適切に取り替えなけ

ればならない。 

５ 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、前各項に定

めるほか、利用者に対し、離床、着替え、整容その他日

常生活上の支援を適切に行わなければならない。 

６ 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、その利用者

に対して、利用者の負担により、当該指定介護予防短期

入所療養介護事業者の従業者以外の者による看護および

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リハビリテーションの提供に当たっては、利用者

の心身の状況および家庭環境等を十分に踏まえて、

日常生活の自立を助けるため、必要に応じて提供し

なければならないものとする。 

 

オ 看護および医学的管理の下における介護 

(ｱ) 入浴の実施に当たっては、利用者の心身の状

況や自立支援を踏まえ適切な方法により実施す

るものとする。なお、利用者の心身の状況から入

浴が困難である場合には、清しきを実施するなど

利用者の清潔保持に努めるものとする。 

(ｲ) 排せつの介護に当たっては、利用者の心身の

状況や排せつ状況などをもとに自立支援の観点

から、トイレ誘導や排せつ介助等について適切な

方法により実施するものとする。おむつを使用せ

ざるを得ない場合には、利用者の心身および活動

状況に適したおむつを提供し、適切におむつを交

換するものとする。 
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介護を受けさせてはならない。 

 

 （食事の提供） 

第百八十八条 利用者の食事は、栄養ならびに利用者の身

体の状況、病状および嗜好を考慮したものとするととも

に、適切な時間に行われなければならない。 

２ 利用者の食事は、その者の自立の支援に配慮し、でき

るだけ離床して食堂で行われるよう努めなければならな

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

カ 食事 

(ｱ) 食事の提供について 

利用者ごとの栄養状態を定期的に把握し、個々

の利用者の栄養状態に応じた栄養管理を行うよ

うに努めるとともに、摂食・嚥下機能その他の利

用者の身体の状況や、食形態、嗜好等にも配慮し

た適切な栄養量および内容とすること。 

また、利用者の自立の支援に配慮し、できるだ

け離床して食堂で行われるよう努めなければな

らないこと。 

(ｲ) 調理について 

調理は、あらかじめ作成された献立に従って行

うとともに、その実施状況を明らかにしておくこ

と。 

(ｳ) 適時の食事の提供について 

食事時間は適切なものとし、夕食時間は午後６

時以降とすることが望ましいが、早くても午後５

時以降とすること。 

(ｴ) 食事の提供に関する業務の委託について 

食事の提供に関する業務は指定介護予防短期

入所療養介護事業者自らが行うことが望ましい

が、栄養管理、調理管理、材料管理、施設等管理、

業務管理、衛生管理、労働衛生管理について事業
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 （その他のサービスの提供） 

第百八十九条 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、

適宜利用者のためのレクリエーション行事を行うよう努

めるものとする。 

２ 指定介護予防短期入所療養介護事業者は、常に利用者

の家族との連携を図るよう努めなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

者自らが行う等、当該事業者の管理者が業務遂行

上必要な注意を果たし得るような体制と契約内

容により、食事サービスの質が確保される場合に

は、当該事業者の最終的責任の下で第三者に委託

することができる。 

(ｵ) 療養室等関係部門と食事関係部門との連携に

ついて 

食事提供については、利用者の嚥下や咀嚼の状

況、食欲など心身の状態等を当該利用者の食事に

的確に反映させるために、療養室等関係部門と食

事関係部門との連絡が十分とられていることが

必要である。 

(ｶ) 栄養食事相談 

利用者に対しては適切な栄養食事相談を行う

必要がある。 

(ｷ) 食事内容の検討について 

食事内容については、当該事業者の医師または

栄養士を含む会議において検討が加えられなけ

ればならない。 
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第六節 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業

の基本方針、設備および運営ならびに介護予防のための

効果的な支援の方法に関する基準 

第一款 この節の趣旨および基本方針 

 

 （この節の趣旨） 

第百九十条 第一節および前三節の規定にかかわらず、ユ

ニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業（指定介

護予防短期入所療養介護の事業であって、その全部にお

いて少数の療養室等および当該療養室等に近接して設け

られる共同生活室（当該療養室等の利用者が交流し、共

同で日常生活を営むための場所をいう。以下この章にお

いて同じ。）により一体的に構成される場所（以下この章

において「ユニット」という。）ごとに利用者の日常生活

が営まれ、これに対する支援が行われるものをいう。以

下同じ。）の基本方針、設備および運営ならびに介護予防

のための効果的な支援の方法に関する基準については、

この節に定めるところによる。 

 

 （基本方針） 

第百九十一条 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護

の事業は、利用者一人一人の意思および人格を尊重し、

利用前の居宅における生活と利用中の生活が連続したも

のとなるよう配慮しながら、各ユニットにおいて利用者
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が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むこ

とを支援することにより、利用者の療養生活の質の向上

および心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活

機能の維持または向上を目指すものでなければならな

い。 

 

第二款 設備に関する基準 

 

第百九十二条 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護

の事業を行う者（以下「ユニット型指定介護予防短期入

所療養介護事業者」という。）が当該事業を行う事業所（以

下「ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所」

という。）の設備に関する基準は、次のとおりとする。 

一 介護老人保健施設であるユニット型指定介護予防短

期入所療養介護事業所にあっては、法に規定する介護

老人保健施設として必要とされる施設および設備（ユ

ニット型介護老人保健施設に関するものに限る。）を有

することとする。 

二 指定介護療養型医療施設であるユニット型指定介護

予防短期入所療養介護事業所にあっては、平成十八年

旧介護保険法に規定する指定介護療養型医療施設とし

て必要とされる設備（ユニット型指定介護療養型医療

施設に関するものに限る。）を有することとする。 

三 療養病床を有する病院であるユニット型指定介護予

防短期入所療養介護事業所にあっては、平成十八年旧
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介護保険法に規定する指定介護療養型医療施設として

必要とされる設備（ユニット型指定介護療養型医療施

設（療養病床を有する病院に限る。）に関するものに限

る。）を有することとする。 

四 療養病床を有する診療所であるユニット型指定介護

予防短期入所療養介護事業所にあっては、平成十八年

旧介護保険法に規定する指定介護療養型医療施設とし

て必要とされる設備（ユニット型指定介護療養型医療

施設（療養病床を有する診療所に限る。）に関するもの

に限る。）を有することとする。 

２ ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者が、

ユニット型指定短期入所療養介護事業者（指定居宅サー

ビス等基準条例第二百七条第一項に規定するユニット型

指定短期入所療養介護事業者をいう。）の指定を併せて受

け、かつ、ユニット型指定介護予防短期入所療養介護の

事業とユニット型指定短期入所療養介護の事業（指定居

宅サービス等基準条例第二百五条第一項に規定するユニ

ット型指定短期入所療養介護の事業をいう。）とが同一の

事業所において一体的に運営されている場合について

は、指定居宅サービス等基準条例第二百七条第一項に規

定する設備に関する基準を満たすことをもって、前項に

規定する基準を満たしているものとみなすことができ

る。 

 

第三款 運営に関する基準 
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 （利用料等の受領） 

第百九十三条 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護

事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定介護予

防短期入所療養介護を提供した際には、その利用者から

利用料の一部として、当該指定介護予防短期入所療養介

護に係る介護予防サービス費用基準額から当該ユニット

型指定介護予防短期入所療養介護事業者に支払われる介

護予防サービス費の額を控除して得た額の支払を受ける

ものとする。 

２ ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、

法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防短期入

所療養介護を提供した際にその利用者から支払を受ける

利用料の額と、指定介護予防短期入所療養介護に係る介

護予防サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生

じないようにしなければならない。 

３ ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、

前二項の支払を受ける額のほか、規則で定める費用の額

の支払を受けることができる。 

４ ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、

前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あ

らかじめ、利用者またはその家族に対し、当該サービス

の内容および費用を記した文書を交付して説明を行い、

利用者の同意を得なければならない。この場合において、

規則で定める費用に係る同意については、文書によるも

 

 （ユニット型指定介護予防短期入所療養介護の費用） 

第七十二条 条例第百九十三条第三項の規則で定める費用

は、次に掲げる費用とする。 

一 食事の提供に要する費用（法第六十一条の三第一項

の規定により特定入所者介護予防サービス費が利用者

に支給された場合は、同条第二項第一号に規定する食

費の基準費用額（同条第四項の規定により当該特定入

所者介護予防サービス費が利用者に代わり当該ユニッ

ト型指定介護予防短期入所療養介護事業者に支払われ

た場合は、同号に規定する食費の負担限度額）を限度

とする。） 

二 滞在に要する費用（法第六十一条の三第一項の規定

により特定入所者介護予防サービス費が利用者に支給

された場合は、同条第二項第二号に規定する滞在費の

基準費用額（同条第四項の規定により当該特定入所者

介護予防サービス費が利用者に代わり当該ユニット型

指定介護予防短期入所療養介護事業者に支払われた場

合は、同号に規定する滞在費の負担限度額）を限度と

する。） 

三 基準省令第二百六条第三項第三号の厚生労働大臣の

定める基準に基づき利用者が選定する特別な療養室等

の提供を行ったことに伴い必要となる費用 

四 基準省令第二百六条第三項第四号の厚生労働大臣の

定める基準に基づき利用者が選定する特別な食事の提
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のとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （運営規程） 

第百九十四条 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護

事業者は、事業の運営についての重要事項であって規則

で定めるものに関する規程を定めておかなければならな

い。 

 

 

 

 

 

 

供を行ったことに伴い必要となる費用 

五 送迎に要する費用（基準省令第二百六条第三項第五

号に規定する厚生労働大臣が定める場合を除く。） 

六 理美容代 

七 前各号に掲げるもののほか、指定介護予防短期入所

療養介護において提供される便宜のうち、日常生活に

おいても通常必要となるものに係る費用であって、そ

の利用者に負担させることが適当と認められるもの 

２ 前項第一号から第四号までに掲げる費用については、

基準省令第二百六条第四項の厚生労働大臣が定めるとこ

ろによるものとする。 

３ 条例第百九十三条第四項の規則で定める費用は、第一

項第一号から第四号までに掲げる費用とする。 

 

 （ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所の運

営規程に定める事項） 

第七十三条 条例第百九十四条の規則で定める重要事項

は、次に掲げる事項とする。 

一 事業の目的および運営の方針 

二 従業者の職種、員数および職務の内容 

三 指定介護予防短期入所療養介護の内容および利用料

その他の費用の額 

四 通常の送迎の実施地域 

五 施設利用に当たっての留意事項 

六 非常災害対策 
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 （勤務体制の確保等） 

第百九十五条 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護

事業者は、利用者に対し適切なユニット型指定介護予防

短期入所療養介護を提供できるよう、ユニット型指定介

護予防短期入所療養介護事業所ごとに従業者の勤務の体

制を定めておかなければならない。 

２ 前項の従業者の勤務の体制を定めるに当たっては、規

則で定める職員配置を行わなければならない。 

３ ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、

ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所ごと

に、当該ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業

所の従業者によってユニット型指定介護予防短期入所療

養介護を提供しなければならない。ただし、利用者の処

遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りで

ない。 

４ ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、

介護予防短期入所療養介護従業者の資質の向上のため

に、その研修の機会を確保しなければならない。 

 

 （定員の遵守） 

第百九十六条 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護

事業者は、規則で定める利用者（当該ユニット型指定介

護予防短期入所療養介護事業者がユニット型指定短期入

七 その他運営に関する重要事項 

 

 （ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所の職

員の配置） 

第七十四条 条例第百九十五条第二項の規則で定める職員

配置は、次に掲げるとおりとする。 

一 昼間については、ユニットごとに常時一人以上の看

護職員または介護職員を配置すること。 

二 夜間および深夜については、二ユニットごとに一人

以上の看護職員または介護職員を夜間および深夜の勤

務に従事する職員として配置すること。 

三 ユニットごとに、常勤のユニットリーダーを配置す

ること。 

 

 

 

 

 

 

 

 （ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業所の利

用者数） 

第七十五条 条例第百九十六条の規則で定める利用者数

は、次に掲げる数とする。 

一 ユニット型介護老人保健施設であるユニット型指定
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所療養介護事業者の指定を併せて受け、かつ、ユニット

型指定介護予防短期入所療養介護の事業とユニット型指

定短期入所療養介護の事業とが同一の事業所において一

体的に運営されている場合にあっては、当該事業所にお

けるユニット型指定介護予防短期入所療養介護またはユ

ニット型指定短期入所療養介護の利用者。以下この条に

おいて同じ。）数以上の利用者に対して同時に指定介護予

防短期入所療養介護を行ってはならない。ただし、災害、

虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限り

でない。 

 

 （準用） 

第百九十七条 第百七十六条、第百七十八条、第百八十一

条および第百八十二条（第百三条の準用に係る部分を除

く。）の規定は、ユニット型指定介護予防短期入所療養介

護の事業について準用する。この場合において、第百八

十一条第二項第二号および第四号から第六号までの規定

中「次条」とあるのは「第百九十七条において準用する

次条」と、第百八十二条中「第百七十九条」とあるのは

「第百九十四条」と読み替えるものとする。 

 

第四款 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基

準 

 

 （ユニット型指定介護予防短期入所療養介護の提供に当

介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、利用者

を当該ユニット型介護老人保健施設の入居者とみなし

た場合において入居定員および療養室の定員を超える

こととなる利用者数 

二 ユニット型指定介護療養型医療施設であるユニット

型指定介護予防短期入所療養介護事業所にあっては、

利用者を当該ユニット型指定介護療養型医療施設の入

院患者とみなした場合において入院患者の定員および

病室の定員を超えることとなる利用者数 

 

 

 （準用） 

第七十六条 第四条の規定は、ユニット型指定介護予防短

期入所療養介護の事業について準用する。 
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たっての留意事項） 

第百九十八条 指定介護予防短期入所療養介護は、利用者

が、その有する能力に応じて、自らの生活様式および生

活習慣に沿って自律的な日常生活を営むことができるよ

うにするため、利用者の日常生活上の活動について必要

な援助を行うことにより、利用者の日常生活を支援する

ものとして行われなければならない。 

２ 指定介護予防短期入所療養介護は、各ユニットにおい

て利用者がそれぞれの役割を持って生活を営むことがで

きるよう配慮して行われなければならない。 

３ 指定介護予防短期入所療養介護は、利用者のプライバ

シーの確保に配慮して行われなければならない。 

 

 （看護および医学的管理の下における介護） 

第百九十九条 看護および医学的管理の下における介護

は、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、

利用者の病状および心身の状況に応じ、適切な技術をも

って行わなければならない。 

２ ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、

利用者の日常生活における家事を、利用者が、その病状

および心身の状況等に応じて、それぞれの役割を持って

行うよう適切に支援しなければならない。 

３ ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、

利用者が身体の清潔を維持し、精神的に快適な生活を営

むことができるよう、適切な方法により、利用者に入浴
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の機会を提供しなければならない。ただし、やむを得な

い場合には、清しきを行うことをもって入浴の機会の提

供に代えることができる。 

４ ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、

利用者の病状および心身の状況に応じて、適切な方法に

より、排せつの自立について必要な支援を行わなければ

ならない。 

５ ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、

おむつを使用せざるを得ない利用者については、排せつ

の自立を図りつつ、そのおむつを適切に取り替えなけれ

ばならない。 

６ ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、

前各項に定めるほか、利用者が行う離床、着替え、整容

等の日常生活上の行為を適切に支援しなければならな

い。 

７ ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、

その利用者に対して、利用者の負担により、当該ユニッ

ト型指定介護予防短期入所療養介護事業所の従業者以外

の者による看護および介護を受けさせてはならない。 

 

 （食事） 

第二百条 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業

者は、栄養ならびに利用者の心身の状況および嗜好を考

慮した食事を提供しなければならない。 

２ ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、
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利用者の心身の状況に応じて、適切な方法により、食事

の自立について必要な支援を行わなければならない。 

３ ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、

利用者の生活習慣を尊重した適切な時間に食事を提供す

るとともに、利用者がその心身の状況に応じてできる限

り自立して食事を摂ることができるよう必要な時間を確

保しなければならない。 

４ ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、

利用者が相互に社会的関係を築くことができるよう、そ

の意思を尊重しつつ、利用者が共同生活室で食事を摂る

ことを支援しなければならない。 

 

 （その他のサービスの提供） 

第二百一条 ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事

業者は、利用者の嗜好に応じた趣味、教養または娯楽に

係る活動の機会を提供するとともに、利用者が自律的に

行うこれらの活動を支援しなければならない。 

２ ユニット型指定介護予防短期入所療養介護事業者は、

常に利用者の家族との連携を図るよう努めなければなら

ない。 

 

 （準用） 

第二百二条 第百八十三条から第百八十六条までの規定

は、ユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業に

ついて準用する。この場合において、第百八十四条中「第

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第七十七条 第七十条および第七十一条の規定は、ユニッ

ト型指定介護予防短期入所療養介護の事業について準用

する。 
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百七十三条」とあるのは「第百九十一条」と、「前条」と

あるのは「第二百二条において準用する前条」と読み替

えるものとする。 

 

 

 

 

 

第十一章 介護予防特定施設入居者生活介護 

第一節 基本方針 

 

第二百三条 指定介護予防サービスに該当する介護予防特

定施設入居者生活介護（以下「指定介護予防特定施設入

居者生活介護」という。）の事業は、介護予防特定施設サ

ービス計画（法第八条の二第十一項に規定する計画をい

う。以下同じ。）に基づき、入浴、排せつ、食事等の介護

その他の日常生活上の支援、機能訓練および療養上の世

話を行うことにより、当該指定介護予防特定施設入居者

生活介護の提供を受ける入居者（以下この章において「利

用者」という。）が指定介護予防特定施設（特定施設であ

って、当該指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業

が行われるものをいう。以下同じ。）において、自立した

日常生活を営むことができるよう、利用者の心身機能の

維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持または

向上を目指すものでなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

第十一章 介護予防特定施設入居者生活介護 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(10) 介護予防特定施設入居者生活介護 
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２ 指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業を行う者

（以下「指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者」

という。）は、安定的かつ継続的な事業運営に努めなけれ

ばならない。 

３ 養護老人ホームが指定介護予防特定施設入居者生活介

護の事業を行う場合については、第六節に規定する外部

サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護の

事業を行うこととする。 

 

第二節 人員に関する基準 

 

 （従業者） 

第二百四条 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者

が指定介護予防特定施設ごとに置くべき指定介護予防特

定施設入居者生活介護の提供に当たる従業者（以下「介

護予防特定施設従業者」という。）は、次のとおりとする。 

一 生活相談員 

二 看護師もしくは准看護師（以下この章において「看

護職員」という。）または介護職員 

三 機能訓練指導員 

四 計画作成担当者 

２ 前項各号に掲げる介護予防特定施設従業者の員数その

他の配置の基準は、規則で定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （従業者の員数） 

第七十八条 条例第二百四条第二項に規定する規則で定め

る基準は、員数が次の各号に掲げる介護予防特定施設従

業者の区分に応じ、当該各号に定める数であることとす

る。 

一 生活相談員 常勤換算方法で、利用者の数が百また

はその端数を増すごとに一以上 

二 看護職員または介護職員 

イ 看護職員および介護職員の合計数は、常勤換算方

法で、利用者のうち要介護認定等に係る介護認定審

査会による審査及び判定の基準等に関する省令（平

成十一年厚生省令第五十八号。以下「認定省令」と

いう。）第二条第一項第二号に規定する要支援状態

区分に該当する者の数が三またはその端数を増す
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ごとに一および利用者のうち同項第一号に規定す

る要支援状態区分に該当する者の数が十またはそ

の端数を増すごとに一以上であること。 

ロ 看護職員の数は、次のとおりとすること。 

⑴ 利用者の数が三十を超えない指定介護予防特

定施設にあっては、常勤換算方法で、一以上 

⑵ 利用者の数が三十を超える指定介護予防特定

施設にあっては、常勤換算方法で、一に利用者の

数が三十を超えて五十またはその端数を増すご

とに一を加えて得た数以上 

ハ 常に一以上の指定介護予防特定施設入居者生活

介護の提供に当たる介護職員が確保されること。た

だし、宿直時間帯にあっては、この限りでない。 

三 機能訓練指導員 一以上 

四 計画作成担当者 一以上（利用者の数が百またはそ

の端数を増すごとに一を標準とする。） 

２ 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者が指定特

定施設入居者生活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、

指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業および指定

特定施設入居者生活介護の事業が同一の施設において一

体的に運営されている場合にあっては、前項の規定にか

かわらず、介護予防特定施設従業者の員数は、それぞれ

次のとおりとする。 

一 生活相談員 常勤換算方法で、利用者および指定特

定施設入居者生活介護の提供を受ける入居者（以下こ
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の条において「居宅サービスの利用者」という。）の合

計数（以下この条において「総利用者数」という。）が

百またはその端数を増すごとに一以上 

二 看護職員または介護職員 

イ 看護職員または介護職員の合計数は、常勤換算方

法で、利用者のうち認定省令第二条第一項第二号に

規定する要支援状態区分に該当する者および居宅

サービスの利用者の数が三またはその端数を増す

ごとに一以上ならびに利用者のうち同項第一号に

規定する要支援状態区分に該当する者の数が十ま

たはその端数を増すごとに一以上であること。 

ロ 看護職員の数は次のとおりとすること。 

⑴ 総利用者数が三十を超えない指定介護予防特

定施設にあっては、常勤換算方法で、一以上 

⑵ 総利用者数が三十を超える指定介護予防特定

施設にあっては、常勤換算方法で、一に総利用者

数が三十を超えて五十またはその端数を増すご

とに一を加えて得た数以上 

ハ 常に一以上の指定介護予防特定施設入居者生活

介護および指定特定施設入居者生活介護の提供に

当たる介護職員が確保されていること。ただし、指

定介護予防特定施設入居者生活介護のみを提供す

る場合の宿直時間帯については、この限りでない。 

三 機能訓練指導員 一以上 

四 計画作成担当者 一以上（総利用者数が百またはそ
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の端数を増すごとに一を標準とする。） 

３ 前二項の利用者および居宅サービスの利用者の数なら

びに総利用者数は、前年度の平均値とする。ただし、新

規に指定を受ける場合は、推定数による。 

４ 第一項第一号または第二項第一号の生活相談員のうち

一人以上は、常勤でなければならない。 

５ 第一項第二号の看護職員および介護職員は、主として

指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に当たるも

のとし、介護職員および看護職員のうちいずれか一人を

常勤とするものとする。 

６ 第一項第三号または第二項第三号の機能訓練指導員

は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するた

めの訓練を行う能力を有する者とし、当該特定施設にお

ける他の職務に従事することができるものとする。 

７ 第一項第四号または第二項第四号の計画作成担当者

は、専らその職務に従事する介護支援専門員であって、

介護予防特定施設サービス計画（第二項の場合にあって

は、介護予防特定施設サービス計画および特定施設サー

ビス計画）の作成を担当させるのに適当と認められるも

のとする。ただし、利用者（第二項の場合にあっては、

利用者および居宅サービスの利用者）の処遇に支障がな

い場合は、当該特定施設における他の職務に従事するこ

とができるものとする。 

８ 第二項第二号の看護職員および介護職員は、主として

指定介護予防特定施設入居者生活介護および指定特定施
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 （管理者） 

第二百五条 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者

は、指定介護予防特定施設ごとに専らその職務に従事す

る管理者を置かなければならない。ただし、指定介護予

防特定施設の管理上支障がない場合は、当該指定介護予

防特定施設における他の職務に従事し、または同一敷地

内にある他の事業所、施設等の職務に従事することがで

きるものとする。 

 

第三節 設備に関する基準 

 

第二百六条 指定介護予防特定施設の建物（利用者の日常

生活のために使用しない附属の建物を除く。）は、耐火建

築物または準耐火建築物でなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、知事が、火災予防、消火活

動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、規則

で定める要件を満たす木造かつ平屋建ての指定介護予防

設入居者生活介護の提供に当たるものとし、看護職員の

うち一人以上、および介護職員のうち一人以上は常勤の

者でなければならない。ただし、指定介護予防特定施設

入居者生活介護のみを提供する場合は、介護職員および

看護職員のうちいずれか一人が常勤であれば足りるもの

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （設備の基準） 

第七十九条 条例第二百六条第二項の規則で定める要件

は、次の各号のいずれかに該当することとする。 

一 スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への

難燃性の材料の使用、調理室等火災が発生するおそれ

がある箇所における防火区画の設置等により、初期消

火および延焼の抑制に配慮した構造であること。 
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特定施設の建物であって、火災に係る利用者の安全性が

確保されているものと認めたときは、耐火建築物または

準耐火建築物とすることを要しない。 

３ 指定介護予防特定施設は、一時介護室（一時的に利用

者を移して指定介護予防特定施設入居者生活介護を行う

ための室をいう。以下この章において同じ。）、浴室、便

所、食堂および機能訓練室を有しなければならない。た

だし、他に利用者を一時的に移して介護を行うための室

が確保されている場合にあっては一時介護室を、他に機

能訓練を行うために適当な広さの場所が確保できる場合

にあっては機能訓練室を設けないことができるものとす

る。 

４ 前三項に規定するもののほか、指定介護予防特定施設

の設備の基準は、規則で定める。 

５ 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者が指定特

定施設入居者生活介護事業者（指定居宅サービス等基準

条例第二百十七条第二項に規定する指定特定施設入居者

生活介護事業者をいう。以下同じ。）の指定を併せて受け、

かつ、指定特定施設入居者生活介護（同条第一項に規定

する指定特定施設入居者生活介護をいう。以下同じ。）の

事業および指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業

が同一の施設において一体的に運営されている場合にあ

っては、指定居宅サービス等基準条例第二百二十条第一

項から第四項までに規定する設備に関する基準を満たす

ことをもって、前各項に規定する基準を満たしているも

二 非常警報設備の設置等による火災の早期発見および

通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能

なものであること。 

三 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員

を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な

構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、

配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な

避難が可能なものであること。 

２ 条例第二百六条第四項に規定する規則で定める基準

は、次項から第六項までに定めるところによる。 

３ 条例第二百六条第三項に掲げる設備の基準は、次のと

おりとする。 

一 介護居室は、次の基準を満たすこと。 

イ 一の居室の定員は、一人とする。ただし、利用者

の処遇上必要と認められる場合は、二人とすること

ができるものとする。 

ロ プライバシーの保護に配慮し、介護を行える適当

な広さであること。 

ハ 地階に設けてはならないこと。 

ニ 一以上の出入口は、避難上有効な空き地、廊下ま

たは広間に直接面して設けること。 

二 一時介護室は、介護を行うために適当な広さを有す

ること。 

三 浴室は、身体の不自由な者が入浴するのに適したも

のとすること。 
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のとみなすことができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四節 運営に関する基準 

 

 （内容および手続の説明および契約の締結等） 

第二百七条 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者

は、あらかじめ、入居申込者またはその家族に対し、第

二百十三条に規定する重要事項に関する規程の概要、従

業者の勤務の体制、利用料の額およびその改定の方法そ

の他の入居申込者のサービスの選択に資すると認められ

る重要事項を記した文書を交付して説明を行い、入居お

四 便所は、居室のある階ごとに設置し、非常用設備を

備えていること。 

五 食堂は、機能を十分に発揮し得る適当な広さを有す

ること。 

六 機能訓練室は、機能を十分に発揮し得る適当な広さ

を有すること。 

４ 指定介護予防特定施設は、利用者が車椅子で円滑に移

動することが可能な空間と構造を有するものでなければ

ならない。 

５ 指定介護予防特定施設は、消火設備その他の非常災害

に際して必要な設備を設けるものとする。 

６ 前三項に定めるもののほか、指定介護予防特定施設の

設備の基準については、建築基準法および消防法（昭和

二十三年法律第百八十六号）の定めるところによる。 
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よび指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に関す

る契約を文書により締結しなければならない。 

２ 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、前項

の契約において、入居者の権利を不当に狭めるような契

約解除の条件を定めてはならない。 

３ 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、より

適切な指定介護予防特定施設入居者生活介護を提供する

ため利用者を介護居室（指定介護予防特定施設入居者生

活介護を行うための専用の居室をいう。以下同じ。）また

は一時介護室に移して介護を行うこととしている場合に

あっては、利用者が介護居室または一時介護室に移る際

の当該利用者の意思の確認等の適切な手続をあらかじめ

第一項の契約に係る文書に明記しなければならない。 

４ 第九条第二項および第三項の規定は、第一項の規定に

よる文書の交付について準用する。 

 

 （指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供の開始等） 

第二百八条 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者

は、正当な理由なく入居者に対する指定介護予防特定施

設入居者生活介護の提供を拒んではならない。 

２ 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、入居

者が指定介護予防特定施設入居者生活介護に代えて当該

指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者以外の者が

提供する介護予防サービスを利用することを妨げてはな

らない。 
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３ 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、入居

申込者または入居者が入院治療を要する者であること等

入居申込者または入居者に対し自ら必要なサービスを提

供することが困難であると認めた場合は、適切な病院ま

たは診療所の紹介その他の適切な措置を速やかに講じな

ければならない。 

４ 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、指定

介護予防特定施設入居者生活介護の提供に当たっては、

利用者の心身の状況、その置かれている環境等の把握に

努めなければならない。 

 

 （法定代理受領サービスを受けるための利用者の同意） 

第二百九条 老人福祉法第二十九条第一項に規定する有料

老人ホームである指定介護予防特定施設において指定介

護予防特定施設入居者生活介護を提供する指定介護予防

特定施設入居者生活介護事業者は、当該指定介護予防特

定施設入居者生活介護を法定代理受領サービスとして提

供する場合は、利用者の同意がその条件であることを当

該利用者に説明し、その意思を確認しなければならない。 

 

２ 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、当該

指定介護予防特定施設入居者生活介護を法定代理受領サ

ービスとして提供する場合は、前項に規定する利用者の

同意を得た旨およびその者の氏名等が記載された書類を

作成し、当該書類を市町村（法第四十一条第十項の規定
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により審査および支払に関する事務を国民健康保険団体

連合会に委託している場合にあっては、当該国民健康保

険団体連合会とする。）に提出しなければならない。 

 

 （サービスの提供の記録） 

第二百十条 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者

は、指定介護予防特定施設入居者生活介護の開始に際し

ては、当該開始の年月日および入居している指定介護予

防特定施設の名称を、指定介護予防特定施設入居者生活

介護の終了に際しては、当該終了の年月日を、利用者の

被保険者証に記載しなければならない。 

２ 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、指定

介護予防特定施設入居者生活介護を提供した際には、提

供した具体的なサービスの内容等を記録しなければなら

ない。 

 

 （利用料等の受領） 

第二百十一条 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業

者は、法定代理受領サービスに該当する指定介護予防特

定施設入居者生活介護を提供した際には、その利用者か

ら利用料の一部として、当該指定介護予防特定施設入居

者生活介護に係る介護予防サービス費用基準額から当該

指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者に支払われ

る介護予防サービス費の額を控除して得た額の支払を受

けるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （費用） 

第八十条 条例第二百十一条第三項の規則で定める費用

は、次に掲げる費用とする。 

一 利用者の選定により提供される介護その他の日常生

活上の便宜に要する費用 

二 おむつ代 

三 前二号に掲げるもののほか、指定介護予防特定施設

入居者生活介護において提供される便宜のうち、日常

生活においても通常必要となるものに係る費用であっ
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２ 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、法定

代理受領サービスに該当しない指定介護予防特定施設入

居者生活介護を提供した際にその利用者から支払を受け

る利用料の額と、指定介護予防特定施設入居者生活介護

に係る介護予防サービス費用基準額との間に、不合理な

差額が生じないようにしなければならない。 

３ 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、前二

項の支払を受ける額のほか、規則で定める費用の額の支

払を利用者から受けることができる。 

４ 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、前項

の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらか

じめ、利用者またはその家族に対し、当該サービスの内

容および費用について説明を行い、利用者の同意を得な

ければならない。 

 

 （身体的拘束等の禁止） 

第二百十二条 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業

者は、指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に当

たっては、当該利用者または他の利用者等の生命または

身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体

的拘束等を行ってはならない。 

２ 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、前項

の身体的拘束等を行う場合には、その態様および時間、

その際の利用者の心身の状況ならびに緊急やむを得ない

理由を記録しなければならない。 

て、その利用者に負担させることが適当と認められる

もの 
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 （運営規程） 

第二百十三条 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業

者は、指定介護予防特定施設ごとに、事業の運営につい

ての重要事項であって規則で定めるものに関する規程を

定めておかなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （勤務体制の確保等） 

第二百十四条 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業

者は、利用者に対し、適切な指定介護予防特定施設入居

者生活介護その他のサービスを提供できるよう、従業者

の勤務の体制を定めておかなければならない。 

２ 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、当該

 

 （運営規程に定める事項） 

第八十一条 条例第二百十三条の規則で定める重要事項

は、次に掲げる事項とする。 

一 事業の目的および運営の方針 

二 介護予防特定施設従業者の職種、員数および職務内

容 

三 入居定員および居室数 

四 指定介護予防特定施設入居者生活介護の内容および

利用料その他の費用の額 

五 利用者が介護居室または一時介護室に移る場合の条

件および手続 

六 施設の利用に当たっての留意事項 

七 緊急時等における対応方法 

八 非常災害対策 

九 その他運営に関する重要事項 
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指定介護予防特定施設の従業者によって指定介護予防特

定施設入居者生活介護を提供しなければならない。ただ

し、当該指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者が

業務の管理および指揮命令を確実に行うことができる場

合は、この限りでない。 

３ 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、前項

ただし書の規定により指定介護予防特定施設入居者生活

介護に係る業務の全部または一部を委託により他の事業

者に行わせる場合にあっては、当該事業者の業務の実施

状況について定期的に確認し、その結果等を記録しなけ

ればならない。 

４ 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、介護

予防特定施設従業者の資質の向上のために、その研修の

機会を確保しなければならない。 

 

 （協力医療機関等） 

第二百十五条 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業

者は、利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、

協力医療機関を定めておかなければならない。 

２ 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、あら

かじめ、協力歯科医療機関を定めておくよう努めなけれ

ばならない。 

 

 （地域との連携等） 

第二百十六条 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【3段表】指定介護予防サービス.docx 194/242 

条例 規則 解釈通知 

者は、その事業の運営に当たっては、地域住民またはそ

の自発的な活動等との連携および協力を行う等の地域と

の交流に努めなければならない。 

２ 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、その

事業の運営に当たっては、提供した指定介護予防特定施

設入居者生活介護に関する利用者からの苦情に関して、

市町村等が派遣する者が相談および援助を行う事業その

他の市町村が実施する事業に協力するよう努めなければ

ならない。 

 

 （記録の整備） 

第二百十七条 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業

者は、従業者、設備、備品および会計に関する諸記録を

整備しておかなければならない。 

２ 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、利用

者に対する指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供

に関する次の各号に掲げる記録を整備し、第一号および

第三号の記録についてはその完結の日から五年間、その

他の記録についてはその完結の日から二年間保存しなけ

ればならない。 

一 介護予防特定施設サービス計画 

二 第二百九条第二項に規定する利用者の同意等に係る

書類 

三 第二百十条第二項に規定する提供した具体的なサー

ビスの内容等の記録 
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四 第二百十二条第二項に規定する身体的拘束等の態様

および時間、その際の利用者の心身の状況ならびに緊

急やむを得ない理由の記録 

五 第二百十四条第三項に規定する結果等の記録 

六 次条において準用する第二十四条に規定する市町村

への通知に係る記録 

七 次条において準用する第三十五条第二項に規定する

苦情の内容等の記録 

八 次条において準用する第三十七条第二項に規定する

事故の状況および事故に際して採った処置についての

記録 

 

 （準用） 

第二百十八条 第十二条、第十三条、第二十二条、第二十

四条、第三十一条から第三十八条まで、第五十三条、第

五十四条、第百五条および第百六条の規定は、指定介護

予防特定施設入居者生活介護の事業について準用する。

この場合において、第三十一条中「第二十七条」とある

のは「第二百十三条」と、「訪問介護員等」とあるのは「介

護予防特定施設従業者」と、第五十三条中「介護予防訪

問入浴介護従業者」とあるのは「介護予防特定施設従業

者」と読み替えるものとする。 

 

第五節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基

準 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （準用） 

第八十二条 第四条の規定は、指定介護予防特定施設入居

者生活介護の事業について準用する。 
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 （指定介護予防特定施設入居者生活介護の基本取扱方針） 

第二百十九条 指定介護予防特定施設入居者生活介護は、

利用者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計

画的に行われなければならない。 

２ 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、自ら

その提供する指定介護予防特定施設入居者生活介護の質

の評価を行うとともに、主治の医師または歯科医師とも

連携を図りつつ、常にその改善を図らなければならない。 

３ 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、指定

介護予防特定施設入居者生活介護の提供に当たり、利用

者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生

活を営むことができるよう支援することを目的とするも

のであることを常に意識してサービスの提供に当たらな

ければならない。 

４ 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、利用

者がその有する能力を最大限活用することができるよう

な方法によるサービスの提供に努めなければならない。 

５ 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、指定

介護予防特定施設入居者生活介護の提供に当たり、利用

者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の方

法により、利用者が主体的に事業に参加するよう適切な

働きかけに努めなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 指定介護予防特定施設入居者生活介護の基本取

扱方針 

  予防基準条例第２１９条にいう指定介護予防特

定施設入居者生活介護の基本取扱方針について、特

に留意すべきところは、次のとおりである。 

(ｱ) 介護予防特定施設入居者生活介護の提供に当

たっては、１人ひとりの高齢者ができる限り要介

護状態にならないで自立した日常生活を営むこ

とができるよう支援することを目的として行わ

れるものであることに留意しつつ行うこと。 

(ｲ) 介護予防の十分な効果を高める観点からは、

利用者の主体的な取組が不可欠であることから、

サービスの提供に当たっては、利用者の意欲が高

まるようコミュニケーションの取り方をはじめ、

様々な工夫をして、適切な働きかけを行うよう努

めること。 

(ｳ) サービスの提供に当たって、利用者ができな

いことを単に補う形でのサービス提供は、かえっ

て利用者の生活機能の低下を引き起こし、サービ

スへの依存を生み出している場合があるとの指

摘を踏まえ、「利用者の自立の可能性を最大限引

き出す支援を行う」ことを基本として、利用者の

できる能力を阻害するような不適切なサービス

提供をしないよう配慮すること。 
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 （指定介護予防特定施設入居者生活介護の具体的取扱方

針） 

第二百二十条 指定介護予防特定施設入居者生活介護の方

針は、第二百三条に規定する基本方針および前条に規定

する基本取扱方針に基づき、規則で定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （指定介護予防特定施設入居者生活介護の具体的取扱方

針） 

第八十三条 条例第二百二十条に規定する規則で定める方

針は、次に掲げるとおりとする。 

一 指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に当た

っては、主治の医師または歯科医師からの情報伝達等

の適切な方法により、利用者の心身の状況、その有す

る能力、その置かれている環境等の評価を通じて利用

者が現に抱える問題点を把握し、利用者が自立した生

活を営むことができるように支援する上で解決すべき

課題を把握しなければならない。 

二 計画作成担当者は、利用者の希望および利用者につ

いて把握された解決すべき課題を踏まえて、他の介護

予防特定施設従業者と協議の上、指定介護予防特定施

設入居者生活介護の目標およびその達成時期、当該目

標を達成するための具体的なサービスの内容、サービ

スを提供する上での留意点、サービスの提供を行う期

間等を記載した介護予防特定施設サービス計画の原案

を作成するものとする。 

(ｴ) 提供された介護予防サービスについては、介

護予防特定施設サービス計画に定める目標達成

の度合いや利用者およびその家族の満足度等に

ついて常に評価を行うなど、その改善を図らなけ

ればならないものであること。 

 

イ 指定介護予防特定施設入居者生活介護の具体的

取扱方針 

(ｱ) 予防基準規則第８３条第１号および第２号

は、計画作成担当者は、介護予防特定施設サービ

ス計画を作成しなければならないこととしたも

のである。介護予防特定施設サービス計画の作成

に当たっては、主治医または主治の歯科医師から

の情報伝達等の適切な方法により、利用者の状況

を把握・分析し、介護予防特定施設入居者生活介

護の提供によって解決すべき問題状況を明らか

にし（アセスメント）、これに基づき、支援の方

向性や目標を明確にし、提供するサービスの具体

的内容、所要時間、日程等を明らかにするものと

する。なお、介護予防特定施設サービス計画の様

式については、事業所ごとに定めるもので差し支

えない。 

(ｲ) 同条第３号は、サービス提供に当たっての利

用者またはその家族に対する説明について定め

たものである。即ち、介護予防特定施設サービス
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三 計画作成担当者は、介護予防特定施設サービス計画

の作成に当たっては、その原案の内容について利用者

またはその家族に対して説明し、文書により利用者の

同意を得なければならない。 

四 計画作成担当者は、介護予防特定施設サービス計画

を作成した際には、当該介護予防特定施設サービス計

画を利用者に交付しなければならない。 

五 指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に当た

っては、介護予防特定施設サービス計画に基づき、利

用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うものとす

る。 

六 指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に当た

っては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者または

その家族に対し、サービスの提供方法等について、理

解しやすいように説明を行うものとする。 

七 計画作成担当者は、他の介護予防特定施設従業者と

の連絡を継続的に行うことにより、介護予防特定施設

サービス計画に基づくサービスの提供の開始時から、

当該介護予防特定施設サービス計画に記載したサービ

スの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも一

回は、当該介護予防特定施設サービス計画の実施状況

の把握（以下この条において「モニタリング」という。）

を行うとともに、利用者についての解決すべき課題の

把握を行うものとする。 

八 計画作成担当者は、モニタリングの結果を踏まえ、

計画は、利用者の日常生活全般の状況および希望

を踏まえて作成されなければならないものであ

り、その内容について説明を行った上で利用者の

同意を得ることを義務づけることにより、サービ

ス内容等への利用者の意向の反映の機会を保障

しようとするものである。計画作成担当者は、介

護予防特定施設サービス計画の目標や内容等に

ついて、利用者またはその家族に、理解しやすい

方法で説明を行うとともに、その実施状況や評価

についても説明を行うものとする。 

また、介護予防特定施設サービス計画を作成し

た際には、遅滞なく利用者に交付しなければなら

ならず、当該介護予防特定施設サービス計画は、

予防基準条例第２１７条第２項の規定に基づき、

５年間保存しなければならないこととしている。 
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 （介護） 

第二百二十一条 介護は、利用者の心身の状況に応じ、利

用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切

な技術をもって行わなければならない。 

２ 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、自ら

入浴が困難な利用者について、一週間に二回以上、適切

な方法により、入浴させ、または清しきしなければなら

ない。 

３ 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、利用

者の心身の状況に応じ、適切な方法により、排せつの自

立について必要な援助を行わなければならない。 

４ 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者は、前三

項に定めるほか、利用者に対し、食事、離床、着替え、

整容その他日常生活上の世話を適切に行わなければなら

ない。 

 

 

 

 

必要に応じて介護予防特定施設サービス計画の変更を

行うものとする。 

九 第一号から第七号までの規定は、前号に規定する介

護予防特定施設サービス計画の変更について準用す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 介護 

(ｱ) 予防基準条例第２２１条の規定による介護サ

ービスの提供に当たっては、当該指定介護予防特

定施設においてその有する能力に応じ自立した

日常生活を営むことができるよう、適切な技術を

もって介護サービスを提供し、または必要な支援

を行うものとする。なお、介護サービス等の実施

に当たっては、利用者の人格を十分に配慮して実

施するものとする。 

(ｲ) 同条第２項の規定による入浴の実施に当たっ

ては、自ら入浴が困難な利用者の心身の状況や自

立支援を踏まえ適切な方法により実施するもの

とする。なお、健康上の理由等で入浴の困難な利

用者については、清しきを実施するなど利用者の

清潔保持に努めるものとする。 

(ｳ) 同条第３項の規定による排せつの介助に当た

っては、利用者の心身の状況や排せつ状況などを

基に自立支援を踏まえて、トイレ誘導や排せつ介

助等について適切な方法により実施するものと
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 （健康管理） 

第二百二十二条 指定介護予防特定施設の看護職員は、常

に利用者の健康の状況に注意するとともに、健康保持の

ための適切な措置を講じなければならない。 

 

 （相談および援助） 

第二百二十三条 指定介護予防特定施設入居者生活介護事

業者は、常に利用者の心身の状況、その置かれている環

境等の的確な把握に努め、利用者またはその家族に対し、

その相談に適切に応じるとともに、利用者の社会生活に

必要な支援を行わなければならない。 

 

 

 

 

 

 （利用者の家族との連携等） 

第二百二十四条 指定介護予防特定施設入居者生活介護事

業者は、常に利用者の家族との連携を図るとともに、利

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

する。 

(ｴ) 同条第４項は、介護予防特定施設入居者生活

介護事業者は、入居者の心身の状況や要望に応じ

て、１日の生活の流れに沿って、食事、離床、着

替え、整容などの日常生活上の世話を適切に行う

べきことを定めたものである。 

 

 

 

 

 

エ 相談および援助 

  予防基準条例第２２３条の規定による相談およ

び援助については、常時必要な相談および社会生活

に必要な支援を行いうる体制をとることにより、積

極的に入居者の生活の向上を図ることを趣旨とす

るものである。なお、社会生活に必要な支援とは、

入居者自らの趣味または嗜好に応じた生きがい活

動、各種の公共サービスおよび必要とする行政機関

に対する手続き等に関する情報提供または相談で

ある。 

 

オ 利用者の家族との連携等 

  予防基準条例第２２４条は、指定介護予防特定施

設入居者生活介護事業者は、利用者の生活および健
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用者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めな

ければならない。 

 

 

 

 

 （準用） 

第二百二十五条 第百四十八条の規定は、指定介護予防特

定施設入居者生活介護の事業について準用する。 

 

第六節 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者

生活介護の事業の基本方針、人員、設備および運営なら

びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 

第一款 この節の趣旨および基本方針 

 

 （趣旨） 

第二百二十六条 前各節の規定にかかわらず、外部サービ

ス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護（指定介

護予防特定施設入居者生活介護であって、当該指定介護

予防特定施設の従業者により行われる介護予防特定施設

サービス計画の作成、利用者の安否の確認、利用者の生

活相談等（以下この節において「基本サービス」という。）

および当該指定介護予防特定施設の事業者が委託する指

定介護予防サービス事業者（以下この節において「受託

介護予防サービス事業者」という。）により、当該介護予

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

康の状況ならびにサービスの提供状況を家族に定

期的に報告する等常に利用者と家族の連携を図る

とともに、当該事業者が実施する行事への参加の呼

びかけ等によって利用者とその家族が交流できる

機会等を確保するよう努めなければならないこと

とするものである。 
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防特定施設サービス計画に基づき行われる入浴、排せつ、

食事等の介護その他の日常生活上の支援、機能訓練およ

び療養上の世話（以下この節において「受託介護予防サ

ービス」という。）をいう。）の事業を行うものの基本方

針、人員、設備および運営ならびに介護予防のための効

果的な支援の方法に関する基準についてはこの節に定め

るところによる。 

 

 （基本方針） 

第二百二十七条 外部サービス利用型指定介護予防特定施

設入居者生活介護の事業は、介護予防特定施設サービス

計画に基づき、受託介護予防サービス事業者による受託

介護予防サービスを適切かつ円滑に提供することによ

り、当該指定介護予防特定施設において自立した日常生

活を営むことができるよう、利用者の心身機能の維持回

復を図り、もって利用者の生活機能の維持または向上を

目指すものでなければならない。 

２ 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活

介護の事業を行う者（以下「外部サービス利用型指定介

護予防特定施設入居者生活介護事業者」という。）は、安

定的かつ継続的な事業運営に努めなければならない。 

 

第二款 人員に関する基準 

 

 （従業者） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （外部サービス利用型介護予防特定施設従業者の員数） 
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第二百二十八条 外部サービス利用型指定介護予防特定施

設入居者生活介護事業者が指定介護予防特定施設ごとに

置くべき基本サービスを提供する従業者（以下「外部サ

ービス利用型介護予防特定施設従業者」という。）は、次

のとおりとする。 

一 生活相談員 

二 介護職員 

三 計画作成担当者 

２ 前項各号に掲げる外部サービス利用型介護予防特定施

設従業者の員数その他の配置の基準は、規則で定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第八十四条 条例第二百二十八条第二項に規定する規則で

定める基準は、員数が次の各号に掲げる外部サービス利

用型介護予防特定施設従業者の区分に応じ、当該各号に

定める数であることとする。 

一 生活相談員 常勤換算方法で、利用者の数が百また

はその端数を増すごとに一以上 

二 介護職員 常勤換算方法で、利用者の数が三十また

はその端数を増すごとに一以上 

三 計画作成担当者 一以上（利用者の数が百またはそ

の端数を増すごとに一を標準とする。） 

２ 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活

介護事業者が外部サービス利用型指定特定施設入居者生

活介護事業者の指定を併せて受け、かつ、外部サービス

利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業およ

び外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の事

業が同一の施設において一体的に運営されている場合に

あっては、前項の規定にかかわらず、外部サービス利用

型介護予防特定施設従業者の員数は、それぞれ次のとお

りとする。 

一 生活相談員 常勤換算方法で、利用者および外部サ

ービス利用型指定特定施設入居者生活介護の提供を受

ける入居者（以下この条において「居宅サービスの利

用者」という。）の合計数（以下この条において「総利

用者数」という。）が百またはその端数を増すごとに一

以上 
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二 介護職員 常勤換算方法で、居宅サービスの利用者

の数が十またはその端数を増すごとに一以上および利

用者の数が三十またはその端数を増すごとに一以上で

あること。 

三 計画作成担当者 一以上（総利用者数が百またはそ

の端数を増すごとに一を標準とする。） 

３ 前二項の利用者および居宅サービスの利用者の数なら

びに総利用者数は、前年度の平均値とする。ただし、新

規に指定を受ける場合は、推定数による。 

４ 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活

介護事業者は、常に一以上の指定介護予防特定施設の従

業者（第一項の外部サービス利用型介護予防特定施設従

業者を含む。）を確保しなければならない。ただし、宿直

時間帯にあっては、この限りではない。 

５ 第一項第一号または第二項第一号の生活相談員のうち

一人以上は、専らその職務に従事し、かつ、常勤でなけ

ればならない。ただし、利用者（第二項の場合にあって

は、利用者および居宅サービスの利用者）の処遇に支障

がない場合は、当該介護予防特定施設における他の職務

に従事することができるものとする。 

６ 第一項第三号または第二項第三号の計画作成担当者

は、専らその職務に従事する介護支援専門員であって、

介護予防特定施設サービス計画（同項の場合にあっては、

介護予防特定施設サービス計画および特定施設サービス

計画）の作成を担当させるのに適当と認められるものと
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 （管理者） 

第二百二十九条 外部サービス利用型指定介護予防特定施

設入居者生活介護事業者は、指定介護予防特定施設ごと

に専らその職務に従事する管理者を置かなければならな

い。ただし、指定介護予防特定施設の管理上支障がない

場合は、当該指定介護予防特定施設における他の職務に

従事し、または同一敷地内にある他の事業所、施設等の

職務に従事することができるものとする。 

 

第三款 設備に関する基準 

 

第二百三十条 指定介護予防特定施設の建物（利用者の日

常生活のために使用しない附属の建物を除く。）は、耐火

建築物または準耐火建築物でなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、知事が、火災予防、消火活

動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、規則

で定める要件を満たす木造かつ平屋建ての指定介護予防

特定施設の建物であって、火災に係る利用者の安全性が

確保されているものと認めたときは、耐火建築物または

し、そのうち一人以上は、常勤でなければならない。た

だし、利用者（同項の場合にあっては、利用者および居

宅サービスの利用者）の処遇に支障がない場合は、当該

特定施設における他の職務に従事することができるもの

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （外部サービス利用型指定介護予防特定施設の設備の基

準） 

第八十五条 条例第二百三十条第二項の規則で定める要件

は、次の各号のいずれかに該当することとする。 

一 スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への

難燃性の材料の使用、調理室等火災が発生するおそれ

がある箇所における防火区画の設置等により、初期消

火および延焼の抑制に配慮した構造であること。 

二 非常警報設備の設置等による火災の早期発見および

通報の体制が整備されており、円滑な消火活動が可能
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準耐火建築物とすることを要しない。 

３ 指定介護予防特定施設は、居室、浴室、便所および食

堂を有しなければならない。ただし、居室の面積が二十

五平方メートル以上である場合には、食堂を設けないこ

とができるものとする。 

４ 前三項に規定するもののほか、指定介護予防特定施設

の設備の基準は、規則で定める。 

５ 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活

介護事業者が外部サービス利用型指定特定施設入居者生

活介護事業者（指定居宅サービス等基準条例第二百三十

九条第二項に規定する外部サービス利用型指定特定施設

入居者生活介護事業者をいう。以下同じ。）の指定も併せ

て受け、かつ、外部サービス利用型指定介護予防特定施

設入居者生活介護の事業および外部サービス利用型指定

特定施設入居者生活介護（指定居宅サービス等基準条例

第二百三十八条に規定する外部サービス利用型指定特定

施設入居者生活介護をいう。以下同じ。）の事業が同一の

施設において一体的に運用されている場合にあっては、

指定居宅サービス等基準条例第二百四十二条第一項から

第四項までに規定する設備に関する基準を満たすことを

もって、前各項に規定する基準を満たしているものとみ

なすことができる。 

 

 

 

なものであること。 

三 避難口の増設、搬送を容易に行うために十分な幅員

を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な

構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、

配置人員を増員すること等により、火災の際の円滑な

避難が可能なものであること。 

２ 条例第二百三十条第四項に規定する規則で定める基準

は、次項から第六項までに定めるところによる。 

３ 指定介護予防特定施設の居室、浴室、便所および食堂

は、次の基準を満たさなければならない。 

一 居室は、次の基準を満たすこと。 

イ 一の居室の定員は、一人とする。ただし、利用者

の処遇上必要と認められる場合は、二人とすること

ができるものとする。 

ロ プライバシーの保護に配慮し、介護を行える適当

な広さであること。 

ハ 地階に設けてはならないこと。 

ニ 一以上の出入り口は、避難上有効な空き地、廊下

または広間に直接面して設けること。 

ホ 非常通報装置またはこれに代わる設備を設ける

こと。 

二 浴室は、身体の不自由な者が入浴するのに適したも

のとすること。 

三 便所は、居室のある階ごとに設置し、非常用設備を

備えていること。 
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第四款 運営に関する基準 

 

 （内容および手続の説明および契約の締結等） 

第二百三十一条 外部サービス利用型指定介護予防特定施

設入居者生活介護事業者は、あらかじめ、入居申込者ま

たはその家族に対し、次条に規定する重要事項に関する

規程の概要、従業者の勤務の体制、当該外部サービス利

用型指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者と受託

介護予防サービス事業者の業務の分担の内容、受託介護

予防サービス事業者および受託介護予防サービス事業者

が受託介護予防サービスの事業を行う事業所（以下「受

託介護予防サービス事業所」という。）の名称ならびに受

託介護予防サービスの種類、利用料の額およびその改定

の方法その他の入居申込者のサービスの選択に資すると

四 食堂は、機能を十分に発揮し得る適当な広さを有す

ること。 

４ 指定介護予防特定施設は、利用者が車椅子で円滑に移

動することが可能な空間と構造を有するものでなければ

ならない。 

５ 指定介護予防特定施設は、消火設備その他の非常災害

に際して必要な設備を設けるものとする。 

６ 前三項に定めるもののほか、指定介護予防特定施設の

設備の基準については、建築基準法および消防法の定め

るところによる。 
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認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行

い、入居（養護老人ホームに入居する場合は除く。）およ

び外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活

介護の提供に関する契約を文書により締結しなければな

らない。 

２ 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活

介護事業者は、前項の契約において、入居者の権利を不

当に狭めるような契約解除の条件を定めてはならない。 

３ 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活

介護事業者は、より適切な外部サービス利用型指定介護

予防特定施設入居者生活介護を提供するため利用者を他

の居室に移して介護を行うこととしている場合にあって

は、利用者が当該居室に移る際の当該利用者の意思の確

認等の適切な手続をあらかじめ第一項の契約に係る文書

に明記しなければならない。 

４ 第九条第二項および第三項の規定は、第一項の規定に

よる文書の交付について準用する。 

 

 （運営規程） 

第二百三十二条 外部サービス利用型指定介護予防特定施

設入居者生活介護事業者は、指定介護予防特定施設ごと

に、事業の運営についての重要事項であって規則で定め

るものに関する規程を定めておかなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （外部サービス利用型指定介護予防特定施設の運営規程

に定める事項） 

第八十六条 条例第二百三十二条の規則で定める重要事項

は、次に掲げる事項とする。 

一 事業の目的および運営の方針 

二 外部サービス利用型介護予防特定施設従業者の職

種、員数および職務内容 

三 入居定員および居室数 
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 （受託介護予防サービス事業者への委託） 

第二百三十三条 外部サービス利用型指定介護予防特定施

設入居者生活介護事業者が、受託介護予防サービスの提

供に関する業務を委託する契約を締結するときは、受託

介護予防サービス事業所ごとに文書により締結しなけれ

ばならない。 

２ 受託介護予防サービス事業者は、指定介護予防サービ

ス事業者または指定地域密着型介護予防サービス事業者

（法第五十四条の二第一項に規定する指定地域密着型介

護予防サービス事業者をいう。）でなければならない。 

３ 受託介護予防サービス事業者が提供する受託介護予防

サービスの種類は、指定介護予防訪問介護、指定介護予

防訪問入浴介護、指定介護予防訪問看護、指定介護予防

訪問リハビリテーション、指定介護予防通所介護、指定

介護予防通所リハビリテーション、第二百三十八条に規

四 外部サービス利用型介護予防特定施設入居者生活介

護の内容および利用料その他の費用の額 

五 受託介護予防サービス事業者および受託介護予防サ

ービス事業所の名称および所在地 

六 利用者が他の居室に移る場合の条件および手続 

七 施設の利用に当たっての留意事項 

八 緊急時等における対応方法 

九 非常災害対策 

十 その他運営に関する重要事項 
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定する指定介護予防福祉用具貸与および指定地域密着型

介護予防サービス基準第四条に規定する指定介護予防認

知症対応型通所介護とする。 

４ 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活

介護事業者は、事業の開始に当たっては、指定介護予防

訪問介護、指定介護予防訪問看護および指定介護予防通

所介護を提供する事業者と、第一項に規定する方法によ

りこれらの提供に関する業務を委託する契約を締結する

ものとする。 

５ 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活

介護事業者は、第三項に規定する受託介護予防サービス

事業者が提供する受託介護予防サービスのうち、前項の

規定により事業の開始に当たって契約を締結すべき受託

介護予防サービス以外のものについては、利用者の状況

に応じて、第一項に規定する方法により、これらの提供

に関する業務を委託する契約を締結するものとする。 

６ 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活

介護事業者は、第三項の指定介護予防認知症対応型通所

介護の提供に関する業務を受託介護予防サービス事業者

に委託する契約を締結する場合にあっては、指定介護予

防特定施設と同一の市町村の区域内に所在する指定介護

予防認知症対応型通所介護の事業を行う受託介護予防サ

ービス事業所において当該受託介護予防サービスが提供

される契約を締結しなければならない。 

７ 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活
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介護事業者は、受託介護予防サービス事業者に対し、業

務について必要な管理および指揮命令を行うものとす

る。 

８ 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活

介護事業者は、受託介護予防サービスに係る業務の実施

状況について定期的に確認し、その結果等を記録しなけ

ればならない。 

 

 （記録の整備） 

第二百三十四条 外部サービス利用型指定介護予防特定施

設入居者生活介護事業者は、従業者、設備、備品、会計

および受託介護予防サービス事業者に関する諸記録を整

備しておかなければならない。 

２ 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活

介護事業者は、利用者に対する外部サービス利用型指定

介護予防特定施設入居者生活介護の提供に関する次の各

号に掲げる記録を整備し、第一号、第二号および第八号

の記録についてはその完結の日から五年間、その他の記

録についてはその完結の日から二年間保存しなければな

らない。 

一 介護予防特定施設サービス計画 

二 第二百三十六条第二項に規定する受託介護予防サー

ビス事業者等から受けた報告に係る記録 

三 前条第八項に規定する結果等の記録 

四 次条において準用する第二十四条に規定する市町村
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への通知に係る記録 

五 次条において準用する第三十五条第二項に規定する

苦情の内容等の記録 

六 次条において準用する第三十七条第二項に規定する

事故の状況および事故に際して採った処置についての

記録 

七 次条において準用する第二百九条第二項に規定する

利用者の同意等に係る書類 

八 次条において準用する第二百十条第二項に規定する

提供した具体的なサービスの内容等の記録 

九 次条において準用する第二百十二条第二項に規定す

る身体的拘束等の態様および時間、その際の利用者の

心身の状況ならびに緊急やむを得ない理由の記録 

十 次条において準用する第二百十四条第三項に規定す

る結果等の記録 

 

 （準用） 

第二百三十五条 第十二条、第十三条、第二十二条、第二

十四条、第三十一条から第三十八条まで、第五十三条、

第五十四条、第百五条、第百六条、第二百八条から第二

百十二条までおよび第二百十四条から第二百十六条まで

の規定は、外部サービス利用型指定介護予防特定施設入

居者生活介護の事業について準用する。この場合におい

て、第三十一条中「第二十七条」とあるのは「第二百三

十二条」と、「訪問介護員等」とあるのは「外部サービス

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （準用） 

第八十七条 第四条および第八十条の規定は、外部サービ

ス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業に

ついて準用する。 
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利用型介護予防特定施設従業者」と、第三十三条中「指

定介護予防訪問介護事業所」とあるのは「指定介護予防

特定施設および受託介護予防サービス事業所」と、第五

十三条中「介護予防訪問入浴介護従業者」とあるのは「指

定介護予防特定施設の従業者」と、第二百十条第二項中

「指定介護予防特定施設入居者生活介護を」とあるのは

「基本サービスを」と、第二百十四条中「指定介護予防

特定施設入居者生活介護」とあるのは「基本サービス」

と読み替えるものとする。 

 

第五款 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基

準 

 

 （受託介護予防サービスの提供） 

第二百三十六条 外部サービス利用型指定介護予防特定施

設入居者生活介護事業者は、介護予防特定施設サービス

計画に基づき、受託介護予防サービス事業者により、適

切かつ円滑に受託介護予防サービスが提供されるよう、

必要な措置を講じなければならない。 

２ 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活

介護事業者は、受託介護予防サービス事業者が受託介護

予防サービスを提供した場合にあっては、提供した日時、

時間、具体的なサービスの内容等を文書により報告させ

なければならない。 
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 （準用） 

第二百三十七条 第二百十九条、第二百二十条、第二百二

十三条および第二百二十四条の規定は、外部サービス利

用型指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業につい

て準用する。 

 

 

 

 

第十二章 介護予防福祉用具貸与 

第一節 基本方針 

 

第二百三十八条 指定介護予防サービスに該当する介護予

防福祉用具貸与（以下「指定介護予防福祉用具貸与」と

いう。）の事業は、その利用者が可能な限りその居宅にお

いて、自立した日常生活を営むことができるよう、利用

者の心身の状況、希望およびその置かれている環境を踏

まえた適切な福祉用具（法第八条の二第十二項の規定に

より厚生労働大臣が定める福祉用具をいう。以下この章

において同じ。）の選定の援助、取付け、調整等を行い、

福祉用具を貸与することにより、利用者の生活機能の維

持または改善を図るものでなければならない。 

 

第二節 人員に関する基準 

 

  

第八十八条 第八十三条の規定は、外部サービス利用型指

定介護予防特定施設入居者生活介護の事業について準用

する。この場合において、同条中「他の介護予防特定施

設従業者」とあるのは「他の外部サービス利用型介護予

防特定施設従業者および受託介護予防サービス事業者」

と読み替えるものとする。 

 

 

第十二章 介護予防福祉用具貸与 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(11) 介護予防福祉用具貸与 
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 （福祉用具専門相談員） 

第二百三十九条 指定介護予防福祉用具貸与の事業を行う

者（以下「指定介護予防福祉用具貸与事業者」という。）

が当該事業を行う事業所（以下「指定介護予防福祉用具

貸与事業所」という。）ごとに置くべき福祉用具専門相談

員（介護保険法施行令第四条第一項に規定する福祉用具

専門相談員をいう。以下同じ。）の員数その他の配置の基

準は、規則で定める。 

２ 指定介護予防福祉用具貸与事業者が規則で定める事業

者の指定を併せて受ける場合であって、当該指定に係る

事業と指定介護予防福祉用具貸与の事業とが同一の事業

所において一体的に運営されているときは、規則で定め

る基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満

たしているものとみなすことができる。 

 

 （管理者） 

第二百四十条 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、指定

介護予防福祉用具貸与事業所ごとに専らその職務に従事

する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指

定介護予防福祉用具貸与事業所の管理上支障がない場合

は、当該指定介護予防福祉用具貸与事業所の他の職務に

従事し、または同一敷地内にある他の事業所、施設等の

職務に従事することができるものとする。 

 

第三節 設備に関する基準 

 （福祉用具専門相談員の員数） 

第八十九条 条例第二百三十九条第一項に規定する規則で

定める基準は、福祉用具専門相談員の員数が常勤換算方

法で二以上であることとする。 

２ 条例第二百三十九条第二項の規則で定める事業者は、

次の各号に掲げる事業者とし、同項の規則で定める基準

は、当該各号に定める基準とする。 

一 指定福祉用具貸与事業者 指定居宅サービス等基準

条例第二百五十条第一項 

二 指定特定福祉用具販売事業者 指定居宅サービス等

基準条例第二百六十七条第一項 

三 指定特定介護予防福祉用具販売事業者 条例第二百

五十六条第一項 
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第二百四十一条 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、福

祉用具の保管および消毒のために必要な設備および器材

ならびに事業の運営を行うために必要な広さの区画を有

するほか、指定介護予防福祉用具貸与の提供に必要なそ

の他の設備および備品等を備えなければならない。ただ

し、第二百四十六条第三項の規定に基づき福祉用具の保

管または消毒を他の事業者に行わせる場合にあっては、

福祉用具の保管または消毒のために必要な設備または器

材を有しないことができるものとする。 

２ 前項に規定する設備および備品等の基準は、規則で定

める。 

３ 指定介護予防福祉用具貸与事業者が指定福祉用具貸与

事業者（指定居宅サービス等基準条例第二百五十条第一

項に規定する指定福祉用具貸与事業者をいう。）の指定を

併せて受け、かつ、指定介護予防福祉用具貸与の事業と

指定福祉用具貸与（指定居宅サービス等基準条例第二百

四十九条に規定する指定福祉用具貸与をいう。）の事業と

が同一の事業所において一体的に運営されている場合に

ついては、指定居宅サービス等基準条例第二百五十二条

第一項および第二項に規定する設備に関する基準を満た

すことをもって、前二項に規定する基準を満たしている

ものとみなすことができる。 

 

第四節 運営に関する基準 

 （設備および備品等の基準） 

第九十条 条例第二百四十一条第二項に規定する規則で定

める基準は、次のとおりとする。 

一 福祉用具の保管のために必要な設備 

イ 清潔であること。 

ロ 既に消毒または補修がなされている福祉用具と

それ以外の福祉用具を区分することが可能である

こと。 

二 福祉用具の消毒のために必要な器材 

当該指定介護予防福祉用具貸与事業者が取り扱う

福祉用具の種類および材質等からみて適切な消毒

効果を有するものであること。 
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 （利用料等の受領） 

第二百四十二条 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、法

定代理受領サービスに該当する指定介護予防福祉用具貸

与を提供した際には、その利用者から利用料の一部とし

て、当該指定介護予防福祉用具貸与に係る介護予防サー

ビス費用基準額から当該指定介護予防福祉用具貸与事業

者に支払われる介護予防サービス費の額を控除して得た

額の支払を受けるものとする。 

２ 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、法定代理受領サ

ービスに該当しない指定介護予防福祉用具貸与を提供し

た際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、指定

介護予防福祉用具貸与に係る介護予防サービス費用基準

額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければ

ならない。 

３ 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、前二項の支払を

受ける額のほか、規則で定める費用の額の支払を利用者

から受けることができる。 

４ 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、前項の費用の額

に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用

者またはその家族に対し、当該サービスの内容および費

用について説明を行い、利用者の同意を得なければなら

ない。 

５ 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、あらかじめ定め

た期日までに利用者から利用料またはその一部の支払が

 

 （費用） 

第九十一条 条例第二百四十二条第三項の規則で定める費

用は、次に掲げる費用とする。 

一 通常の事業の実施地域以外の地域において指定介護

予防福祉用具貸与を行う場合の交通費 

二 福祉用具の搬出入に特別な措置が必要な場合の当該

措置に要する費用 
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なく、その後の請求にもかかわらず、正当な理由なく支

払に応じない場合は、当該指定介護予防福祉用具貸与に

係る福祉用具を回収すること等により、当該指定介護予

防福祉用具貸与の提供を中止することができる。 

 

 （運営規程） 

第二百四十三条 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、指

定介護予防福祉用具貸与事業所ごとに、事業の運営につ

いての重要事項であって規則で定めるものに関する規程

を定めておかなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （適切な研修の機会の確保） 

第二百四十四条 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、福

祉用具専門相談員の資質の向上のために、福祉用具に関

 

 

 

 

 

 （運営規程に定める事項） 

第九十二条 条例第二百四十三条の規則で定める重要事項

は、次に掲げる事項とする。 

一 事業の目的および運営の方針 

二 従業者の職種、員数および職務内容 

三 営業日および営業時間 

四 指定介護予防福祉用具貸与の提供方法、取り扱う種

目および利用料その他の費用の額 

五 通常の事業の実施地域 

六 その他運営に関する重要事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【3段表】指定介護予防サービス.docx 219/242 

条例 規則 解釈通知 

する適切な研修の機会を確保しなければならない。 

 

 （福祉用具の取扱種目） 

第二百四十五条 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、利

用者の身体の状態の多様性、変化等に対応することがで

きるよう、できる限り多くの種類の福祉用具を取り扱う

ようにしなければならない。 

 

 （衛生管理等） 

第二百四十六条 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、従

業者の清潔の保持および健康状態について、必要な管理

を行わなければならない。 

２ 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、回収した福祉用

具を、その種類、材質等からみて適切な消毒効果を有す

る方法により速やかに消毒するとともに、既に消毒が行

われた福祉用具と消毒が行われていない福祉用具とを区

分して保管しなければならない。 

３ 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、前項の規定にか

かわらず、福祉用具の保管または消毒を委託等により他

の事業者に行わせることができる。この場合において、

当該指定介護予防福祉用具貸与事業者は、当該委託等の

契約の内容において保管または消毒が適切な方法により

行われることを担保しなければならない。 

４ 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、前項の規定によ

り福祉用具の保管または消毒を委託等により他の事業者
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に行わせる場合にあっては、当該事業者の業務の実施状

況について定期的に確認し、その結果等を記録しなけれ

ばならない。 

５ 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、事業所の設備お

よび備品について、衛生的な管理に努めなければならな

い。 

 

 （掲示および目録の備え付け） 

第二百四十七条 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、事

業所の見やすい場所に、第二百四十三条に規定する重要

事項に関する規程の概要その他の利用申込者のサービス

の選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければ

ならない。 

２ 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、利用者の福祉用

具の選択に資するため、指定介護予防福祉用具貸与事業

所に、その取り扱う福祉用具の品名および品名ごとの利

用料その他の必要事項が記載された目録等を備え付けな

ければならない。 

 

 （記録の整備） 

第二百四十八条 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、従

業者、設備、備品および会計に関する諸記録を整備して

おかなければならない。 

２ 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、利用者に対する

指定介護予防福祉用具貸与の提供に関する次の各号に掲
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げる記録を整備し、第一号および第六号の記録について

はその完結の日から五年間、その他の記録についてはそ

の完結の日から二年間保存しなければならない。 

一 次条において準用する第二十条第二項に規定する提

供した具体的なサービスの内容等の記録 

二 第二百四十六条第四項に規定する結果等の記録 

三 次条において準用する第二十四条に規定する市町村

への通知に係る記録 

四 次条において準用する第三十五条第二項に規定する

苦情の内容等の記録 

五 次条において準用する第三十七条第二項に規定する

事故の状況および事故に際して採った処置についての

記録 

六 第二百五十二条に規定する介護予防福祉用具貸与計

画 

 

 （準用） 

第二百四十九条 第九条から第二十条まで、第二十二条、

第二十四条、第三十二条から第三十八条まで、第五十四

条ならびに第百三条第一項および第二項の規定は、指定

介護予防福祉用具貸与の事業について準用する。この場

合において、第九条中「第二十七条」とあるのは「第二

百四十三条」と、「訪問介護員等」とあるのは「福祉用具

専門相談員」と、第十一条中「以下同じ。）」とあるのは

「以下同じ。）、取り扱う福祉用具の種目」と、第十五条

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （準用） 

第九十三条 第三条および第四条の規定は、指定介護予防

福祉用具貸与の事業について準用する。 
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第二項中「適切な指導」とあるのは「適切な相談または

助言」と、第十九条中「訪問介護員等」とあるのは「従

業者」と、「初回訪問時および利用者」とあるのは「利用

者」と、第二十条中「提供日および内容」とあるのは「提

供の開始日および終了日ならびに種目および品名」と、

第二十二条中「内容」とあるのは「種目、品名」と、第

百三条第二項中「処遇」とあるのは「サービス利用」と

読み替えるものとする。 

 

第五節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基

準 

 

 （指定介護予防福祉用具貸与の基本取扱方針） 

第二百五十条 指定介護予防福祉用具貸与は、利用者の介

護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行わ

れなければならない。 

２ 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、自らその提供す

る指定介護予防福祉用具貸与の質の評価を行い、常にそ

の改善を図らなければならない。 

３ 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、指定介護予防福

祉用具貸与の提供に当たり、利用者ができる限り要介護

状態とならないで自立した日常生活を営むことができる

よう支援することを目的とするものであることを常に意

識してサービスの提供に当たらなければならない。 

４ 指定介護予防福祉用具貸与事業者は、利用者がその有

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ア 指定介護予防福祉用具貸与の基本取扱方針 

  予防基準条例第２５０条にいう指定介護予防福

祉用具貸与の基本取扱方針について、特に留意すべ

きところは、次のとおりである。 

(ｱ) 介護予防福祉用具貸与の提供に当たっては、

１人ひとりの高齢者ができる限り要介護状態に

ならないで自立した日常生活を営むことができ

るよう支援することを目的として行われるもの

であることに留意しつつ行うこと。 

(ｲ) サービスの提供に当たって、利用者ができな

いことを単に補う形でのサービス提供は、かえっ

て利用者の生活機能の低下を引き起こし、サービ

スへの依存を生み出している場合があるとの指
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する能力を最大限活用することができるような方法によ

るサービスの提供に努めなければならない。 

 

 

 

 （指定介護予防福祉用具貸与の具体的取扱方針） 

第二百五十一条 福祉用具専門相談員の行う指定介護予防

福祉用具貸与の方針は、第二百三十八条に規定する基本

方針および前条に規定する基本取扱方針に基づき、規則

で定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （指定介護予防福祉用具貸与の具体的取扱方針） 

第九十四条 条例第二百五十一条に規定する規則で定める

方針は、次に掲げるとおりとする。 

一 指定介護予防福祉用具貸与の提供に当たっては、主

治の医師または歯科医師からの情報伝達やサービス担

当者会議を通じる等の適切な方法により、利用者の心

身の状況、希望およびその置かれている環境等利用者

の日常生活全般の状況の的確な把握を行い、福祉用具

が適切に選定され、かつ、使用されるよう、専門的知

識に基づき相談に応じるとともに、目録等の文書を示

して福祉用具の機能、使用方法、利用料等に関する情

報を提供し、個別の福祉用具の貸与に係る同意を得る

ものとする。 

二 指定介護予防福祉用具貸与の提供に当たっては、条

例第二百五十二条第一項に規定する介護予防福祉用具

貸与計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要

な支援を行うものとする。 

三 指定介護予防福祉用具貸与の提供に当たっては、懇

切丁寧に行うことを旨とし、利用者またはその家族に

対し、サービスの提供方法等について、理解しやすい

摘を踏まえ、「利用者の自立の可能性を最大限引

き出す支援を行う」ことを基本として、利用者の

できる能力を阻害するような不適切なサービス

提供をしないよう配慮すること。 

 

 イ 指定介護予防福祉用具貸与の具体的取扱方針 

(ｱ) 予防基準規則第９４条第１号および第３号

は、指定介護予防福祉用具貸与の提供に当たっ

て、福祉用具専門相談員が主治の医師等からの情

報伝達およびサービス担当者会議等を通じ、「利

用者の自立の可能性を最大限引き出す支援を行

う」ことを基本として、介護予防福祉用具貸与計

画に基づき、福祉用具を適切に選定し、個々の福

祉用具の貸与について利用者に対し、説明および

同意を得る手続きを規定したものである。 

(ｲ) 同条第５号は、指定介護予防福祉用具貸与の

提供に当たっての調整、説明および使用方法の指

導について規定したものである。同号の「福祉用

具の使用方法、使用上の留意事項、故障時の対応

等を記載した文書」は、当該福祉用具の製造事業

者、指定介護予防福祉用具貸与事業者等の作成し

た取扱説明書をいうものである。 

また、自動排泄処理装置等の使用に際し衛生管

理の面から注意が必要な福祉用具については、利

用者または家族等が日常的に行わなければなら
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 （介護予防福祉用具計画の作成） 

第二百五十二条 福祉用具専門相談員は、利用者の心身の

状況、希望およびその置かれている環境等利用者の日常

生活全般の状況を踏まえて、指定介護予防福祉用具貸与

の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの

内容、サービスの提供を行う期間等を記載した介護予防

福祉用具貸与計画を作成しなければならない。この場合

ように説明を行うものとする。 

四 指定介護予防福祉用具貸与の提供に当たっては、貸

与する福祉用具の機能、安全性、衛生状態等に関し、

点検を行うものとする。 

五 指定介護予防福祉用具貸与の提供に当たっては、利

用者の身体の状況等に応じて福祉用具の調整を行うと

ともに、当該福祉用具の使用方法、使用上の留意事項、

故障時の対応等を記載した文書を利用者に交付し、十

分な説明を行った上で、必要に応じて利用者に実際に

当該福祉用具を使用させながら使用方法の指導を行う

ものとする。 

六 指定介護予防福祉用具貸与の提供に当たっては、利

用者等からの要請等に応じて、貸与した福祉用具の使

用状況を確認し、必要な場合は、使用方法の指導、修

理等を行うものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ない衛生管理（洗浄、点検等）について十分説明

するものとする。 

(ｳ) 同条第６号は、福祉用具の修理については、

専門的な技術を有する者に行わせても差し支え

ないが、この場合にあっても、福祉用具専門相談

員が責任をもって修理後の点検を行うものとす

る。 

特に自動排泄処理装置等の使用に際し衛生管

理の面から注意が必要な福祉用具については、当

該福祉用具の製造事業者が規定するメンテナン

ス要領等に則り、定期的な使用状況の確認、衛生

管理、保守・点検を確実に実施すること。 

 

 

 

 

 

 

ウ 介護予防福祉用具貸与計画の作成 

(ｱ) 予防基準条例第２５２条第１項は、福祉用具

専門相談員は、介護予防福祉用具貸与計画を作成

しなければならないこととしたものである。介護

予防福祉用具貸与計画作成に当たっては、福祉用

具の利用目標、具体的な福祉用具の機種、当該機

種を選定した理由等を明らかにするものとする。
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において、指定特定介護予防福祉用具販売の利用がある

ときは、第二百六十六条第一項に規定する特定介護予防

福祉用具販売計画と一体のものとして作成しなければな

らない。 

２ 介護予防福祉用具貸与計画は、既に介護予防サービス

計画が作成されている場合は、当該介護予防サービス計

画の内容に沿って作成しなければならない。 

３ 福祉用具専門相談員は、介護予防福祉用具貸与計画の

作成に当たっては、その内容について利用者またはその

家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならな

い。 

４ 福祉用具専門相談員は、介護予防福祉用具貸与計画を

作成した際には、当該介護予防福祉用具貸与計画を利用

者に交付しなければならない。 

５ 福祉用具専門相談員は、介護予防福祉用具貸与計画に

基づくサービス提供の開始時から、必要に応じ、当該介

護予防福祉用具貸与計画の実施状況の把握（以下この条

において「モニタリング」という。）を行うものとする。 

６ 福祉用具専門相談員は、モニタリングの結果を記録し、

当該記録を当該サービスの提供に係る介護予防サービス

計画を作成した指定介護予防支援事業者に報告しなけれ

ばならない。 

７ 福祉用具専門相談員は、モニタリングの結果を踏まえ、

必要に応じて介護予防福祉用具貸与計画の変更を行うも

のとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他、関係者間で共有すべき情報（福祉用具使

用時の注意事項等）がある場合には、留意事項に

記載すること。 

なお、介護予防福祉用具貸与計画の様式につい

ては、各事業所ごとに定めるもので差し支えな

い。 

(ｲ) 同条第２号は、介護予防福祉用具貸与計画は、

介護予防サービス計画に沿って作成されなけれ

ばならないこととしたものである。 

なお、介護予防福祉用具貸与計画を作成後に介

護予防サービス計画が作成された場合は、当該介

護予防福祉用具貸与計画が介護予防サービス計

画に沿ったものであるか確認し、必要に応じて変

更するものとする。 

(ｳ) 同条第３号および第４号は、サービス提供に

当たっての利用者またはその家族に対する説明

等について定めたものである。介護予防福祉用具

貸与計画は、利用者の心身の状況、希望およびそ

の置かれている環境を踏まえて作成されなけれ

ばならないものであり、サービス内容等への利用

者の意向の反映の機会を保障するため、福祉用具

専門相談員は、介護予防福祉用具貸与計画の作成

に当たっては、その内容等を説明した上で利用者

の同意を得なければならず、また、当該介護予防

福祉用具貸与計画を利用者に交付しなければな
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８ 第一項から第四項までの規定は、前項に規定する介護

予防福祉用具貸与計画の変更について準用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

らない。 

なお、介護予防福祉用具貸与計画は、予防基準

条例第２４８条第２項の規定に基づき、５年間保

存しなければならない。 

(ｴ) 同条第５号から第７号は、事業者に対して介

護予防サービスの提供状況等について介護予防

支援事業者に対する報告の義務づけを行うとと

もに、介護予防福祉用具貸与計画に定める計画期

間終了後の当該計画の実施状況の把握（モニタリ

ング）を義務づけるものである。介護予防支援事

業者に対する実施状況等の報告については、サー

ビスが介護予防サービス計画に即して適切に提

供されているかどうか、また、当該計画策定時か

らの利用者の身体の状況等の変化を踏まえ、利用

中の福祉用具が適切かどうか等を確認するため

に行うものであり、必要に応じて行うこととして

いる。 

ただし、事業者は介護予防福祉用具貸与計画に

定める計画期間が終了するまでに、少なくとも１

回を目安としてモニタリングを行い、利用者の介

護予防福祉用具貸与計画に定める目標の達成状

況の把握等を行うよう努めることとし、当該モニ

タリングの結果により、解決すべき課題の変化が

認められる場合等については、担当する介護予防

支援事業者とも相談の上、必要に応じて当該介護
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第六節 基準該当介護予防サービスに関する基準 

 

 （福祉用具専門相談員） 

第二百五十三条 基準該当介護予防サービスに該当する介

護予防福祉用具貸与またはこれに相当するサービス（以

下「基準該当介護予防福祉用具貸与」という。）の事業を

行う者が、当該事業を行う事業所ごとに置くべき福祉用

具専門相談員の員数その他の配置の基準は、規則で定め

る。 

２ 基準該当介護予防福祉用具貸与の事業と基準該当福祉

用具貸与（指定居宅サービス等基準条例第二百六十四条

第一項に規定する基準該当福祉用具貸与をいう。以下同

じ。）の事業とが、同一の事業者により同一の事業所にお

いて一体的に運営されている場合については、同項に規

定する人員に関する基準を満たすことをもって、前項に

規定する基準を満たしているものとみなすことができ

る。 

 

 （準用） 

第二百五十四条 第九条から第十五条まで、第十七条から

第二十条まで、第二十二条、第二十四条、第三十二条か

ら第三十四条まで、第三十五条（第五項および第六項を

除く。）、第三十六条から第三十八条まで、第五十四条な

 

 

 

 

 （福祉用具専門相談員の員数） 

第九十五条 条例第二百五十三条第一項に規定する規則で

定める基準は、福祉用具専門相談員の員数が常勤換算方

法で二以上であることとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （準用） 

第九十六条 第三条、第四条、第九十条から第九十二条ま

でおよび第九十四条の規定は、基準該当介護予防福祉用

具貸与の事業に準用する。 

 

予防福祉用具貸与計画の変更を行うこと。 
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らびに第百三条第一項および第二項ならびに第一節、第

二節（第二百三十九条を除く。）、第三節、第四節（第二

百四十二条第一項および第二百四十九条を除く。）および

前節の規定は、基準該当介護予防福祉用具貸与の事業に

準用する。この場合において、第九条中「第二十七条」

とあるのは「第二百五十四条において準用する第二百四

十三条」と、「訪問介護員等」とあるのは「福祉用具専門

相談員」と、第十一条中「以下同じ。）」とあるのは「以

下同じ。）、取り扱う福祉用具の種目」と、第十五条第二

項中「適切な指導」とあるのは「適切な相談または助言」

と、第十九条中「訪問介護員等」とあるのは「従業者」

と、第二十条中「提供日および内容、当該指定介護予防

訪問介護について法第五十三条第四項の規定により利用

者に代わって支払を受ける介護予防サービス費の額」と

あるのは「提供の開始日および終了日、種目、品名」と、

第二十二条中「法定代理受領サービスに該当しない指定

介護予防訪問介護」とあるのは「基準該当介護予防福祉

用具貸与」と、第百三条第二項中「処遇」とあるのは「サ

ービスの利用」と、第二百四十二条第二項中「法定代理

受領サービスに該当しない指定介護予防福祉用具貸与」

とあるのは「基準該当介護予防福祉用具貸与」と、同条

第三項中「前二項」とあるのは「前項」と読み替えるも

のとする。 

 

第十三章 特定介護予防福祉用具販売 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第十三章 特定介護予防福祉用具販売 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(13) 特定介護予防福祉用具販売 
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第一節 基本方針 

 

第二百五十五条 指定介護予防サービスに該当する特定介

護予防福祉用具販売（以下「指定特定介護予防福祉用具

販売」という。）の事業は、その利用者が可能な限りその

居宅において、自立した日常生活を営むことができるよ

う、利用者の心身の状況、希望およびその置かれている

環境を踏まえた適切な特定介護予防福祉用具（法第八条

の二第十三項の規定により厚生労働大臣が定める特定介

護予防福祉用具をいう。以下この章において同じ。）の選

定の援助、取付け、調整等を行い、特定介護予防福祉用

具を販売することにより、利用者の心身機能の維持回復

を図り、もって利用者の生活機能の維持または向上を目

指すものでなければならない。 

 

第二節 人員に関する基準 

 

 （福祉用具専門相談員） 

第二百五十六条 指定特定介護予防福祉用具販売の事業を

行う者（以下「指定特定介護予防福祉用具販売事業者」

という。）が当該事業を行う事業所（以下「指定特定介護

予防福祉用具販売事業所」という。）ごとに置くべき福祉

用具専門相談員の員数その他の配置の基準は、規則で定

める。 

２ 指定特定介護予防福祉用具販売事業者が規則で定める

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （福祉用具専門相談員の員数） 

第九十七条 条例第二百五十六条第一項に規定する規則で

定める基準は、福祉用具専門相談員の員数が常勤換算方

法で二以上であることとする。 

２ 条例第二百五十六条第二項の規則で定める事業者は、

次の各号に掲げる事業者とし、同項の規則で定める基準

は、当該各号に定める基準とする。 

一 指定福祉用具貸与事業者 指定居宅サービス等基準
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事業者の指定を併せて受ける場合であって、当該指定に

係る事業と指定特定介護予防福祉用具販売の事業とが同

一の事業所において一体的に運営されているときは、規

則で定める基準を満たすことをもって、前項に規定する

基準を満たしているものとみなすことができる。 

 

 

 （管理者） 

第二百五十七条 指定特定介護予防福祉用具販売事業者

は、指定特定介護予防福祉用具販売事業所ごとに専らそ

の職務に従事する常勤の管理者を置かなければならな

い。ただし、指定特定介護予防福祉用具販売事業所の管

理上支障がない場合は、当該指定特定介護予防福祉用具

販売事業所の他の職務に従事し、または同一敷地内にあ

る他の事業所、施設等の職務に従事することができるも

のとする。 

 

第三節 設備に関する基準 

 

第二百五十八条 指定特定介護予防福祉用具販売事業者

は、事業の運営を行うために必要な広さの区画を有する

ほか、指定特定介護予防福祉用具販売の提供に必要なそ

の他の設備および備品等を備えなければならない。 

２ 指定特定介護予防福祉用具販売事業者が指定特定福祉

用具販売事業者（指定居宅サービス等基準条例第二百六

条例第二百五十条第一項 

二 指定特定福祉用具販売事業者 指定居宅サービス等

基準条例第二百六十七条第一項 

三 指定介護予防福祉用具貸与事業者 条例第二百三十

九条第一項 
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十七条第一項に規定する指定特定福祉用具販売事業者を

いう。）の指定を併せて受け、かつ、指定特定介護予防福

祉用具販売の事業と指定特定福祉用具販売の事業とが同

一の事業所において一体的に運営されている場合につい

ては、指定居宅サービス等基準条例第二百六十九条第一

項に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、

前項に規定する基準を満たしているものとみなすことが

できる。 

 

第四節 運営に関する基準 

 

 （サービスの提供の記録） 

第二百五十九条 指定特定介護予防福祉用具販売事業者

は、指定特定介護予防福祉用具販売を提供した際には、

提供した具体的なサービスの内容等を記録するととも

に、利用者からの申出があった場合には、文書の交付そ

の他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供

しなければならない。 

 

 （販売費用の額等の受領） 

第二百六十条 指定特定介護予防福祉用具販売事業者は、

指定特定介護予防福祉用具販売を提供した際には、法第

五十六条第三項に規定する現に当該特定介護予防福祉用

具の購入に要した費用の額の支払を受けるものとする。 

２ 指定特定介護予防福祉用具販売事業者は、前項の支払

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （費用） 

第九十八条 条例第二百六十条第二項の規則で定める費用

は、次に掲げる費用とする。 

一 通常の事業の実施地域以外の地域において指定特定

介護予防福祉用具販売を行う場合の交通費 

二 特定介護予防福祉用具の搬入に特別な措置が必要な
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を受ける額のほか、規則で定める費用の額の支払を利用

者から受けることができる。 

３ 指定特定介護予防福祉用具販売事業者は、前項の費用

の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、

利用者またはその家族に対し、当該サービスの内容およ

び費用について説明を行い、利用者の同意を得なければ

ならない。 

 

 （保険給付の申請に必要となる書類等の交付） 

第二百六十一条 指定特定介護予防福祉用具販売事業者

は、指定特定介護予防福祉用具販売に係る販売費用の額

の支払を受けた場合は、規則で定める事項を記載した書

面を利用者に対して交付しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 （記録の整備） 

第二百六十二条 指定特定介護予防福祉用具販売事業者

は、従業者、設備、備品および会計に関する諸記録を整

備しておかなければならない。 

２ 指定特定介護予防福祉用具販売事業者は、利用者に対

する指定特定介護予防福祉用具販売の提供に関する次の

場合の当該措置に要する費用 

 

 

 

 

 

 

 

 （保険給付の申請に必要となる書類等に記載する事項） 

第九十九条 条例第二百六十一条の規則で定める事項は、

次に掲げる事項とする。 

一 当該指定特定介護予防福祉用具販売事業所の名称 

二 販売した特定介護予防福祉用具の種目および品目の

名称および販売費用の額その他必要と認められる事項

を記載した証明書 

三 領収書 

四 当該特定介護予防福祉用具のパンフレットその他の

当該特定介護予防福祉用具の概要 
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各号に掲げる記録を整備し、第一号および第五号の記録

についてはその完結の日から五年間、その他の記録につ

いてはその完結の日から二年間保存しなければならな

い。 

一 第二百五十九条に規定する提供した具体的なサービ

スの内容等の記録 

二 次条において準用する第二十四条に規定する市町村

への通知に係る記録 

三 次条において準用する第三十五条第二項に規定する

苦情の内容等の記録 

四 次条において準用する第三十七条第二項に規定する

事故の状況および事故に際して採った処置についての

記録 

五 第二百六十六条第一項に規定する特定介護予防福祉

用具販売計画 

 

 （準用） 

第二百六十三条 第九条から第十五条まで、第十七条から

第十九条まで、第二十四条、第三十条、第三十二条から

第三十八条まで、第五十四条、第百三条第一項および第

二項、第二百四十三条から第二百四十五条までならびに

第二百四十七条の規定は、指定特定介護予防福祉用具販

売の事業について準用する。この場合において、第九条

中「第二十七条」とあるのは「第二百六十三条において

準用する第二百四十三条」と、「訪問介護員等」とあるの

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （準用） 

第百条 第三条、第四条および第九十二条の規定は、指定

特定介護予防福祉用具販売の事業について準用する。こ

の場合において、第九十二条中「利用料」とあるのは、

「販売費用の額」と読み替えるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【3段表】指定介護予防サービス.docx 234/242 

条例 規則 解釈通知 

は「福祉用具専門相談員」と、第十条中「以下同じ。）」

とあるのは「以下同じ。）、取り扱う特定介護予防福祉用

具の種目」と、第十五条第二項中「適切な指導」とある

のは「適切な相談または助言」と、第十九条中「訪問介

護員等」とあるのは「従業者」と、「初回訪問時および利

用者」とあるのは「利用者」と、第百三条第二項中「処

遇」とあるのは「サービス利用」と、第二百四十四条お

よび第二百四十五条中「福祉用具」とあるのは「特定介

護予防福祉用具」と、第二百四十七条中「第二百四十三

条」とあるのは「第二百六十三条において準用する第二

百四十三条」と読み替えるものとする。 

 

第五節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基

準 

 

 （指定特定介護予防福祉用具販売の基本取扱方針） 

第二百六十四条 指定特定介護予防福祉用具販売は、利用

者の介護予防に資するよう、その目標を設定し、計画的

に行われなければならない。 

２ 指定特定介護予防福祉用具販売事業者は、自らその提

供する指定特定介護予防福祉用具販売の質の評価を行

い、常にその改善を図らなければならない。 

３ 指定特定介護予防福祉用具販売事業者は、指定特定介

護予防福祉用具販売の提供に当たり、利用者ができる限

り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むこと

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ア 指定特定介護予防福祉用具販売の基本取扱方針 

予防基準条例第２６４条にいう指定特定介護予

防福祉用具販売の基本取扱方針について、特に留意

すべきところは、次のとおりである。 

(ｱ) 指定特定介護予防福祉用具販売の提供に当た

っては、１人ひとりの高齢者ができる限り要介護

状態にならないで自立した日常生活を営むこと

ができるよう支援することを目的として行われ

るものであることに留意しつつ行うこと。 

(ｲ) サービスの提供に当たって、利用者ができな
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ができるよう支援することを目的とするものであること

を常に意識してサービスの提供に当たらなければならな

い。 

４ 指定特定介護予防福祉用具販売事業者は、利用者がそ

の有する能力を最大限活用することができるような方法

によるサービスの提供に努めなければならない。 

 

 

 （指定特定介護予防福祉用具販売の具体的取扱方針） 

第二百六十五条 福祉用具専門相談員の行う指定特定介護

予防福祉用具販売の方針は、規則で定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （指定特定介護予防福祉用具販売の具体的取扱方針） 

第百一条 条例第二百六十五条に規定する規則で定める方

針は、次に掲げるとおりとする。 

一 指定特定介護予防福祉用具販売の提供に当たって

は、利用者の心身の状況、希望およびその置かれてい

る環境を踏まえ、特定介護予防福祉用具が適切に選定

され、かつ、使用されるよう、専門的知識に基づき相

談に応じるとともに、目録等の文書を示して特定介護

予防福祉用具の機能、使用方法、販売費用の額等に関

する情報を提供し、個別の特定介護予防福祉用具の販

売に係る同意を得るものとする。 

二 指定介護予防福祉用具販売の提供に当たっては、条

例第二百六十六条第一項に規定する特定介護予防福祉

用具販売計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに

必要な支援を行うものとする。 

三 指定特定介護予防福祉用具販売の提供に当たって

は、販売する特定介護予防福祉用具の機能、安全性、

いことを単に補う形でのサービス提供は、かえっ

て利用者の生活機能の低下を引き起こし、サービ

スへの依存を生み出している場合があるとの指

摘を踏まえ、「利用者の自立の可能性を最大限引

き出す支援を行う」ことを基本として、利用者の

できる能力を阻害するような不適切なサービス

提供をしないよう配慮すること。 

 

 イ 指定特定介護予防福祉用具販売の具体的取扱方

針 

(ｱ) 予防基準規則第１０１条第１号および第２号

は、指定特定介護予防福祉用具販売の提供に当た

って、福祉用具専門相談員が「利用者の自立の可

能性を最大限引き出す支援を行う」ことを基本と

して、特定介護予防福祉用具販売計画に基づき、

特定介護予防福祉用具を適切に選定し、個々の特

定介護予防福祉用具の販売について利用者に対

し、説明および同意を得る手続きを規定したもの

である。 

(ｲ) 同条第４号は、指定特定介護予防福祉用具販

売の提供に当たっての調整、説明および使用方法

の指導について規定したものであるが、特に、腰

掛便座、自動排泄処理装置の交換可能部品等の使

用に際し衛生面から注意が必要な福祉用具につ

いては、衛生管理の必要性等利用に際しての注意
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 （特定介護予防福祉用具販売計画の作成） 

第二百六十六条 福祉用具専門相談員は、利用者の心身の

状況、希望およびその置かれている環境を踏まえて、指

定介護予防福祉用具販売の目標、当該目標を達成するた

めの具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期

衛生状態等に関し、点検を行うものとする。 

四 指定特定介護予防福祉用具販売の提供に当たって

は、利用者の身体の状況等に応じて特定介護予防福祉

用具の調整を行うとともに、当該特定介護予防福祉用

具の使用方法、使用上の留意事項等を記載した文書を

利用者に交付し、十分な説明を行った上で、必要に応

じて利用者に実際に当該特定介護予防福祉用具を使用

させながら使用方法の指導を行うものとする。 

五 介護予防サービス計画に指定特定介護予防福祉用具

販売が位置づけられる場合には、当該計画に特定介護

予防福祉用具販売が必要な理由が記載されるように必

要な措置を講じるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事項を十分説明するものとする。なお、同号の「特

定介護予防福祉用具の使用方法、使用上の留意事

項、故障時の対応等を記載した文書」は、当該特

定介護予防福祉用具の製造事業者、指定特定介護

予防福祉用具販売事業者等の作成した取扱説明

書をいうものである。 

(ｳ) 同条第５号は、介護予防サービス計画に指定

特定介護予防福祉用具販売が位置づけられる場

合、主治の医師等からの情報伝達およびサービス

担当者会議の結果を踏まえ、指定介護予防支援等

基準第２条に規定する担当職員（以下(ｳ)におい

て「担当職員」という。）は、当該計画へ指定特

定介護予防福祉用具販売の必要な理由の記載が

必要となるため、福祉用具専門相談員は、これら

のサービス担当者会議等を通じて、「利用者の自

立の可能性を最大限引き出す支援を行う」ことを

基本として、特定介護予防福祉用具の適切な選定

のための助言および情報提供を行う等の必要な

措置を講じなければならない。 

 

ウ 特定介護予防福祉用具販売計画の作成 

(ｱ) 予防基準条例第２６６条第１項は、福祉用具

専門相談員は、特定介護予防福祉用具販売計画を

作成しなければならないとこととしたものであ

る。特定介護予防福祉用具販売計画作成に当たっ
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間等を記載した特定介護予防福祉用具販売計画を作成し

なければならない。この場合において、指定介護予防福

祉用具貸与の利用があるときは、介護予防福祉用具貸与

計画と一体のものとして作成しなければならない。 

２ 特定介護予防福祉用具販売計画は、既に介護予防サー

ビス計画が作成されている場合は、当該計画の内容に沿

って作成しなければならない。 

３ 福祉用具専門相談員は、特定介護予防福祉用具販売計

画の作成に当たっては、その内容について利用者または

その家族に対して説明し、利用者の同意を得なければな

らない。 

４ 福祉用具専門相談員は、特定介護予防福祉用具販売計

画を作成した際には、当該特定介護予防福祉用具販売計

画を利用者に交付しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ては、福祉用具の利用目標、具体的な福祉用具の

機種、当該機種を選定した理由等を明らかにする

ものとする。その他、関係者間で共有すべき情報

（福祉用具使用時の注意事項等）がある場合に

は、留意事項に記載すること。 

なお、特定介護予防福祉用具販売計画の様式に

ついては、各事業所ごとに定めるもので差し支え

ない。 

(ｲ) 同条第２項は、特定介護予防福祉用具販売計

画は、介護予防サービス計画に沿って作成されな

ければならないこととしたものである。 

(ｳ) 同条第３項および第４項は、サービス提供に

当たっての利用者またはその家族に対する説明

について定めたものである。特定介護予防福祉用

具販売計画は、利用者の心身の状況、希望および

その置かれている環境を踏まえて作成されなけ

ればならないものであり、サービス内容等への利

用者の意向の反映の機会を保障するため、福祉用

具専門相談員は、特定介護予防福祉用具販売計画

の作成に当たっては、その内容等を説明した上で

利用者の同意を得なければならず、また、当該特

定介護予防福祉用具販売計画を利用者に交付し

なければならない。 

なお、特定介護予防福祉用具販売計画は、予防

基準条例第２６２条第２項の規定に基づき、５年
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第十四章 雑則 

 

 （規則への委任） 

第二百六十七条 この条例に定めるもののほか、この条例

の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。 

（経過措置） 

２ 指定居宅サービス等基準条例附則第二項の規定の適用

を受けているものについては、第二百六条第三項の規定

にかかわらず、浴室および食堂を設けないことができる

ものとする。 

３ 平成二十三年九月一日前から引き続き指定介護予防短

期入所生活介護事業所であって、指定介護予防サービス

等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サー

ビス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関

する基準の一部を改正する省令（平成二十三年厚生労働

省令第百六号）による改正前の基準省令（以下「指定介

護予防サービス等旧基準」という。）第百六十七条第一項

に規定する一部ユニット型指定介護予防短期入所生活介

護事業所であるもの（同日に改修、改築または増築中の

指定介護予防短期入所生活介護事業所であって、同日以

 

 

 

 

 

 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。 

（経過措置） 

２ 指定居宅サービス等基準条例施行規則附則第二項の適

用を受けている指定短期入所生活介護事業所において指

定短期入所生活介護を行う指定短期入所生活介護事業者

が、指定介護予防短期入所生活介護事業者の指定を併せ

て受け、かつ、指定介護予防短期入所生活介護の事業と

指定短期入所生活介護の事業とが同一の事業所において

一体的に運営されている場合については、第四十八条第

四項第一号イおよびロ、第二号イならびに第五項の規定

は適用しない。 

３ 指定居宅サービス等基準条例施行規則附則第十項の規

定の適用を受けているユニット型指定短期入所生活介護

事業所においてユニット型指定短期入所生活介護の事業

を行うユニット型指定短期入所生活介護事業者が、ユニ

ット型指定介護予防短期入所生活介護事業者の指定を併

間保存しなければならない。 



【3段表】指定介護予防サービス.docx 239/242 

条例 規則 解釈通知 

後に指定介護予防サービス等旧基準第百六十七条第一項

に規定する一部ユニット型指定介護予防短期入所生活介

護事業所となるものを含む。）については、同日以後最初

の指定の更新までの間は、指定介護予防サービス等旧基

準第百二十九条、第百三十条および第百六十五条から第

百七十八条までに規定する基準によることができる。 

 

 

せて受け、かつ、ユニット型指定介護予防短期入所生活

介護の事業とユニット型指定短期入所生活介護の事業と

が同一の事業所において一体的に運営されている場合に

ついては、第五十四条第四項第一号ロ⑵中「二平方メー

トルに当該共同生活室が属するユニットの利用定員を乗

じて得た面積以上を標準」とあるのは「当該ユニットの

利用者が交流し、共同で日常生活を営むのに必要な広さ」

とする。 

４ 医療法施行規則等の一部を改正する省令（平成十三年

厚生労働省令第八号。以下「平成十三年医療法施行規則

等改正省令」という。）附則第三条に規定する既存病院建

物内の旧療養型病床群（病床を転換して設けられたもの

に限る。以下「病床転換による旧療養型病床群」という。）

に係る病床を有する病院である指定介護予防短期入所療

養介護事業所であって、平成十三年医療法施行規則等改

正省令附則第二十二条の規定の適用を受けているものに

係る食堂および浴室については、当該規定にかかわらず、

次の各号に掲げる基準に適合する食堂および浴室を有し

なければならない。 

一 食堂は、内法による測定で、療養病床における入院

患者一人につき一平方メートル以上の広さを有しなけ

ればならないこと。 

二 浴室は、身体の不自由な者が入浴するのに適したも

のでなければならないこと。 

５ 病床転換による旧療養型病床群に係る病床を有する病



【3段表】指定介護予防サービス.docx 240/242 

条例 規則 解釈通知 

院である指定介護予防短期入所療養介護事業所であっ

て、平成十三年医療法施行規則等改正省令附則第三条の

適用を受けている病室を有するものについては、当該規

定にかかわらず、療養病床に係る一の病室の病床数は、

四床以下としなければならない。 

６ 病床転換による旧療養型病床群に係る病床を有する病

院である指定介護予防短期入所療養介護事業所であっ

て、平成十三年医療法施行規則等改正省令附則第六条の

適用を受けている病室を有するものについては、当該規

定にかかわらず、療養病床に係る病室の床面積は、内法

による測定で、入院患者一人につき六・四平方メートル

以上としなければならない。 

７ 病床転換による旧療養型病床群に係る病床を有する病

院である指定介護予防短期入所療養介護事業所であっ

て、平成十三年医療法施行規則等改正省令附則第二十一

条の規定の適用を受けるものについては、当該規定にか

かわらず、機能訓練室は、内法による測定で四十平方メ

ートル以上の床面積を有し、必要な器械および器具を備

えなければならない。 

８ 平成十三年医療法施行規則等改正省令附則第四条に規

定する既存診療所建物内の旧療養型病床群（病床を転換

して設けられたものに限る。以下「病床転換による診療

所旧療養型病床群」という。）に係る病床を有する診療所

である指定介護予防短期入所療養介護事業所であって、

平成十三年医療法施行規則等改正省令附則第二十四条の
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規定の適用を受けているものに係る食堂および浴室につ

いては、当該規定にかかわらず、次の各号に掲げる基準

に適合する食堂および浴室を有しなければならない。 

一 食堂は、内法による測定で、療養病床における入院

患者一人につき一平方メートル以上の広さを有しなけ

ればならないこと。 

二 浴室は、身体の不自由な者が入浴するのに適したも

のでなければならないこと。 

９ 病床転換による診療所旧療養型病床群に係る病床を有

する診療所である指定介護予防短期入所療養介護事業所

であって、平成十三年医療法施行規則等改正省令附則第

四条の適用を受けている病室を有するものについては、

当該規定にかかわらず、療養病床に係る一の病室の病床

数は、四床以下としなければならない。 

１０ 病床転換による診療所旧療養型病床群に係る病床を

有する診療所である指定介護予防短期入所療養介護事業

所であって、平成十三年医療法施行規則等改正省令附則

第七条の適用を受けている病室を有するものについて

は、当該規定にかかわらず、療養病床に係る病室の床面

積は、内法による測定で、入院患者一人につき六・四平

方メートル以上としなければならない。 

１１ 平成十八年四月一日前から引き続き存する指定特定

施設であって、指定介護予防特定施設入居者生活介護の

事業が行われる事業所にあっては、第七十九条第三項第

一号イおよび第八十五条第三項第一号イの規定は適用し
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ない。 

１２ 平成十八年四月一日前から引き続き存する養護老人

ホーム（建築中のものを含む。）については、第八十五条

第三項第一号イの規定は適用しない。 

 

 


